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　歴史館 (旧ポンプ室 )

写真 1-1　外観

写真 1-2　1 階ポンプ室
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写真 1-3　地下ポンプ室上部

写真 1-4　地下ポンプ室
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写真 1-5　正面入口

写真 1-6　資料室１

　ＰＲ館 (旧事務室 )
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写真 1-7　資料室２

写真 1-8　資料室３



5

登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　資料保管庫 (旧倉庫 )

写真 1-9　正面入口

写真 1-10　東立面
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　芝生広場

写真1-11　広場西側

写真 1-12　広場中央
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写真 1-14　水道資料館駐車場

写真 1-13　水道資料館入口

　周辺状況
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

１　計画の作成

(１)　作成年月日　平成 27 年３月

(２)　作成者　　　高松市

２　文化財の名称等

(１)　登録有形文化財 (建造物 )の名称

ア　名称及び員数

高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )１棟

  高松市水道資料館ＰＲ館 (旧事務室 )１棟

イ　指定年月日　平成９年５月７日　

(２)　登録有形文化財 (建造物 )等の構造及び形式

ア　歴史館 (旧ポンプ室 )

　　 　登録番号　37-0005 号

　　　 建築面積 249.18 ㎡、木造平屋建地階付、

　　 　切妻造、桟瓦葺

イ　ＰＲ館 (旧事務室 )

　　　 登録番号　37-0006 号

　　 　建築面積 144.54 ㎡、木造平屋建、

　　　 寄棟造、桟瓦葺

ウ　資料保管庫 (旧倉庫 )

　　　 登録なし

　　 　建築面積 81.58 ㎡、木造平屋建、

       切妻造、セメント瓦葺

(３)　所有者の氏名及び住所

ア  所有者　　    高松市

イ  所有者の住所　香川県高松市番町

　　　　　　　　　 一丁目 10 番 14 号

３　文化財の概要

(１）　立地環境

　高松市水道資料館は、高松市の南西に位置する

御殿浄水場内の一画に立地する。敷地面積 33,944

㎡の御殿浄水場は、北側から東側を石清尾山・浄

願寺山に囲まれ、西側には瀬戸内海へと注ぐ香東

川が流れている。香東川右岸沿いの市道御殿成合

線に面しており、左岸沿いには塩江香川高松自転

車道線（香東川自転車道）が整備されている。浄

水場敷地の東側には静かに水を湛えて広がる総貯

水量 524,000 ㎥の御殿貯水池があり、周辺には民

家数軒と四電工の職員研修施設が隣接するのみ

で、交通量も少なく大変静かな環境である。

　高松市水道資料館敷地は御殿浄水場敷地の北側

に位置し、敷地内には、大正６年 (1917) 竣工のＰ

Ｒ館（旧事務室）及び資料保管庫（旧倉庫）並び

に同７年 (1918) 竣工の歴史館（旧ポンプ室）が芝

生広場を囲むように創建当時の姿を留めている。

　

(２)　創立沿革

　高松市の上水道の起源は、正保元年 (1644) に

まで遡る。寛永 19 年 (1642) に入封した高松藩初

代藩主松平頼重公の命により、元々水が少ない城

下町において飲料水を確保するため、地中に木樋、

竹樋、土管及び木製の桝を埋設し、亀井の霊泉 (新

井戸 ) の湧水を辻井戸・内井戸へと導水したのが

始まりと云われている。新井戸のほか、大井戸や

今井戸などの水源からも配水されていたとされて

いる。水掛り年寄や水掛り組頭らによる管理運営

組織がつくられ、藩政時代の高松の水道は日常的

な管理が行われていたと考えられる。

　明治に入り、同４年 (1871) に実施された廃藩

置県以後の新井戸等の維持管理は、藩政時代とほ

ぼ同様の体制によって管理運営されていたとされ

る。同 13 年 (1880) に全国的に水利土功会が創立

　第１章　計画の概要
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上 :写真 1-15　御殿浄水場及び御殿貯水池
         　　 ( 高松市上下水道局 1990)
左 : 図 1-1　　 高松水市道資料館位置図

図 1-2　高松市水道資料館配置図
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される中、高松においては翌 14 年 (1881) に水源

の管理方法等を規定した「盟約書」が大井戸水系

に定められ、２年後には新井戸水系に水利土功会

が創立された。明治 22 年 (1889) には水利組合条

例が公布され、翌 23 年 (1890) に高松市としての

市制が実施されると共に水道条例が公布された。

これにより、法令による上水道の管理が始まるこ

ととなる。

　高松市誕生以降も藩政時代の水道施設が使用さ

れていたため、市民の飲料水は水質も悪く不衛生

であった。都市の将来的な発展を憂慮し、近代的

な上水道の創設を求める気運が生まれ始めた。こ

れを受け、高松市は明治 30 年 (1897) に内務省御

雇人であった英国人技師バルトンに水道調査を依

頼し、同 41 年 (1908) には上下水道敷設調査委員

会が設置された。

　大正３年 (1914) に内務大臣から施工認可を受

け、当時の香川郡弦打村大字鶴市字御殿の香東川

の伏流水を水源とする上水道の敷設事業が開始さ

れることとなった。同年に始まった第一次世界大

戦により、鉄を始めとした工事資材の入手が困難

となり工事の完了に遅れが生じたものの、同 10

年 (1921) に全国で 40 番目の近代水道として給水

を開始した。通水記念絵葉書等が記念品として来

賓に贈られ、竣工式と祝賀会が盛大に執り行われ

た。

　高松市水道資料館の建造物群は、文化に視点を

置いた都市づくりを目指して昭和 55 年 (1980) に

設置された高松文化振興会議の提言を踏まえ、同

61 年 (1986) に現在の管理棟が建設されるまで事

務室・ポンプ室・倉庫として使用された後、水文

化の啓蒙施設として整備され、翌 62 年 (1987) に

現在の高松市水道資料館に生まれ変わった。

(３)　施設の性格

　高松市近代水道の礎となった御殿浄水場は現役

の浄水場である。水源を香東川伏流水・本津川表

流水とし、緩速ろ過法と急速ろ過法による処理を

行っている。１日最大給水能力 27,000 ㎥を誇り、

自然流下方式とポンプ圧送方式を用いた配水方式

により給水されている。御殿浄水場の給水エリア

は他の高松市浄水場と比較して面積こそ狭いもの

の、その供給先は主に高松市の中心市街地となっ

ている。

　また、瀬戸内海上の離島である女木島・男木島

への給水も御殿浄水場から行われている。昭和

51 年 (1976) 以降は給水船による海上輸送を行っ

ていたが、船体の老朽化や気象条件に左右されや

すい不安定な供給体制を解消するため、平成９年

(1997)以降は郷東町受水槽を経由した海底送水管

による給水を行っている。御殿浄水場は、高松市

民の生活の根幹を支える重要な役割を今日も担っ

ている。

　高松市水道資料館は、高松市の近代水道の成立

と歴史、水道事業の重要性を幅広い利用者を対象

として啓蒙する施設である。

　

(４)　文化財の価値

　高松市水道資料館は、擬洋風建築の影響を色濃

く残す建築様式を持ち、高松市最初の近代水道が

誕生した大正時代中期の面影を今日に伝える貴重

な建造物群である。その瀟洒な佇まいは、国土の

歴史的景観に寄与するものとして登録有形文化財

に登録され、その価値を認められたほか、昭和 60

年 (1985) には厚生省（当時）の近代水道百選に

も選ばれている。

　歴史館 ( 旧ポンプ室 )、ＰＲ館 ( 旧事務室 ) 及

び資料保管庫 ( 旧倉庫 ) のいずれも設計者は不明

であるが、当時高松市内で建設業を営んでいた福

家組 ( 代表　福家平太郎 ) により施工されたと伝

えられている。「高松市水道史」（高松市水道局

1990）の中で、明治・大正期における県下の近代

建築と特色が次のように３種類に分類されてい

る。

　まず１番目として、正統的な建築家が設計した

中央との結びつきの強い建築、２番目として、前
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写真 1-16　御殿水源地全景（絵葉書）

写真 1-17　喞筒場内ノ景　高松市水道水源地濾過池全景（絵葉書）
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写真 1-18　接続部分の小屋組

述の建築を見よう見まねで土地の人々が大工と共

同で作った地域との結びつきの強い建築、そして

３番目として両者が絡み合って生まれた建築であ

る。高松市水道資料館の建造物群は、この１と２

が混ざり合った３番目の形態を示していると言わ

れている。各建造物の文化財としての価値は次の

通りである。

ア　歴史館 (旧ポンプ室 )

　木造平屋建切妻造、桟瓦葺のＴ字型平面を変

形させた建造物である。基礎は出隅部分を花崗

岩で補強した煉瓦５段組み ( イギリス積み ) と

し、花崗岩の基壇の上に竪羽目板の腰壁を据え

た下見板張りの大壁造が特徴的である。アクロ

テリオンと装飾的な破風、縦長の上げ下げ窓を

持ち、洋館風の外観である。建造物外観につい

てはＰＲ館 ( 旧事務室 ) と共通した意匠が多く

見られるため、同一人物の手による設計と考え

られる。

　ポンプを始めとした大型の設備機器類を設置

するため、キングポストトラスの洋小屋が採用

されている。これにより、梁間 6.8 ｍという長

スパンが可能となり、Ｔ字型平面の２棟の接続

部分に用いられたダブルワーレントラスが屋根

荷重を受けることで、連続的な大空間の構築を

実現している。整然と並んだキングポストトラ

スを受けている装飾的な梁受けなどに、構造的

な解決と洋風建築的な様式美の融合を模索した

設計者の意図が感じられる。

　西側の地下部分では、御殿浄水場創設当時から

昭和 61年（1986）まで現役で稼働していた、５

基の取水ポンプの姿を今日も見ることができる。

深さ3.6ｍほど掘り込まれた美しい赤煉瓦壁の地

下室と、規則正しく並んだトラスが露わになった

２層分の高さを持つ室内空間は、平屋の外観から

は想像できないほどの空間的広がりを見せてい

る。また、竪羽目板を貼った壁面いっぱいに設け

られた縦長の開口部から降り注ぐ自然光のもと、

現役を退いた取水ポンプが静かに佇む様子は荘厳

で見る者を魅了して止まない。（写真1-4）
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　本建造物の文化財的価値は、創設当時の建造

物及び取水ポンプ等の設備機器類が一体として

保存・展示されているという点である。さらに、

それらが水道事業の歴史を雄弁に語るだけでな

く、ある種の空間的美しさを確立している点で

非常に価値が高い。

イ　ＰＲ館 (旧事務室 )

　木造平屋建て寄棟造、桟瓦葺のＬ字型平面の

建造物である。小屋組は梁間 2.75 間の伝統的

和小屋組で造られており、竣工時はべた葺き

だったと考えられている。詳細な部分について

は不明な部分が多いものの、平成 26 年（2014）

の香川大学による調査では、貫構造に二重小舞

を用いた大壁造であると報告されている。意匠

的な面では、歴史館（旧ポンプ室）との共通点

が多く見受けられるものの、内部構造について

は大きく異なる部分があると考えられる。

　外観の特徴としては、建造物南東の出隅部を

入口とし、玄関ポーチに設けられた換気口付の

装飾的な半円形の破風が印象的である。開口部

には、歴史館（旧ポンプ室）同様の意匠を凝ら

した窓枠を使用し、上部に横軸の回転窓を持

つ縦長の上げ下げ窓が設けられている。（写真

1-5）室内は伝統的な和風建築と比較して天井

も高く、自然光溢れる快適な内部空間となって

いる。洋風の外観、開放的な空間構成、地元施

工者の手による伝統技術が融合し、和風建築か

ら洋風建築への過渡期の状況を知るうえで大変

貴重な建造物である。

ウ　資料保管庫 (旧倉庫 )

　登録有形文化財として登録はされていない

が、歴史館 (旧ポンプ室 )・ＰＲ館 (旧事務室 )

と並んで、御殿浄水場創設時に建てられた建造

物である。木造平屋建切妻造、セメント瓦葺の

建物であるが、当初材の瓦であるかは不明であ

る。外観は他の２棟同様下見板貼りであるが、

煉瓦造りの基礎部分及び竪板羽目板の腰壁を持

たない。装飾的な破風等も持たず、意匠的には

極めて簡素な造りである。

　小屋組みは洋小屋組で、壁は二重木舞を下地

とした土壁の真壁造となっている。室内は従前

の改装により創建当時の面影を窺い知ることは

困難であるが、他の２棟と併せて大正期の洋風

建築を考察するうえで興味深い。

写真 1-19　ＰＲ館（旧事務室）　意匠を凝らした玄関 写真 1-20　保管庫１　内部の様子（2011）
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

図 1-3　昭和 61 年 (1986) 改修時平面図　S=1:200

竣工時の写真に
は見られないた
め、増築された
ことが明らかな
部分。

(５)　主な改造時期とその内容 

ア　歴史館 (旧ポンプ室 )

　歴史館(旧ポンプ室)の現存する最も古い図面

は、昭和61年 (1986)に実施された展示公開施設

として活用するための改修工事のものであり、そ

れ以前の改修履歴については不明である。

　竣工時の絵葉書の写真から判断するのは困難

であるものの、使用されている煉瓦の種類、屋

根及び竪樋の納まり、退職者への聞き取り調査

等から、現在ポーチとして使用されている部分

は、昭和 28 年（1953）までの間に増築された

ものと考えられる。竣工時のポンプ室内部の写

真（写真 1-17）に見られる北側開口部は、ポー

チ側に新しく出入口を設けたのに伴い、従来開

口部であった部分を封鎖し、腰高の窓へと変更

したことが、下見板の繋ぎ目、煉瓦基礎部分に

埋め込まれた花崗岩、犬走りに残る踏石などの

痕跡から推測できる。

　また、竣工時の写真と比較すると、建造物東

側に突出した部分が後世の増築であることは明

らかである。（写真 1-16,17）使用されている煉

瓦の種類、花崗岩に似せた洗い出し、軒樋・窓

枠の意匠を見ても、その違いは明白である。こ

材料の違いなどから、
後世の増築と判断さ
れる部分。

の増築部分は、昭和 61 年 (1986) まで「作業室」

として使用されていたことが改修時の図面から

見て取れるほか、退職者への聞き取り調査の結

果、昭和 30 年代後半に増築されたものと推測

される。この改修の際に、ポンプ室と作業室の

間の間仕切壁が撤去され、現在のような一体的

な空間となったことが図面から判る。この間仕

切壁は、既存の外壁を利用したものと推測する。

　外観上の変更点としては、平成元年 (1989)

にべた葺きの瓦屋根から空葺へと変更された。

同じ年に外壁の全面ケレン及び再塗装も行われ

ている。また、水道資料館として不特定多数の

来館者を迎えるに当たり、地階に降りる階段等

に鋼製手摺が増設された。

写真 1-21　ポーチ部分

開口部の痕跡



16

図 1-5　梁間断面図Ｂ－Ｂ’　S=1:200

図 1-4　梁間断面図Ａ－Ａ’　S=1:200

図 1-6　現状平面図　1:200

間仕切壁が撤去
され、ひとつの
空間として整備
された。

地下ポンプ室

Ａ

Ａ’

Ｂ Ｂ’

ポンプ室

展示室

地下
ポンプ室

写真 1-23　東側増築部分

写真 1-22　御殿水源地全景（絵葉書）抜粋
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

図 1-7　高松市水道濾過池事務所新築平面図
　　　　　  縮尺五拾分之壱

図 1-8　高松市水道濾過池事務所正面建図  縮尺五拾分之壱

イ　ＰＲ館 (旧事務室 )

　大正６年(1917)年竣工当時の図面が残ってお

り、創建当時の姿を垣間見ることが可能である。

Ｌ字型平面の北側の棟は玄関ホールから北へ宿

直室・小使室・土間と続いており、ホールを挟

んで西側の棟には応接室・事務室が並んでいたこ

とが見て取れる。ホールを入った正面には電話

室を備えており、建物の北側には現在の便所とほ

ぼ同じ位置に小便所・大便所が設けられていた。

　退職者への聞き取り調査の結果、資料室２は

昭和 28 年（1953）までの間に増築されたもの

と推測される。また、西側の棟の応接室も既に

無くなっていることから、竣工時から同 61 年

(1986) の改修工事までの間に度々改修が行わ

れ、各時代の用途に応じた使い方がされてきた

ものと考えられる。しかし、それまでの工事記

録資料等はほとんど残存しておらず、詳細な改

造履歴については不明である。

　資料室３にある独立柱は、この改修工事の際

に新設されたものであることが当時の図面から読

み取ることができ、応接室と事務室の間の間仕切

壁を撤去した際に残された柱ではないと考えられ

る。また、この改修工事で電話室を囲んでいた間

仕切壁が撤去されると同時に、北側の棟の宿直室・

小使室・土間を隔てていた間仕切壁も取り払われ、

開放的なひとつの展示空間として整備された。北

側壁面に設置されていた建具は撤去され、これに

伴い開口部が封鎖されたものと見られる。

　昭和 61 年 (1986) の改修では主に内装工事が

実施されたが、歴史館（旧ポンプ室）同様、平

成元年 (1989) には外壁の全面的なケレン及び

再塗装が行われた。これ以外の外観上の大きな

変更点としては屋根の全面葺き替えが挙げられ

る。同 16 年 (2005) に、それまでの土葺きの屋

根瓦が野地板も含めて全面的に撤去され、桟瓦

に葺き替えられた。それと同時に、玄関上部の

銅板葺き及び増築部分の屋根も更新された。
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図 1-11　現況平面図　S=1:200

図 1-9　梁間断面図　S=1:200

図 1-10　昭和 61 年 (1986) 改修時平面図　S=1:200

写真 1-24　西側増築部分

竣工時の図面
には見られな
い増築部分。
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

図 1-13　現状平面図　S=1:200

図 1-12　梁間断面図　S=1:200

図 1-14　昭和 61 年 (1986) 改修時平面図　S=1:200

ウ　資料保管庫（旧倉庫）

　資料保管庫 (旧倉庫 )の現存する最も古い図

面も、歴史館 ( 旧ポンプ室 ) 同様、昭和 61 年

(1986) の改修工事のものである。倉庫内部は保

管庫１及び保管庫２に分かれており、２室を隔

てる間仕切壁は竣工時のものと考えられている。

改修時の図面の中で、保管庫２内部に設置され

ていた間仕切壁及び浴室が撤去され、一室とし

て整備されたことが図面から見て取れる。

　平成２年（1990）には屋根の高圧洗浄が行われ、

外壁は全面ケレンのうえ、再塗装された。資料

保管庫（旧倉庫）は、維持修理及び小規模な内

装の改変が実施されているものの、大きな改造

は無いと思われる。ただし、現状のセメント瓦

がいつの時代のものなのかは不明である。
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2） 修理履歴 

高松市が所有する本建造物に関する主な工事記録やその他資料を整理し、これ

までの修理履歴を建物の履歴と共に以下のとおり整理した。 
 

時期 資料名称 工事内容 

大正 6（1917）年 旧事務室（現「PR 館」）及び旧倉庫（現「資料保管庫」）竣工 
 
※年代は不明であるが、以下の古図面（青焼）あり。 
髙松市水道濾過池事務所正面建圖（縮尺 50 分の 1） 
髙松市水道濾過池事務所新築平面圖（縮尺 50 分の 1）

大正 7（1918）年 旧ポンプ室（現「歴史館」）竣工 

昭和 41（1966）年 御殿浄水場管理室改築工事竣工（※現在の PR 館「旧事務室」） 

～昭和61(1986)年 事務室、ポンプ室として現在の管理棟が完成するまで約 70 年間に渡り使用 

昭和 61（1986）年

12 月～昭和 62
（1987）年 2 月 

高松市水道資料館（仮称）改修工事

（古市設計事務所） 
【工事記録写真①】 

展示公開施設として活用するための大

規模な改修工事(主に内部)を実施 
〔歴史館〕 
一部間仕切り撤去、床の仕様変更（床仕上げ

撤去、地業の上、土間コンクリート打設、床

仕上げ新設 等）、内部美装（一部漆喰塗の

上に塗装）、手摺新設、電気設備新設 等 
〔PR 館〕 
間仕切り撤去処分、北面出入口壁に改修、既

存床撤去処分の上、上床新設、電気設備新設、

造作類（腰板張り・巾木・天井・壁等）補修・

一部新設、一部柱梁補強材新設、建具金物取

替 等 
〔資料保管庫〕 
保存庫 1：既存土間上に上床新設、壁補修 等

保存庫 2：間仕切り撤去処分、浴室撤去処分、

既存土間上に上床新設 等 

不明 高松市水道資料館展示工事（丹青社）  

昭和 62 (1987) 年
6 月 6 日 

水道資料館オープン 

平成元（1989）年

1 月～3 月 
高松市水道資料館屋根葺替工事 
【工事記録写真②】 

〔歴史館〕屋根：全面葺替（下地葺土撤去→
ルーフィング+桟木新設）、一部野地板・垂

木・棟木：取替、樋：取替、棟飾り：取替 等

〔PR 館〕一部（主に玄関ポーチ）小屋組補

強材付加、一部（主に玄関ポーチ）野地板・

広木舞、柱：取替、屋根瓦復旧、一部（谷樋

部）野地板、谷樋等取替、軒樋：取替+塗装

等 
〔資料保管庫〕軒樋、竪樋：取替、集水枡・

排水管新設 

平成元（1989）年

12 月 ～ 平 成 2
（1990）年 3 月 

高松市水道資料館塗装工事（その 1）
【工事記録写真③】 

〔歴史館〕〔PR 館〕剥離・ケレンの上、再塗

装 
 

平成 2（1990）年

5 月～7 月 
高松市水道資料館塗装工事（その 2）
【工事記録写真④】 

〔資料保管庫〕外部（外壁等）：塗膜剥離の

上、再塗装、屋根：高圧洗浄の上、塗装 
（昭和 56 年以来塗装していないという記述

あり） 

平成 9（1997）年

5 月 29 日 
高松市水道資料館 PR 館（旧事務室）、歴史館（旧ポンプ室） 
国の登録有形文化財として登録 

４　文化財保護の経緯

(１)　保存事業履歴 (参考資料１)
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

6 

時期 資料名称 工事内容 

平成 12（2000）年

6 月 ～ 平 成 13
（2001）年 3 月 

水道資料館外壁等改修工事（その 1）
（西日本ロード施設株式会社） 
【工事記録写真⑤】 

〔歴史館〕 
木部：補修・取替、上げ下げ窓：パテ打ち直

し・ガラス取替、塗装 
〔PR 館〕 
木部：補修・取替、上げ下げ窓：パテ打ち直

し、塗装 

平成 14（2002）年

度 
高松市水道資料館防災設備改修工事

（その 1） 
 

電気配管付設等 

平成 15（2003）年

1 月～3 月 
水道資料館（歴史館）補強等改修工

事 
（（有）向井建設） 
【工事記録写真⑥】 

〔歴史館〕 
補強工事（金物、丸型鋼管等）、（階段）石割

れ部分モルタル補修、西側木製階段改修（ほ

ぼ取替）、シーリング撤去・打替、犬走り・

排水溝：塗膜防水施工 

平成 16（2004）年

9 月 
・水道資料館屋根等改修工事 
（株式会社福島工務所） 
【工事記録写真⑦】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔歴史館〕 
窓金物：取替、窓周り：木部補修（埋木）、

窓枠・土台シロアリ被害：油剤処理、上げ下

げ窓：網戸張替え、組子取替、補修箇所塗装

等 
〔PR 館〕屋根：全面葺替（下地葺土撤去→
ルーフィング+桟木新設）、ほぼ全て野地板：

取替、棟木：腐朽箇所あるが取替えていない

ように見受けられる、垂木：腐朽しているが

存置したまま新規垂木材を添えたように見

受けられる、谷樋・玄関上部ドーム：銅板葺

替、増築部屋根：葺替、窓金物：取替、窓周

り：木部補修（埋木）、窓枠・土台等木部の

一部：腐朽箇所補修、上げ下げ窓：網戸張替

え、組子取替、補修箇所塗装 等  
〔外構〕アプローチ舗装 

・イエシロアリ被害状況報告 
 

〔PR 館〕〔資料保管庫〕 
写真、被害箇所・要取替部材等の図面化 等

平成 17（2005）年

3 月 
水道資料館の白蟻被害状況と今後の

方針について 
（経営企画課） 
【工事記録写真⑧】 

〔歴史館〕 
白蟻被害状況及び白蟻防除工事 
〔PR 館〕〔資料保管庫〕 
白蟻被害状況及び白蟻防除工事 
〔歴史館〕〔PR 館〕〔資料保管庫〕 
写真、被害箇所・要取替部材等の図面化 等

 

以上より、大正 6（1907）年、7（1907）年に竣工して以降、水道資料館として

活用するために行われた「高松市水道資料館（仮称）改修工事（昭和 61 (1986) 年）」

（以下、改修工事とする）までの工事記録等資料はほとんど残存しておらず履歴

は不明である。ただし、改修工事の着工前写真には、増築部が写っており、この

時すでに増築されていたことがわかる。内部の間仕切り等の部分的な撤去、床の

新設等により現在の間取りになったのはこの改修工事時であり、その構成は現在

までほとんど変わっていないといえる。水道資料館としてのオープン以降は、残

存している工事記録より、主に屋根・内外部仕上げ等に関しての維持修理や部分

的な補強工事を行ってきたことが窺える。近年、白蟻被害状況を調査し、部分的

＜工事記録＞

・工事写真帳　平成 14 年度　高松市水道資料館　

　防災設備改修工事（No.1）

・水道資料館屋根工事等改修工事　（株）福島工務店

・平成 14 年度水道資料館（歴史館）補強等改修工事

　工期：平成 15 年１月 17 日～平成 15 年３月 10 日

　竣工提出書類　施工（有）向井建設

・工事名：水道資料館外壁等改修工事

　工期：平成 12 年 12 月６日～平成 13 年３月５日

・工事名：高松市水道資料館　塗装工事

　工期：平成２年５月 18 日～平成２年７月６日

・工事名：高松市水道資料館　屋根葺替工事

　工期：平成元年１月９日～平成元年３月 27 日

・工事名：高松市水道資料館　塗装工事（その１）

　工期：平成元年 12 月 25 日～平成２年３月 14 日

・工事名：高松市水道資料館（仮称）改修工事

　工期：昭和 61 年 12 月 10 日～昭和 62 年２月 27 日

・高松市水道資料館（仮称）改修工事図面　１冊

　（古市設計事務所）

・高松市水道資料館‐仮称‐屋外整備工事設計図 １冊

・工事写真帳：平成 16 年４月　水道資料館　

　シロアリ対策工事（資料館全般（ＰＲ館を除く））

　工期：平成 16 年４月５日～４月 11 日
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ント当日には水道資料館を開放し、内部でクイズラ

リーが行われるほか、芝生広場に露店が出店された

り地元ミュージシャンによる演奏が行われる等、地

域住民の集いの場としても親しまれている。

(２)　活用履歴

　現在稼働中の浄水場に隣接する高松市水道資料

館は、建造物自体を近代水道史の貴重な史料とし

て保存すると共に、屋内を展示空間として無料開

放し、高松市における近代水道の誕生と歴史につ

いて展示を行っている。休館日は年末年始 (12/29

～ 1/3) となっており、開館時間は午前 10 時から

午後５時までである。

　歴史館 ( 旧ポンプ室 ) では、館内を４つのコー

ナーに分けて常設展示を行っており、江戸時代の

水道、近代水道の誕生、渇水との戦い等、高松市

における水道の発展に関する様々な内容を、パネ

ルやレプリカ、実物の展示を通して紹介している。

また、１階と地階に現存する創建当時のポンプ類

は良好な状態で保存され、来館者が間近で観察で

きるようになっている。ＰＲ館(旧事務室)では、

以前は館内を３つのコーナーに分け、パネル及び

模型による水と水道事業関連の展示が行われてい

たが、現在では毎年６月の「水道週間」に合わせ

て高松市内の小中学生から募集している、絵画・

ポスター、習字、標語等の作品のほか、上下水道

事業に関連するパネルを展示している。

　高松市水道資料館では、小学生等の団体での社

会科見学を受け入れている。10名以上での見学又

は見学以外の目的で施設を利用しようとする場合

には、予め申請のうえ、許可を得ることとなって

いる。創建当時の赤煉瓦を舗装材として敷設した

芝生の美しい広場を施設利用者に対して昼食会場

として開放している。近年では、婚礼用の前撮り

スポットとしても人気を博しており、平成 26 年

(2014) には 114 組の撮影が行われたという実績が

ある。このほか、香川フィルムコミッションから

映画のロケ地としても推奨されている。

　「水道週間」期間中には「夕ぐれコンサート＆花

火大会」と称したイベントが開催されている。こ

のイベントは、渇水のため中止となった平成19年

(2007)を除いて、同９年(1997)から毎年実施され

ており、多い年では約800人の来場者がある。イベ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

５　保護の現状と課題

(１)　保存の現状と課題

　残存する工事資料から推察するに、歴史館 ( 旧

ポンプ室 )・ＰＲ館 ( 旧事務室 ) においては、こ

れまでの改修・維持修理の際に屋根材等の当初部

材が失われているが、基礎・軸組・窓に関しては

多数の当初部材が残されていると考えられる。施

設稼働時の設備機器類については、そのほとんど

が撤去済であるものの、地下ポンプ室には稼働時

のポンプが良好な状態で保存されている。資料保

管庫 ( 旧倉庫 ) の保管庫２については、室内の改

装が大幅に行われており、目視では確認できない

部分が多数存在しているが、保管庫１は当初部材

を良好に残していると見られる。外観の色彩につ

いては、再塗装の折に全面的にケレンが施されて

いるため、当初の色彩を特定することは大変困難

であると思われるが、今後の工事の中で当初の色

彩が明らかになる可能性もある。

　また、本建造物群は竣工からおよそ 100 年を迎

える建物であるが、前回の改修工事の際には耐震

補強が実施されていない。近代水道事業の象徴と

して、今後も本資料館の継続的な公開活用を図る

と共に利用者の安全を担保するためには、構造耐

力の向上が必要である。これに加えて、基礎部分

煉瓦のひび割れ・風化による建物足元周りの劣化、

雨水排水の機能不良による柱・壁の腐朽、歴史館

（旧ポンプ室）の地下煉瓦壁の塩類析出等に対し

て、建造物の健全性を回復する必要がある。

(２)　活用の現状と課題

　高松市水道資料館は水道事業に対する意識の向

上を目的とした公開活用が主となっており、御殿

浄水場の施設見学と共に、水道に関する学習施設

として活用されている。また、瀟洒な外観を活か

して撮影用のローケションとしても認知されてい

るほか、川沿いで周辺建物が少ないという立地条

件を活かして、毎年香東川河川敷では花火大会が

開催されており、高松市水道資料館は花火大会の

際のイベント会場としても地域住民に定着しつつ

ある。このようなイベント時における火災及び事

故の発生等も、今後の公開活用における懸念事項

である。

　高松市水道資料館が市民にとってより身近な文

化財であるために、市民のさらなる積極的な利用

を促すようなソフト面での取組みが求められる。

高松市特有の水事情や水道事業への理解をより一

層深めていただけるよう、現況の展示を見直すと

共に、より安全で快適な環境を提供できるよう、

「香川県福祉のまちづくり条例」に基づくバリア

フリー化・身障者用設備の設置等を行う必要があ

る。また、現在では利用の少ないＰＲ館(旧事務室)

の最適な活用方針を検討していきたい。
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６　計画の概要

(１)　計画区域

　計画区域は、御殿浄水場内の高松市水道資料館

敷地及び併設する駐車場の範囲とする。

(２)　計画の目的

　御殿浄水場内に現存する高松市水道資料館の建

造物群は、市内最初の近代水道施設として市制公

布後の高松市の発展を支えた貴重な文化財であ

る。渇水に悩む高松市において、水道事業の大切

さを伝える重要な施設として高松市水道資料館を

適切に保存管理していくと共に、市民に親しまれ

る地域の文化財として活用されていくために、公

開活用の基本方針を本計画の中で設定していくも

のである。

(３)　基本方針

　登録有形文化財の修理等を行う場合、「通常望

見できる外観を損なう範囲」が４分の１を超える

場合において現状変更の届出が必要となるが、目

的に応じた内部の改修については比較的自由であ

る。

　これを踏まえて、歴史館 ( 旧ポンプ室 ) におい

ては、建造物内外観及びポンプ類の現状を適切に

保存することとし、必要に応じて竣工時の平面形

状及び外観の復原を検討するものとする。ＰＲ館

( 旧事務室 ) においては、現状の外観を維持し、

室内の意匠を尊重したうえで活用の方針に応じて

修理・改修を行う。資料保管庫 ( 旧倉庫 ) は登録

有形文化財ではないが、敷地内の景観の調和を図

るため外観の変更を最小限とし、活用の方針に応

じて室内の改装を行うものとする。さらに、広く

公開を行ううえで、敷地が有効的に活用されるよ

う修景を行い、機能性・利便性に欠ける部分につ

いては外構の整備を行っていく。

　また、「学びの場」としての歴史館（旧ポンプ

室）、「集いの場」としてのＰＲ館（旧事務室）、「憩

いの場」としての芝生広場という３つの基軸に基

づいて、現状の水道資料館施設の整備方針を図る

ものとする。
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

歴史館

計画区域

四電工社員研修所

御殿浄水場

香東川

△

▲

ＰＲ館

▲

△

芝生広場

駐車場

「学びの場」として整備

「集いの場」として整備
公開活用に資する
付属施設として整備

「憩いの場」として整備

資料
保管庫

計画区域

機能・用途の変更を伴う公開及び活用

現状の機能・用途を維持しながら公開及び活用

修景・整備を伴う公開及び活用

【凡例】

0 5 10 15 20m

図 1-15　保存活用基本方針図
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　第２章　保存管理計画

写真2-3　歴史館（旧ポンプ室）　竪樋の腐食による漏水

写真 2-1　雨水跳ね返りによる煉瓦の浸食

写真 2-2　ＰＲ館 (旧事務室 )煉瓦基礎部分の亀裂

１　保存管理の状況

(１)　保存状況

　歴史館 ( 旧ポンプ室 ) 及びＰＲ館 ( 旧事務室 )

の煉瓦基礎部分の浸食・劣化・亀裂が目立つ。こ

れらの症状のうち浸食・劣化は、土中へ浸透した

雨水の吸水又は犬走り及び地表面からの雨水の水

はねによる水分の供給と乾燥の繰り返しが主な原

因と考えられる。（写真 2-1）亀裂については、基

石（地覆石）の挙動に起因する構造的なクラック

であることが推察されるため、クラックの挙動計

測を実施しモニタリングする。挙動がない場合は

充填を行い、挙動が大きい場合は地盤の安定化を

図る。（写真 2-2）歴史館 (旧ポンプ室 )地下ポン

プ室の煉瓦壁については、降雨後の壁表面への地

下水の染み出しが現在も確認できるため、背面の

地盤の調査及び煉瓦の性能調査を検討すべきであ

る。鋼製竪樋の脱落も各所に見られ、腐食も著し

い。（写真 2-3）竪樋の欠損箇所からの漏水が原因

となり、木部の腐朽が著しく進行している。（写

真 2-4）建造物の保護を図るためにも早急な竪樋

の更新が望まれる。建造物足元廻りの排水機能の

不良については、建造物躯体に直接的な悪影響

を及ぼすだけでなくシロアリの発生を誘因するた

め、外構の雨水排水計画の改善も必要である。（写

真 2-5）平成 17 年（2005）にシロアリの防除工事

が実施されているものの、再調査が必要である。　

　また、ＰＲ館 ( 旧事務室 ) 及び資料保管庫 ( 旧

倉庫 ) に隣接して植えられたソメイヨシノに至っ

ては、建造物の劣化を引き起こす大きな要因と

なっている。落葉が堆積することで、屋根材・軒

裏の劣化を進行させるのみならず、軒樋の排水機

能を低下させている。（写真 2-6.7.8.）根に関し

ては建造物基礎の下部に潜り込んでいると見ら

れ、軸部の歪みや部材の亀裂の原因になっている

と考えられる。（写真 2-9.10）定期的な剪定及び

樋の清掃はもちろんのこと、ソメイヨシノの移植

又は伐採も視野に入れながら整備方針を検討する

必要がある。

(２)　管理状況

　高松市上下水道局が管理責任を有する。御殿浄

水場管理棟の清掃を委託されているシルバー人材

センターが、高松市水道資料館の日常的な管理を

行っている。(参考資料２)
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写真 2-6　ＰＲ館（旧事務室）軒先の腐朽（修理後）

写真 2-9　ＰＲ館 (旧事務室 )根害による軸部の歪み

写真 2-4　歴史館（旧ポンプ室）　窓廻り木部の腐朽

写真 2-7　ＰＲ館（旧事務室）雨樋の機能不良

写真 2-8　資料保管庫 (旧倉庫 )軒裏の塗装の剥離

写真 2-11　資料保管庫 (旧倉庫 )土壁の劣化

写真 2-10　資料保管庫 (旧倉庫 )樹木根の基礎下部への潜り込み

写真 2-5　資料保管庫 (旧倉庫 )基礎部分木部の腐朽
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

２　保護の方針

(１)　高松市水道資料館の価値の整理　

　香川県教育委員会が平成 15、16 年度に行った

香川県近代化遺産総合調査の報告書の中で、昭和

20年以前に近代的な技術で造られた県下の建造物

についてまとめられている。市街地の 8 割を空襲

によって焼失し、その後の高度成長期に近代建築

の取り壊しが進んだ高松市において、高松市水道

資料館のような歴史的建造物は戦前の様子を知る

うえで貴重な史料である。

　花崗岩と煉瓦積みの基礎に下見板張りの外壁、

洋風の棟飾りと縦長の上下窓、コーニスやペディ

メント等は、同時期に県下で建てられた建造物に

共通して見られる意匠である。旧三豊郡農会農事

試験場（大正３年）、旧長尾警察署庁舎 ( 大正６

年 )、旧木田郡役所庁舎 ( 大正８年 )、旧坂出商

業学校本館 ( 大正８年 ) にもこれらの意匠が用い

られ、高松市水道資料館との類似性を見ることが

できる。（写真 2-12 から 19）

　当時、花崗岩は香川県東側山間部で多く産出さ

れ、煉瓦については観音寺で讃岐煉瓦工場が操業

しており、高松市水道資料館の煉瓦もこの工場製

のものと見られている。前述の建造物は互いに日

本瓦葺としながらも、小屋組に洋風トラスを採用

する等、外観上の様式のみならず建築材料及び施

工技術の洋風化が進んだ時代的背景を反映してい

る。また、高松市水道資料館は社会基盤整備が重

要となった時代に、高知や徳島に先行して建築さ

れた水道施設で、現存する最古の木造ポンプ室と

も言われ、近代土木遺産としての価値を示すもの

である。

　　

(２)　保護の方針について

　県下の大正期における建築的特色を色濃く残す

部分及び水道施設稼働時の工作物を保存する。ま

た、公開活用等のために整備する部分についても、

創建時の時代性と様式に配慮したものとし、３棟

が一体となって高松市水道資料館の歴史的価値を

伝えられるよう整備する。

ア　歴史館（旧ポンプ室）

　建造物の意匠・構造形式及び稼働時のポンプ

類に文化財的価値が認められるものとして、現

状を保存する。後補増築部分の基礎に関しては、

当初部分に使用されているものと比較して煉瓦

が脆く、煉瓦表面の腐食及び基礎の沈下が進行

している。このため、後補増築部分を解体し可

能な範囲で旧状に復する。特に既存ポーチは、

雨水排水の面において外壁との取り合い部分が

建造物に好ましくない影響を与える可能性があ

るため、撤去することが望ましい。

　「喞筒場内ノ景　高松市水道水源地濾過池全

景」（絵葉書）は、竣工時のポンプ室内部の様

子を克明に写し出す貴重な資料である。これに

より、現在は閉鎖されている北側の開口部にも、

南側の開口部同様、菱形の枠をはめ込んだ欄間

とガラス入りドアが設置されていたことが確認

できる。（写真 2-20）北側開口部の復旧整備に

当たっては、南側開口部及び庇の意匠を暫定的

に採用するものとし、詳細な痕跡調査のうえ可

能な限り復原を試みる。

イ　ＰＲ館（旧事務室）　

　建造物の意匠・構造形式に文化財的価値が認

められるものとして、原則として現状を保存す

る。改修が著しい資料室内部については、時代

性を物語る特徴的な意匠は保存しつつ公開活用

上必要な改修を行う。後補増築部分である資料

室２は、床下の蟻害の進行がかつて報告されて

いる。本体部分とは明らかに年代区分が異なり、

現状のままでは活用のために十分な規模を確保

することが難しい。このため、既存部分を撤去

したうえで増築することも視野に入れる必要が

ある。便所部分は利便性向上のために改修を行

う。
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写真 2-12　旧三豊郡農会農事試験場本館　正面 写真 2-16　旧長尾警察署庁舎　全景

写真 2-15　旧木田郡役所庁舎　下見板貼り外壁 写真 2-19　旧坂出商業学校本管　煉瓦基礎

（出典『香川の近代化遺産：香川県近代化遺産（建造物等）総合調査報告書』香川県教育委員会 2005 年）

写真 2-14　旧木田郡役所庁舎　全景 写真 2-18　旧坂出商業学校本館　全景

写真 2-13　旧三豊郡農会農事試験場　本館２階天井繰型 写真 2-17　旧長尾警察署庁舎　小屋組
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

ウ　資料保管庫（旧倉庫）

　その意匠・構造形式は、他の２棟と一体的と

なって大正期の洋風建築の特徴を示すものであ

るため、建造物躯体及び外観の意匠を保存する。

内部においては、建造物躯体に損傷を与えない

範囲で所有者が自由に内装の改修を行えるもの

とする。

　以下、登録有形文化財高松市水道資料館におい

て、次に示す方法により部分及び部位を設定して

写真 2-20　喞筒場内ノ景　高松市水道水源地濾過池全景（絵葉書）より

保護の方針を定める。　

　＜部分＞とは、建造物の屋根・外装（各面）・

各部屋を単位とする区分を指す。部分の区分は①

保存・②保全に設定し、各々について以下に示す

ように保護の方針を定める。

　＜部位＞とは、一連の部材等（室内の壁面・床面・

天井面・窓及び窓枠等）を単位として設定される

区分で、各部分は各部位により構成される。部位

の区分を基準１～５に設定し、それぞれ保護の方

針を決める。
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保存部分

文化財としての価値を

特に有する部分

(主に基準１・２ )

保全部分

建築体としての維持及び

保全が必要とされる部分

(主に基準３・４）

その他部分

活用又は安全向上のため

の改修を行う部分

(主に基準４・５ ）

基準１

材料自体の保存を行う

部位

・特殊な材料又は仕様で

ある部位

・主要な構造に係る部位

・特殊な材料又は仕様で

 特に保存が必要な部位

・主要な構造に係る部位

・特殊な材料又は仕様で

 特に保存が必要な部位

・主要な構造に係る部位

基準２

材料の形状・材質・仕

上げ・色彩の保存を行

う部位

・材料の形状・材質・仕

 上げ・色彩の保存を行

 う部位

・定期的に材料の取り替

 え等を行う補修が必要

 な部位

・特殊な材料又は使用で

 特に保存が必要な部位

・特殊な材料又は使用で

 特に保存が必要な部位

基準３

主たる形状及び色彩を

保存する部位

・活用又は補強のため、

 特に変更が必要な部位

・保存部分との調和を目

 指し面的に広がる部位

・主たる形状及び色彩を

 保存する部位

・保存部分との調和を目

 指し面的に広がる部位

・主たる形状及び色彩を

 保存する部位

基準４

修理・改造等の変更に

伴って、意匠上の配慮

を必要とする部位

・活用又は補強のため、

 特に変更が必要な部位

・保存部分と視覚的に一

 体である部位

・活用又は補強のため、

 特に変更が必要な部位

・保存部分と視覚的に一

 体である部位

・活用又は補強のため、

 特に変更が必要な部位

基準５

所有者の自由裁量に

委ねられる部位

・所有者等の自由裁量に

 委ねられる部位

・所有者等の自由裁量に

 委ねられる部位

・所有者等の自由裁量に

 委ねられる部位

部分

部位

＜部分＞の区分について

【保存部分】

　歴史的建造物としての価値を有する部分で、原

則として主要な構造及び外壁はこれに該当する。

主に、基準１又は２に該当する部位によって構成

される。

【保全部分】

　建築体として維持及び保全することが必要とさ

れる部分。改造により歴史的建造物としての原状

が失われている部分、保存活用において原状に復

する部分、活用及び補強等のため改造が不可欠と

なる部分、等を含む。主に基準３又は４に該当す

る部位によって構成される。

【その他の部分】

　活用又は安全性の向上のため改修等を行う部分。

主に基準４又は５に該当する部位によって構成さ

れる。

＜部位＞の区分について

【基準１】 

　材料自体の保存を行う部位。主要な構造に係る

材・当初の部材等。

【基準２】

　材料の形状・材質・仕上げ・色彩等の保存を行

う部位。定期的に材料の取替え等を行う補修が必

要な部位。

【基準３】

　主たる形状及び色彩を保存する部位。活用又は

補強等のため変更が必要な部位。

【基準４】

　意匠上の配慮を必要とする部位。

【基準５】

　所有者等の自由裁量に委ねられる部位。

表 2-1　< 部分 >と <部位 >の区分について
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【外部】 No. 1 外部 歴史館(旧ポンプ室)

立面図 基準 現状・摘要

2 桟瓦（いぶし瓦）アスファルトルーフィング下地

2 笠木：亜鉛引鉄板t=0.5

4 桟瓦（いぶし瓦）アスファルトルーフィング下地

4 亜鉛引鉄板t=0.5 瓦棒葺、

野地板t=15、ルーフィング下地

2 下見板（H=220＋目地10mm）塗装仕上げ

4 下見板（H=220＋目地10mm）塗装仕上げ

4 煉瓦11段＋花崗岩風洗い出し＋煉瓦長手積

4 木製柱、花崗岩礎石

1 地覆石：花崗岩（H=210）

1 煉瓦積み10段（讃岐煉瓦、イギリス積）

1 葛石：花崗岩（H=210）隅部：花崗岩にて補強

4 地覆石：花崗岩風洗い出し

4 煉瓦積み10段（イギリス積）

4 葛石：花崗岩風洗い出し（H=210）

4 コンクリート三和土

2 木製、OP塗

4 木製、OP塗

4 化粧屋根裏、OP塗

2 木製、OP塗

4 木製、OP塗

4 木製、OP塗

2 鋼製

　

窓 4 格子付木製固定式網戸、枠：スプルスOP塗

（W=940、H=1,000）

（W=700、H=1,000）

庇 2 木製、亜鉛引鉄板平葺

棟飾り 2 アクロテリオン、木製太鼓貼り

窓飾り 2 木製

側溝 3 コンクリート製犬走り、塗膜防水

照明
器具

4 壁付ブラケット

防災
設備

4 消火栓

部位

屋根

本体
部分

増築
部分

ポーチ

外壁

本体
部分

増築
部分

ポーチ

基礎

本体
部分

増築
部分

ポーチ

軒裏

本体
部分

増築
部分

ポーチ

その他

破風板

本体
部分

増築
部分

ポーチ

樋

外部
建具

0 5m

0 5m

0 5m

0 5m

北立面

東立面

南立面

西立面
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．1 外部 歴史館（旧ポンプ室）

キープラン

1

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

５

３

４

８

６７

1
９

２

ポーチ : 基準４基礎 : 基準１ 照明 : 基準４ 窓 : 基準４ 窓 : 基準１窓 : 基準 1

棟飾り : 基準２ 破風板 : 基準２壁 : 基準２ 樋 : 基準２屋根 : 基準２
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．2 外部 歴史館（旧ポンプ室）

2

3

屋根 : 基準２

消火栓 : 基準４

増築部分 : 基準４

増築部分 : 基準４

窓 : 基準１
窓 : 基準１

網戸 : 基準４基礎 : 基準１ 窓 : 基準１ 窓 : 基準１

屋根 : 基準２ 樋 : 基準２ 窓 : 基準１

照明 : 基準４
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．3 外部 歴史館（旧ポンプ室）

4

5

樋 : 基準２

庇 : 基準２窓 : 基準１網戸 : 基準４ 建具 : 基準１

網戸 : 基準４基礎 : 基準１

照明 : 基準４ 窓飾り : 基準２

壁 : 基準２
照明 : 基準４

棟飾り : 基準２

破風板 : 基準２
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．４ 外部 歴史館（旧ポンプ室）

6

7

屋根 : 基準２照明 : 基準４

基礎 : 基準１ 網戸 : 基準４

網戸 : 基準４ 基礎 : 基準１犬走り : 基準３建具 : 基準１ 樋 : 基準２

庇 : 基準２

壁 : 基準２

窓 : 基準１
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．5 外部 歴史館（旧ポンプ室）

8

9

棟飾り : 基準２
破風板 : 基準２壁 : 基準２

窓 : 基準１

窓飾り : 基準２窓 : 基準１壁 : 基準２

ポーチ : 基準４基礎 : 基準１

照明 : 基準４

窓 : 基準４
窓 : 基準１壁 : 基準４

（増築部分）

棟飾り : 基準２ 破風板 : 基準２

壁 : 基準２
窓 : 基準１ 樋 : 基準３

樋 : 基準２屋根 : 基準２ 屋根 : 基準２
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【外部】 No. 2 外部 　PR館(旧事務所)

立面図 基準 現状・摘要

2 桟瓦（いぶし瓦）ルーフィング下地

4 トタン葺ファインウレタン防水塗装、

ルーフィング、構造用合板下地

3 桟瓦（いぶし瓦）ルーフィング下地

2（一部３） 腰壁（竪羽目板W=125）塗装仕上げ

2（一部３） 下見板（H=195）塗装仕上げ

4 リシン吹付

2 下見板（H=150）塗装仕上げ

3 東面後補部分

1（一部３） 地覆石：花崗岩（H=55）

1（一部３） 煉瓦積み5段（讃岐煉瓦、イギリス積）

1（一部３） 葛石：花崗岩（H=190）隅部：花崗岩にて補強

4 地覆石：コンクリートブロック＋洗い出し

4 煉瓦タイル貼り5段（バラ板、モルタル下地）

4 葛石：洗い出し（バラ板、モルタル下地）

1 地覆石：花崗岩

2（一部３） 木製、OP塗

2 木製、OP塗

2（一部３） 木製、OP塗

2 木製、OP塗

樋 2（一部３） 鋼製

窓 4 格子付木製固定式網戸、枠：スプルスOP塗

（W=940、H=1,000）

庇 2 亜鉛引鉄板葺

照明
器具

4 壁付ブラケット

設備
機器

4 インターフォン

外壁

基礎

軒裏

破風板

外部
建具

その他

屋根

部位

便所

本体
部分

増築
部分

便所

増築
部分

本体
部分

増築
部分

便所

本体
部分

増築
部分

本体
部分

便所

本体
部分

増築
部分

便所

10

4

4,
90
0

0 5m

0 5m

10

4

10

4

0 5m

10

4

0 5m

北立面

東立面

南立面

西立面
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．６ 外部 PR 館（旧事務室）

キープラン

1

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

１

３

４
５

４

２

基礎 : 基準１ 網戸 : 基準４ ｲﾝﾀｰﾌｫﾝ : 基準４
建具 : 基準１

踏み石 : 基準１

屋根 : 基準２
破風 : 基準２

照明 : 基準４
窓 : 基準１壁 : 基準２ 樋 : 基準２ 庇 : 基準２
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．７ 外部 PR 館（旧事務室）

2

3

窓 ： 基準４

踏み石 : 基準１

樋 : 基準２壁 : 基準２

壁 : 基準３手摺 : 基準４ 樋 : 基準３

開口部跡 : 基準４

屋根 : 基準２窓 : 基準１ 照明 : 基準４

屋根 : 基準２
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．８ 外部 PR 館（旧事務室）

4

5

階段 : 基準１

窓 : 基準１ 網戸 : 基準４

増築部分 : 基準４壁 : 基準３

窓 : 基準１

※改築時に撤去　
　 する場合は保管

※改築時に撤去　
　 する場合は保管

増築部分 : 基準４

樋 : 基準３

軒裏 : 基準３
壁 : 基準３
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート No. 3 外部 　資料保管庫(倉庫)

立面図 基準 現状・摘要

3 セメント瓦、VP塗外装用

2 亜鉛引鉄板平葺

2 下見板（H=180）、塗装仕上げ

2 妻壁：竪板張り

　

1 地覆石：花崗岩

2 化粧屋根裏、塗装仕上げ

2 木製、塗装仕上げ

2 鋼製

窓 4 鋼製竪桟、塗装仕上げ

庇 2 亜鉛引鉄板

部位

屋根

庇

外壁

その他

屋根

破風板

樋

外部
建具

基礎

軒裏

0 5m

0 5m

0 5m

0 5m

北立面

東立面

南立面

西立面
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．９ 外部 PR 館（旧事務室）

キープラン

1

0 5m

保管庫２

保管庫１

１

３

２

建具 : 基準３ 基礎 : 基準１

破風板 : 基準２ 庇 : 基準２ 壁 : 基準２
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．１０ 外部 PR 館（旧事務室）

2

3

屋根 : 基準３

壁 : 基準２窓額縁 : 基準２

窓額縁 : 基準２

樋 : 基準２窓 : 基準４

建具 : 基準３窓 : 基準１ 窓 : 基準１

屋根 : 基準３ 竪桟 : 基準４

竪桟 : 基準４

軒裏 : 基準２

窓 : 基準２ 窓 : 基準２

庇 : 基準２破風板 : 基準２
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■高松市水道資料館　歴史館(旧ポンプ室)　 No. 1 １階 風除室

平面図 基準 現状・摘要

床 4 土間コンクリート＋長尺塩ビシート

幅木 ー

壁 北 4 煉瓦10段＋木製土台（H=160）＋横羽目板（H=130）

東 3 煉瓦9段＋花崗岩土台（H=210）＋横羽目板（H=150）

南 3 煉瓦10段＋花崗岩土台（H=210）＋横羽目板（H=210）

西 4 煉瓦10段＋木製土台（H=160）＋横羽目板（H=150）

天井 4 化粧小屋裏

建具 ドア 1（移設） 木製両開き扉、網入り型ガラス入り（W=1,650×H1970）

木製枠（W=160）、握り玉、シリンダー錠、

蝶番3ヶ所（上×２、下×１）、フランス落とし（上下）

欄間 1（移設） 菱形格子付木製枠（H=600）透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

窓額縁 2 木製120角

上下窓 1（移設） 格子付木製枠（H=1,880/2，W=700×２）

開閉装置：本来は滑車と紐による上下、現在は留め金具

透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

上部
回転窓

1（移設） 格子付木製枠、透明ガラス入り、一部大正期ガラス

その他 分電盤 4

消防
設備

4 避難口標識、消火器

■高松市水道資料館　歴史館(旧ポンプ室)　 No. 2 １階 ポンプ室

平面図 基準 現状・摘要

床 4 栗石敷きt=100、土間コンクリート＋長尺塩ビシート

1 花崗岩枠取り＋グレーチング

幅木 1 花崗岩（H=180～210）、北側窓下一部洗い出し

壁 北 1 煉瓦8段＋木製土台（H=155）＋竪羽目板（W=110）FL2,660まで

東 1 煉瓦8段＋木製土台（H=170）＋竪羽目板（W=80+10）FL2,660まで

南 1 煉瓦8段＋木製土台（H=165）＋竪羽目板（W=80+10）FL2,660まで

西 1 煉瓦8段＋木製土台（H=165）＋竪羽目板（W=110）FL2,660まで

羽目板
上部

2 石膏プラスター塗、EP塗

廻縁 ー

天井 2 化粧天井裏

建具 窓額縁 2 木製120角

上下窓 1 格子付木製枠（H=1,880/2，W=700､W=930､W=700）

開閉装置：本来は滑車と紐による上下、現在は留め金具

透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

上部
回転窓

1 格子付木製枠、透明ガラス入り、一部大正期ガラス

窓① 4 木製枠、格子付木製引違、透明ガラス入り

ドア① 1 木製両開き（内開き）、透明ガラス入り（W=1,770×H=1,935）

木製枠W=115、ドアハンドル、サムターン錠、

蝶番3ヶ所（上×2､下×１）、スチール製沓摺

欄間 1 菱形格子付木製枠（H=600）透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

その他 手摺 1 鋼製手摺（既存手摺に一部増設）：鉛丹錆止め＋OP塗

展示物 1 高揚ポンプ1式

木部
塗装

2 OP塗

照明
器具

4 ライティングレール＋スポットライト15台、直付電球4ヶ所

放送
設備

4 館内用スピーカー1台、音声ガイダンス用センサー1ヶ所

消防
設備

4 非常用照明、避難口標識

窓開口 5 ブラインド

部位

部位

キープラン

キープラン

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　歴史館(旧ポンプ室)　 No. 3 １階 旧作業室

平面図 基準 現状・摘要

床 4 土間コンクリート＋長尺塩ビシート

幅木

壁 北東南 4 煉瓦10段＋木製土台（H=160）＋竪羽目板（W=110）

西 4 開口部三方枠（W=100、D=240）

廻縁 4 木製

天井 4 板貼り（W=110）勾配天井

建具 窓額縁 4 木製120角

上下窓 1（移設） 格子付木製枠（H=1,880/2，W=730、930、950）

開閉装置：本来は滑車と紐による上下、現在は留め金具

透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

その他
木部
塗装

4 OP塗

窓開口 4 ブラインド

■高松市水道資料館　歴史館(旧ポンプ室)　 No. 4 １階 地下ポンプ室上部

平面図 基準 現状・摘要

床 1 花崗岩、一部鉄板貼り

幅木 1 花崗岩（H=165）

壁 北東南 1 煉瓦8段＋木製土台（H=165）＋竪羽目板（W=90+10）FL2､650まで

羽目板
上部

2 石膏プラスター塗、EP塗

廻縁

天井 2 化粧屋根裏

建具 ドア 1 木製枠、木製片開き（内開き）（W=730､H=1,960）

型板ガラス入り、握り玉、蝶番3ヶ所（上×2､下×１）

欄間 1 菱形格子付木製枠（H-600）透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

窓額縁 2 木製120角

上下窓 1 格子付木製枠（H=1,880/2，W=930×２）

開閉装置：本来は滑車と紐による上下、現在は留め金具

透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

上部
回転窓

1 格子付木製枠、透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

その他 通路 1 点検用木製通路＋鋼製手摺：鉛丹錆止め＋OP塗

照明
器具

4 ライティングレール、スポットライト５台、蛍光灯３台、直付電球２ヶ所

ｷｬｯﾄ
ｳｫｰｸ

3 鋼製柱（新設）

ｷｬｯﾄ
ｳｫｰｸ

1 計器1台、鋼製手摺：鉛丹錆止め＋OP塗

木部
塗装

2 OP塗

部位

部位

キープラン

キープラン

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室
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■高松市水道資料館　歴史館(旧ポンプ室)　 No. 5 地階 地下ポンプ室

平面図 基準 現状・摘要

床 3 コンクリート製束石350×350×100、アンカー埋込

上床：根太＠300

ブナフローリング（W=75、t=18）直張工法、ボイル油拭き

幅木 1 花崗岩（H=215）

壁 1 煉瓦積み（イギリス積、H=3,290）

廻縁

天井

建具 ドア① 1 階段下物入：アーチ型木製両開き

握り玉、鍵穴飾り、留め金具、蝶番（新設）4ヶ所

その他
北側
階段

1 花崗岩製段板、鋼製手摺×２（右側新設）：鉛丹錆止め、OP塗

南側
階段

1 花崗岩製段板、鋼製手摺：鉛丹錆止め、OP塗

展示物 1 取水ポンプ4台、配電盤2台、ハンドル1台

照明
器具

4 ライティングレール、スポットライト５台、蛍光灯３台、

直付電球２ヶ所

消防
設備

4 火災警報器、避難口誘導灯、消火器

■高松市水道資料館　歴史館(旧ポンプ室)　 No. 6 １階

平面図 基準 現状・摘要

床

幅木

壁

廻縁

天井

建具

その他

部位

部位

キープラン

キープラン

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．１ １　階 歴史館（旧ポンプ室）風除室

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

基礎 : 基準 1

分電盤 : 基準４

天井 : 基準４

基礎 : 基準４

壁 : 基準４

床 : 基準４

壁 : 基準３

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

建具 : 基準 1

基礎 : 基準 1

消火器 : 基準４ 基礎 : 基準４

建具 : 基準１

（移設）
（移設）

（移設）

建具 : 基準１

避難口標識 :
基準４

建具 : 基準１

壁 : 基準４

壁 : 基準３
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．2 １　階 歴史館（旧ポンプ室）ポンプ室

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

天井 : 基準２ 照明 : 基準４ 照明 : 基準４

ブラインド : 基準５

ブラインド : 基準５

ブラインド : 基準５

基礎 : 基準 1 窓 : 基準 1

基礎 : 基準 1 建具 : 基準１

窓 : 基準４ 壁 : 基準２展示物 : 基準５

窓 : 基準１
窓 : 基準１

照明 : 基準４

壁 : 基準２

壁 : 基準２

窓 : 基準１

窓 : 基準１

構造材 : 基準１非常用照明 :
基準４

構造材 : 基準１ 構造材 : 基準１

避難口標識 :
基準４

壁 : 基準２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｇ ･ Ｈ

Ｅ

Ｆ

Ｄ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．３ １　階 歴史館（旧ポンプ室）ポンプ室

キープラン 平面図

Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

展示物 : 基準５

天井 : 基準２ 照明 : 基準４

基礎 : 基準 1手摺 : 基準１窓 : 基準 1壁 : 基準２

ポンプ : 基準１ ポンプ : 基準３

※他の浄水場から
　 移設したもの

床 : 基準４

床 : 基準４枠 : 基準１グレーチング : 基準４

誘導灯 : 基準４ 壁 : 基準２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｇ ･ Ｈ

Ｅ

Ｆ

Ｄ

構造材 : 基準１ 構造材 : 基準１
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．４ １　階 歴史館（旧ポンプ室）作業室

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

ブラインド : 基準５

展示物 : 基準５

基礎 : 基準４

基礎 : 基準４床 : 基準４

壁 : 基準４

壁 : 基準４

壁 : 基準４窓 : 基準１

（移設）

（移設）

（移設）

窓 : 基準１

窓 : 基準１天井 : 基準４

Ａ

Ｂ
Ｃ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．５ １　階 歴史館（旧ポンプ室）地下ポンプ室

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

建具 : 基準１

柱 : 基準３

床 : 基準１窓 : 基準１

基礎 : 基準１手摺 : 基準１ 通路 : 基準１

手摺 : 基準１ 手摺 : 基準１天井 : 基準２ 壁 : 基準２

壁 : 基準２壁 : 基準２

窓 : 基準１

窓 : 基準１構造材 : 基準１

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．６ 地　階 歴史館（旧ポンプ室）地下ポンプ室

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

ポンプ : 基準１ ポンプ : 基準１床 : 基準３ 床 : 基準３幅木 : 基準１

Ｃ

Ｇ
Ａ

ＨＥ

Ｂ

Ｄ

壁 : 基準１ 壁 : 基準１ 建具 : 基準１

消火器 : 基準４

火災報知器 :
基準４

壁 : 基準１

階段 : 基準 1

階段 : 基準 1

手摺 : 基準２手摺 : 基準１

手摺 : 基準 1

Ｆ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．７ 地　階 歴史館（旧ポンプ室）地下ポンプ室

キープラン 平面図

Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

照明 : 基準５

配電盤 : 基準１ ハンドル : 基準１

建具 : 基準１幅木 : 基準１ 蝶番 : 基準４

通路 : 基準１ 手摺 : 基準１

Ｃ

Ｇ
Ａ

ＨＥ

Ｂ

Ｄ

Ｆ
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キープラン

キープラン

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　ＰＲ館(旧事務室)　 No. 3 １階 資料室２

平面図 基準 現状・摘要

床 4 長尺塩ビシート（W=1,800、t=2.5）マーブル

4 床下点検口（450×450）

幅木 4 木製（１段：H=200）

壁 4 土壁＋石膏プラスター塗（一部ラスボード下地t=7）EP塗

4 開口部：垂壁（FL=2､150）、三方枠100×100

廻縁 4 木製（天井・壁と同色、色：白）

天井 4 塗装仕上げ（下地：コンパネ？）天井点検口：アルミ製450×450

建具 窓① 4 出窓、木製引違窓、透明ガラス入り

窓② 4 木製引違窓、透明ガラス入り（W=1,820、H=1,270）

窓③ 4 木製引違窓、透明ガラス入り（W=1,820、H=1,270）

その他
照明
器具

5 直付電球２ヶ所

窓開口 5 ブラインド

木部
塗装

5 OP塗

■高松市水道資料館　ＰＲ館(旧事務室)　 No. 4 １階 資料室３

平面図 基準 現状・摘要

床 4 長尺塩ビシート（W=1,800、t=2.5）マーブル

幅木 2 木製（2段：H=140+60）

壁 腰壁 2 竪羽目板（H=450 、W=130）

土台 2 木製（H=120）

腰上 3 土壁＋石膏プラスター塗（一部ラスボード下地ｔ＝７）EP塗

長押 2 木製（H=100）

柱 3 木製、塗装仕上げ

柱脚 3 花崗岩磨き貼り（H=125）

廻縁 2 木製、塗装仕上げ

天井 2 板貼目透し貼り（W≒150）、塗装仕上げ

1 照明器具周囲円形くり型有

建具 窓額縁 2 木製120角

上下窓 1 木製枠格子付（H=1,880/2，W=930）

開閉装置：本来は滑車と紐による上下、現在は留め金具

透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

上部
回転窓

1 木製枠格子付、透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

ドア① 1（撤去保存） 木製片開き、透明ガラス入り（W=850､H=1,900）

握り玉＋蝶番２ヶ所

ドア② 1（撤去保存） 木製両開き、透明ガラス入り（W=1,200､H=1,900）

握り玉＋蝶番４ヶ所＋フランス落とし（上：古、下：新）

木製沓摺

ドア③ 1（撤去保存） 木製片開き、透明ガラス入り（W=780､H=1,900）

握り玉＋蝶番２ヶ所

その他 照明 4 ライティングレール＋スポットライト、直付電球３ヶ所

放送
設備

4 館内用スピーカー１台

消防
設備

4 非常用照明、煙感知器

窓開口 5 ブラインド

木部
塗装

3 OP塗

部位

部位

キープラン

キープラン

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所
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■高松市水道資料館　ＰＲ館(旧事務室)　 No. 5 １階 便所

平面図 基準 現状・摘要

床 4 磁器質タイル貼り100角

幅木

壁 腰壁 4 磁器質タイル貼り100角（H≒1,200）

腰上 4 石膏ボード貼り（?）塗装仕上げ

廻縁 4 木製、塗装仕上げ（H=50）

天井 4 石膏ボード貼り（?）910×910、目透し貼りのうえ塗装

建具 窓 4 腰上木製引違窓（H=600）、木製格子

ガラス　上：透明、下：すりガラス

ドア 4 木製片開き、表示錠付ドアノブ

その他 階段 1 花崗岩

衛生
器具

5 便器：男女各1台、補助手摺２ヶ所、洗面器１台、

据付
備品

5 タオルレール１ヶ所、紙巻器、シート用ペーパー入れ

照明
器具

5 シーリング２ヶ所

外部 5 SUS製手摺

■高松市水道資料館　ＰＲ館(旧事務室)　 No. 6 １階

平面図 基準 現状・摘要

床

幅木

壁

廻縁

天井

建具

その他

部位

部位

キープラン

キープラン

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．８ １　階 ＰＲ館（旧事務室）ホール

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

ｶｳﾝﾀｰ : 基準２ブラインド : 基準５ 腰壁 : 基準２床 : 基準１建具 : 基準１

下足入れ : 基準２腰壁 : 基準２靴石 : 基準１

窓 : 基準１壁 : 基準２

壁 : 基準２壁 : 基準２

窓 : 基準１ 壁 : 基準２

欄間 : 基準１

窓 : 基準１

窓 : 基準１窓 : 基準１

Ａ

Ｆ

ＢＥ

Ｃ

Ｄ
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．３ １　階 ＰＲ館（旧事務室）ホール

キープラン 平面図

Ｅ Ｆ

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

Ａ

Ｆ

ＢＥ

Ｃ

Ｄ

床 : 基準１

建具 : 基準１天井 : 基準２

照明 : 基準４ 非常用照明 : 基準４

廻縁 : 基準２円形繰型 : 基準１
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．３ １　階 ＰＲ館（旧事務室）資料室１

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

ブラインド : 基準５ 窓額縁 : 基準２

床 : 基準４

展示物 : 基準５

窓 : 基準１壁 : 基準３建具 : 基準３

腰壁 : 基準２

柱 ･ 梁 : 基準３天井 : 基準３

天井 : 基準３

壁 : 基準３ 壁 : 基準３

煙感知器 ： 基準４ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ : 基準５ｽﾋﾟｰｶｰ : 基準５

壁 : 基準３

窓 : 基準１

照明 : 基準４窓 : 基準１

Ａ

Ｄ

非常用照明 :
基準４

火災警報器 :
基準４

Ｃ

Ｂ
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．４ １　階 ＰＲ館（旧事務室）資料室１

キープラン 平面図

Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

開口部 : 基準３床 : 基準４建具 : 基準１建具 : 基準１ 幅木 : 基準２

消火器 : 基準４

照明 : 基準４
長押 : 基準２

壁 : 基準３壁 : 基準３

円形繰型 : 基準１

窓 : 基準１壁 : 基準３ 廻縁 : 基準２

建具 : 基準１

Ｇ

Ｅ

Ｈ

Ｆ

腰壁 : 基準２
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．５ １　階 ＰＲ館（旧事務室）資料室 2

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

開口部 : 基準３ 柱 : 基準４

ブラインド : 基準５床 : 基準４壁 : 基準４ 壁 : 基準４幅木 : 基準４

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ : 基準５ 床 : 基準４ 壁 : 基準４ 壁 : 基準４

天井 : 基準４ 天井 : 基準４照明 : 基準５窓 : 基準４

窓 : 基準４ 窓 : 基準４長押 : 基準４窓 : 基準４

Ａ

Ｂ

照明 : 基準５天井 : 基準４

Ｃ

Ｄ
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．６ １　階 ＰＲ館（旧事務室）資料室３

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

ｽﾋﾟｰｶｰ : 基準５腰壁 : 基準２ 廻縁 : 基準２ 照明 : 基準４

腰壁 : 基準２ 床 : 基準４ 幅木 : 基準２

床 : 基準４ 柱 : 基準３

天井 : 基準２ 額縁 : 基準２壁 : 基準３

柱 : 基準３ 非常用照明 : 基準４ 煙感知器 : 基準４　壁 : 基準３長押 : 基準２

窓 : 基準１

窓 : 基準１ 円形繰型 : 基準１

建具 : 基準１建具 : 基準１

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

建具 : 基準１

建具 : 基準１
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．７ １　階 ＰＲ館（旧事務室）資料室３

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

0 5m

資料室２ 資料室１

資料室３ ホール

便所

Ｃ

階段 : 基準 1

床 : 基準４

壁 : 基準４

建具 : 基準３

便器 : 基準５

便器 : 基準５

天井 : 基準４

壁 : 基準４

壁 : 基準４

窓 ： 基準４

鏡 : 基準５

手摺 : 基準５

Ａ

Ｂ
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■高松市水道資料館　資料保管庫(倉庫)　 No. 1 １階 保管庫１

平面図 基準 現状・摘要

床 土間 5 モルタル金鏝磨き（新設）

内部 5 既設土間に上床新設、縁甲板貼り（アピトンW=110）直張工法

框：洋桜100×100

幅木 5 木製、塗装なし（H=75）

壁 2 土壁表し

5 FL2,000まで耐水合板貼り（新設）

廻縁

天井 2 化粧屋根裏

建具 ドア 3 木製引分け、塗装仕上（W=925×2、H=2,000）

すりガラス入り

窓 1 木製引違４ヶ所、格子付、塗装仕上（W=1,700､H=950）

透明ガラス入り、一部大正期ガラス（?）

　

その他
照明
器具

5 蛍光灯3本（梁より吊り下げ）

物品棚 5 木製

■高松市水道資料館　資料保管庫(倉庫)　 No. 2 １階 保管庫２

平面図 基準 現状・摘要

床 土間 5 モルタル金鏝磨き（新設）

内部 5 既存土間床に上床新設、長尺塩ビシート

幅木 5 木製、塗装仕上（H=75）

壁 5 ビニールクロス貼り

廻縁 5 塩ビ製

天井 5 岩綿吸音板（300×600）

建具 ドア 3 木製引分け、塗装仕上（W=925×2、H=2,000）

すりガラス入り

窓①③ 2 木製引違２ヶ所、格子付、塗装仕上（W=1,700､H=950）

透明ガラス入り、ガラス新設

窓② 4 アルミ製引違、型板ガラス入り

その他
照明
器具

5 蛍光灯4ヶ所

部位

部位

キープラン

キープラン

0 5m

保管庫２

保管庫１

0 5m

保管庫２

保管庫１

0 5m

保管庫２

保管庫１

0 5m

保管庫２

保管庫１
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．１ １　階 資料保管庫（旧倉庫）

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

保管庫２

保管庫１

0 5m

保管庫２

保管庫１

床 : 基準５棚 : 基準５

棚 : 基準５

壁 : 基準５ 壁 : 基準５

壁 : 基準５

天井 : 基準２

天井 : 基準２

構造材 : 基準１照明 : 基準５土壁 : 基準２ 土壁 : 基準２

土壁 : 基準２

建具 : 基準１

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｃ

構造材 : 基準１ 構造材 : 基準１窓 : 基準１ 窓 : 基準１
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■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．２ １　階 資料保管庫（旧倉庫）保管庫１

キープラン 平面図

Ｅ Ｆ

Ｇ

0 5m

保管庫２

保管庫１

土間 : 基準５

窓 : 基準１

天井 : 基準２

床 : 基準５

建具 : 基準３

0 5m

保管庫２

保管庫１

構造材 : 基準１土壁 : 基準２

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｃ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

■高松市水道資料館　調査シート【写真】 Ｎｏ．３ １　階 資料保管庫（旧倉庫）保管庫２

キープラン 平面図

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

0 5m

保管庫２

保管庫１

0 5m

保管庫２

保管庫１

壁 : 基準５ 壁 : 基準５

壁 : 基準５

建具 : 基準３窓 : 基準４

窓 : 基準４

天井 : 基準５ 天井 : 基準５照明 : 基準５ 照明 : 基準５

照明 : 基準５

窓 : 基準２

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｃ

土間 : 基準５ 床 : 基準５

建具 : 基準３建具枠 : 基準３ 壁 : 基準５ 窓 : 基準２
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( イ )　軒廻り及び床下

a   通風の確保

b   軒樋の清掃

c   破風板、軒裏等の劣化状況の確認

d   床板の沈み等の点検

(ウ )　外壁

a   羽目板の破損部分の点検及び補修

b   木部の腐朽状態の確認

c   塗装の劣化状況の確認

(エ )  内壁

a  歴史館 (旧ポンプ室 )地下ポンプ室、煉

瓦壁のクラックの点検及び湿潤箇所の早期

発見

b  石膏プラスター塗部分の浮き及びクラッ

クの点検

c  羽目板及び腰壁部分、破損箇所の点検及

び補修

(オ )　床

a　 毀損の有無の確認

b　 物品移動の際の十分な注意

c　 重量物設置の際の下地の確認

d　 仕上材料に応じた定期的なメンテナンス

(カ )　屋根及び雨樋

a　 雨漏りの有無の点検及び補修

b　 瓦の劣化、割れ、脱落の点検及び補修

c　 雨樋の定期的な清掃、破損箇所の点検及

び補修

(キ )　建具

a　 開閉時の取り扱いの注意

b　 窓ガラスの割れの点検及びビードの補修

c　 金具類（蝶番等）の手入れ

d　 建具枠及び建具の腐朽・歪みの確認

(ク )　金具類

a　 水からの保護、錆に対する注意

b　 錆・汚れの除去　

３　管理計画

(１)　管理の体制

　平成 29 年度からは指定管理者制度を導入し、

計画区域の対象となっている高松市水道資料館の

敷地及び建造物を一括して管理・運営する予定で

ある。

(２)　管理方法

ア　保存環境の管理

(ア )　清掃・整頓に関する事項

指定管理者による日常的な清掃・整頓の他、

清掃業者による定期的な屋内の清掃・メンテ

ナンスを行う。

(イ )  日照・通風の確保に関する事項

指定管理者によって、定期的に全室の窓の

開閉を行う。

(ウ )　蟻害・虫害・腐朽防止に関する事項

指定管理者又は専門の業者によって点検を

し、必要に応じて防腐・防虫処理を行う。

(エ )　風雪水害に関する事項

  指定管理者によって点検する。

(オ )　その他

毀損・盗難等の事故防止に関し、指定管理

者による巡回のほか、夜間の施錠を徹底する。

また、必要に応じて監視カメラを導入する等、

機械警備を行う。

イ　建造物の維持管理

　管理のための行為の内容について、以下の区

分別に示す。補修を行う際は記録を取り、今後

の保存修理の参考とする。

(ア )　基礎

a　 煉瓦基礎部分のクラックの点検

b   外構樹木根の建造物への影響の確認

c   広場の清掃及び落葉の堆積の予防

d   樹木・植栽の手入れ（剪定・草刈等）

e   犬走りの清掃及び側溝の水捌けの点検
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４　修理計画

(１)　維持修理の基本方針

　ＰＲ館（旧事務室）及び資料保管庫（旧倉庫）（大

正６年（1917）竣工）、歴史館（旧ポンプ室）（大

正７年（1918）竣工）は竣工からまもなく 100 年

を迎える。これまで、小修理を重ねながら適切に

維持管理を行ってきているものの、経年による劣

化・破損が随所に見られる。( 参考資料３) 高松

市水道資料館では、平成 27 年度から、積極的な

公開・活用を目指すと共に、耐震性能の向上及び

建造物の健全性回復を図るため、公開活用整備並

びに耐震対策工事事業に着手する予定である。こ

の事業の中で、平成 27 年度に実施設計を行い、

翌 28 年度に公開活用に資する設備及び付属施設

の整備並びに耐震対策工事等を行う。平成 29 年

には、ＰＲ館（旧事務室）及び資料保管庫（旧倉

庫）の竣工からちょうど 100 周年を迎えることと

なり、この節目の年に、新たな機能を付加した施

設として公開を開始する予定である。

　平成 27 年度に実施設計を行うに当たり、必要

と思われる調査項目を以下に挙げる。

　　ア　実測調査（軸組図・伏図・展開図・構造図等）

　　イ　部分解体による仕様確認調査

　　ウ　目視による腐朽・蟻害調査

　　エ　追加の破損調査

　　オ　痕跡調査

　　カ　敷地の地盤調査

　　キ　歴史館（旧ポンプ室）地下煉瓦壁背面地盤調査

　　ク　煉瓦の性能調査

　　ケ　敷地のレベル調査

　文化財建造物の実施設計では、あらゆる調査を

行いながら設計精度を高めることを目指すもの

の、目視による判断に頼らざるを得ない部分も多

分にある。このため、取り換え範囲や補強範囲な

ど、ある程度の想定を含まざるを得ない。これら

の当初想定した数量については、解体時の調査に

より、数量や工事内容について詳しく精査したう

えで、変更設計を行うことが前提となる。

　次ページに現在判明している建造物の健全性に

悪影響を及ぼしている劣化・破損箇所とその修理

方針を示す。なお、耐震性能向上の基本方針につ

いては、「第４章　耐震対策」の中で触れること

とする。

(２)　今後の保存修理計画

　今回の事業では、耐震性能の向上及び建造物の

健全性回復を目的としているが、今後は軸部の解

体や基礎の据え直しなど根本的な修理も必要とな

る。屋根は今後 30 年程度で再び葺き替え時期を

迎えると考えられ、この屋根替えのタイミングに

合わせて根本修理を行うことが効率的と考えられ

る。建造物の維持修理のサイクルは環境等により

大きく影響を受けることから、建造物の状態に随

時目を配りながら、破損や腐朽に繋がる芽をでき

るだけ早期に取り除く管理が重要である。
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0 5m

ポンプ室

地下ポンプ室

作業室

ポーチ 風除室

保全部分

【凡例】

保存部分

その他の部分
保全部分　　　　　　基準３又は４に該当　基準３：主たる形状及び色彩を保存する部位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準４：意匠上の配慮を必要とする部位
　　　　　　　　　　　　その他部分　　　　　基準４又は５に該当　基準５：所有者等の自由裁量に委ねられる部位

【凡例】

保存部分　　　　　　基準１又は２に該当　基準１：材料自体の保存を行う部位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準２：材料の形状・材質・仕上げ・色彩の保存を行う部位　　　　

図 2-1　歴史館 (旧ポンプ室 )建造物の保存に係る部分の設定（内部）　1：200
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0 5m

保全部分

【凡例】

保存部分

その他の部分
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【凡例】

保存部分

その他の部分
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保全部分

【凡例】

保存部分

その他の部分

0 5m

保全部分

【凡例】

保存部分

その他の部分

図 2-2　歴史館 (旧ポンプ室 )建造物の保存に係る部分の設定（外部）　1:200

【西側立面】

【南側立面】

【東側立面】

【北側立面】
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資料室１資料室２

資料室３ ホール

便所

保全部分

その他の部分

撤去部分

【凡例】

保存部分

保全部分　　　　　　基準３又は４に該当　基準３：主たる形状及び色彩を保存する部位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準４：意匠上の配慮を必要とする部位
　　　　　　　　　　　　その他部分　　　　　基準４又は５に該当　基準５：所有者等の自由裁量に委ねられる部位

【凡例】

保存部分　　　　　　基準１又は２に該当　基準１：材料自体の保存を行う部位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準２：材料の形状・材質・仕上げ・色彩の保存を行う部位　　　　

図 2-3　ＰＲ館 (旧事務室 )建造物の保存に係る部分の設定（内部）　1:150
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【凡例】
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図 2-4　ＰＲ館 (旧事務室 )建造物の保存に係る部分の設定（外部）　1:150

【北側立面】

【資料室１北側立面】

【資料室３北側立面】
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【凡例】
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撤去部分

【凡例】
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図 2-5　ＰＲ館 (旧事務室 )建造物の保存に係る部分の設定（外部）　1:150

【西側立面】

【南側立面】

【東側立面】



77

登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

0 5m

保管庫２

保管庫１

保全部分

その他の部分

【凡例】

保存部分

図 2-6　資料保管庫 (旧倉庫 )建造物の保存に係る部分の設定（内部）　1:150

保全部分　　　　　　基準３又は４に該当　基準３：主たる形状及び色彩を保存する部位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準４：意匠上の配慮を必要とする部位
　　　　　　　　　　　　その他部分　　　　　基準４又は５に該当　基準５：所有者等の自由裁量に委ねられる部位

【凡例】

保存部分　　　　　　基準１又は２に該当　基準１：材料自体の保存を行う部位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準２：材料の形状・材質・仕上げ・色彩の保存を行う部位　　　　
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図 5-7　資料保管庫 (旧倉庫 )建造物の保存に係る部分の設定（外部）　1:150

【西側立面】

【東側立面】

【北側立面】 【南側立面】
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表 2-4　各棟の修理方針

 針方理修 棟象対 況状損破 位部

基礎 

基礎地覆石の 
ひび割れ 

歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 

 
ひび割れ部には接着材を注入し接着を図る。位置や状態

によりセメント系かエポキシ系の判断を行う。欠損部等

には擬石モルタル補修を行う。 
 

基礎煉瓦のひび割れ 歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 

 
ひび割れ部には接着剤を注入し補修する。位置や状態に

よりセメント系かエポキシ系の判断を行う。挙動の有無

について長期的に経過観察を行う。 
 

地下ポンプ室 
煉瓦壁からの漏水 歴史館（旧ポンプ室）

 
煉瓦壁背面付近の地盤調査を実施し、煉瓦壁にかかる土

圧により構造補強が必要と判断されれば、これに合わせ

て煉瓦壁脇を掘削し防水層を設けるなどの処置を行う

ことが根本的な解決につながる。補強の必要がないと判

断された場合には、亀裂部にグラウトを注入するなどの

補修工事を検討することにより健全化を図る。 
 

軸部 木部の腐朽 
歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 
資料保管庫（旧倉庫）

 
腐朽部や蟻害を受けている部位については接木・矧木等

の繕い作業を行う。 
 

壁

 

漆喰壁  
浮きひび割れ 歴史館（旧ポンプ室）

 
破損部は木摺面まですべて掻き落としの上、塗り直す。

 

漆喰壁  
浮きひび割れ 

歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室）
 

 
土壁は竹小舞まですべて掻き落としの上、荒壁、斑直、

中塗り、漆喰塗を行う。ボード面は、同程度の仕様とす

る。 
 

煉瓦壁のエフロレッ

センス・塩類析出 歴史館（旧ポンプ室）

 
ブラシ等を使用し、表面の清掃を行う。塩類析出により

剥離が顕著である場合は、浸透性の防水材を塗布する。

 

屋根 

軒樋、縦樋の破損 
歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 
資料保管庫（旧倉庫）

 
軒樋は・竪樋とも更新する。形状は維持しながら、より

耐食性の高いガルバリウム鋼板等に材を置換する。 
 

軒蛇腹の破損 歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室) 

 
軒樋の補修に伴い一部軒瓦の解体を行う。 
 

塗装 

木部塗装浮き、 
はがれ 

歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 
資料保管庫（旧倉庫）

 
塗装面はすべてケレンし、下地処理の上塗り直しを行う

（内部外部とも）。 
 

上げ下げ窓 
機構の改変 

歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 
資料保管庫（旧倉庫）

 
滑車を使用した当初の上げ下げの機構は、近年すべて金

物に変えられているが現状を維持する。 
 

窓硝子割損 
歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 
資料保管庫（旧倉庫）

 
割損した硝子の交換を行う。 
 

窓硝子 
パテの欠損 

歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 
資料保管庫（旧倉庫）

 
パテを打ち直す。 
 

雑工事 防蟻処理 
歴史館（旧ポンプ室）

ＰＲ館（旧事務室） 
資料保管庫（旧倉庫）

 
過去にイエシロアリが発生していることから、全面再調

査の上、適切に防蟻処理を施すことで建物の健全性を維

持する。 
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　第３章　環境保全計画

１　環境保全の現状と課題

　高松市水道資料館の敷地内においては、昭和 61

年（1986）時の改修工事以降、ほぼすべての部分に

おいて変更が加えられている。（図 3-1.2.3、参考

資料４）

(１)　昭和 61 年度の主な外構改修工事

ア　敷地の造成

イ　水飲場及び水路設置

ウ　ベンチ、園路、煉瓦テラスの設置

エ　案内板及び説明板の設置

オ　井側及び記句碑の設置

(２)　平成 16 年度の主な外構改修工事

　ＰＲ館（旧事務室）東側園路、煉瓦敷へ変更

(３)　平成 21 年度の主な外構改修工事

ア　既存植物等の撤去・移設（図 3-3 赤線部分）

イ　整地及び土壌改良、芝の植付

ウ　花壇の補植（図 3-3 緑線部分）

　敷地の外周部を囲む石垣、駐車場に面した出入口

の門柱、土塁及び門柱脇の台形状の石積に関しては、

竣工当時の資料である「御殿水源地全景」（絵葉書）

から当初のものと推測できる。駐車場の土留め用の

石垣についても、材質及び石の積み方等から同時期

のものであると考えられる。

　土塁に関しては、西側道路沿いの一部に改変が加

えられているものと見られる。「御殿水源地全景」（絵

葉書）では、現在の取水井の西側に開口部を確認す

ることができる。（図 3-4）この開口部は昭和 61 年

（1986）まで使用された後、閉鎖されたものである。

また、同年の改修工事の際には、土塁の一部を改変

して現在の正門を整備し、御影石のベンチを設置し

たものと見られる。（図 3-1）　

　石垣については孕み出し等もなく、保存状態が良

好である。門柱については、部分的に石積みのずれ

が生じており、足元の台形状の石積と笠木にはモル

タルによる補修の跡も見られる。施設利用者の安全

性のためにも対策を講じる必要がある。

　当地区には高松市風致地区内における建築等の規

制は適用されないが、景観計画区域に該当するた

め、高松市が制定する景観形成基準を満たす必要が

ある。この中で、建造物と工作物の配置・規模、形

態・意匠、色彩、素材及び附帯する設備等、附帯す

る屋外広告物等について基準が定められている。こ

のため、高松市水道資料館において環境保全の方針

を検討する際には、これに即したものとする。
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図 3-2 平成 16 年度外構改修工事　施設計画図・煉瓦敷詳細図

図 3-1 昭和 61 年度外構改修工事　全体計画平面図
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資料２ 
 

 

 

高松市水道資料館平面図  

楠 

ｼｭﾛ 

図 3-3 平成 21 年度外構改修工事　全体計画平面図

図 3-4 御殿水源地全景（絵葉書）一部拡大

土塁開口部

門柱石垣
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超音波流量計

FP φ150

FP φ80

FP φ100
FP φ50

600V CV  8sq-2C
600V CV  8sq-3C

CVV-S 2sq-20C×3
CVV   2sq-12C
CVV   2sq-20C
600V CV  22sq-3C×2
600V CV  38sq-3C×2
600V CV  38sq-3C×2

600V CV 100sq-3C×2
600V CV  60sq-3C×2
600V CV  60sq-3C×2

1号取水ポンプ
2号取水ポンプ
3号取水ポンプ
4号取水ポンプ
5号取水ポンプ
6号取水ポンプ
取水ポンプ井電極(6台)
取水ポンプ現場盤
取水ポンプ現場盤
取水ポンプ現場盤
取水ポンプ現場盤

信号ケーブル接続箱
峰山(低区)配水池

取水ポンプ現場盤

FEP φ30
FEP φ30
FEP φ30
FEP φ30

FEP φ30
FEP φ30

CV   2sq-2C

予備
600V CV 8sq-4C 北側構内井戸電源

No.4赤外線センサ
No.4フェンスセンサ

伏流水流量計

同軸　5C-2V

CP　φ36

FEP φ30

同軸5C-2WAE×2　

峰山(低区)水位計CVV-S 2sq-2CFP φ50

600V CV 100sq-3C×2
600V CV  60sq-3C×2
600V CV  60sq-3C×2
600V CV  38sq-3C×2
600V CV  38sq-3C×2
600V CV  22sq-3C×2
CVV   2sq-20C
CVV   2sq-12C
CVV-S 2sq-20C×3
600V CV  8sq-2C
600V CV  8sq-3C 取水ポンプ現場盤

取水ポンプ現場盤
取水ポンプ現場盤
取水ポンプ現場盤
取水ポンプ井電極(6台)
6号取水ポンプ
5号取水ポンプ
4号取水ポンプ
3号取水ポンプ
2号取水ポンプ
1号取水ポンプ

No.4赤外線センサ
No.4フェンスセンサ
No.1カメラ
No.1カメラ電源

伏流水流量計同軸5C-2WAE×2　

CV   2sq-2C
同軸　5C-2V
KPEV　1.25sq-1P
KPEV　1.25sq-2P

FEP φ30
CP  φ36

FEPφ100

FEPφ100

FEP φ80

FEPφ150

水銀灯

CV　5.5sq-2C 水銀灯電源

CV　5.5sq-2C 水銀灯電源

KPEV　1.25sq-1P
KPEV　1.25sq-2P

M

伏流水流量計信号ｹｰﾌﾞﾙ
佐料堀流量計励磁ｹｰﾌﾞﾙ

CVVS　2sq-2C
CV　2sq-3C

FEPφ50
FEPφ50

FEPφ50
FEPφ50

No.5監視カメラ用同軸　5C-2V

No.1監視カメラ用
No.1監視カメラ電源

CV　2sq-2C No.5監視カメラ電源
KPEV　1.25sq-15P No.9赤外線センサ用2P

No.10赤外線センサ用2P
No.11赤外線センサ用2P
No.12赤外線センサ用2P
No.2ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ用2P
予備5P

KPEV　1.25sq-1P P1器光発ｻﾝｾ線外赤41,31.oN03φPEF

No.13,14赤外線ｾﾝｻ発光器1P
No.13,14赤外線ｾﾝｻ受光器2P

KPEV　1.25sq-1P
KPEV　1.25sq-2PFEPφ30

PEV　1.25sq-1P No.11赤外線ｾﾝｻ発光器1P

水銀灯電源CV5.5sq-2CFEPφ30

水銀灯電源FEPφ30 CV3.5sq-2C

水銀灯電源CV3.5sq-2CFEPφ30

水銀灯電源CV5.5sq-2C
CV8sq-2C

　φ100

HH1

HH3

HH4

HH2

HH5

図 3-5 既存埋設配管図　
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２　環境保全の基本方針

　高松市水道資料館は、海岸からおよそ 2.3km 離れ

た香東川右岸沿いに立地する。東側には御殿貯水池

が静かに水を湛えながら広がり、石清尾山と浄願寺

山が周囲を取り囲む緑豊かな環境である。したがっ

て、高松市水道資料館の環境整備を行う際には、周

辺の自然環境との調和を図るような整備が必要であ

る。

　また、高松市水道資料館の敷地の特徴として、現

役の御殿浄水場内に立地している点が挙げられる。

このため、敷地内には稼働中の配管等が多数埋設さ

れており、環境整備の際には留意しなければならな

い。これらの配管と附随する機器類は定期的なメン

テナンスと更新が必要であるため、御殿浄水場の業

務に支障を来さないような方針を図るべきである。

（図 3-5）

３　区域の区分と保全方針

(１)　区域の設定

　計画区域について、以下のように区域を設定し

範囲を示す。（図 3-6）

ア　保存区域

　登録有形文化財である建造物を含む範囲で、

原則として新たに建造物を設けない範囲とす

る。 歴史館（旧ポンプ室）、ＰＲ館（旧事務室）

及び資料保管庫（旧倉庫）の当初平面の外形部

分及び門柱・石積・石垣を含む範囲とし、過去

の増改築により土地の改変が行われていない部

分並びに創建当時の工作物が現存する範囲を対

象とする。    

イ　保全区域

　登録有形文化財である建造物と一体となっ

て、その文化財的価値を形成する工作物等を含

む区域で、東側及び北側の土塁（石垣の裏込め

を含む）を対象とする。

　新たな建造物等の建設に留意する。ただし、

当該建造物群及び敷地の管理・防災上必要な場

合には、建造物等の新築・増改築・土地の形質

の変更を行う。

ウ　整備区域　

　活用のために利用できる範囲で、必要な場合

に限り施設整備を行うことができる範囲。配管

のメンテナンスや更新に伴い土地の形質の変更

を伴うと考えられる資料館敷地、将来的な拡張

等が考えられる駐車場等、保存・保全区域以外

のすべての計画区域を対象とする。　

(２)　区域内の保護・保全方針

　前項で設定した各区域について、以下のように

方針を定める。
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歴史館

四電工
社員研修所

御殿浄水場

香東川

△

ＰＲ館

▲

▲

△

芝生広場

駐車場

公開範囲

公開施設（登録有形文化財）

【凡例】

0 5 10 15 20m

資料
保管庫

保存区域
登録有形文化財（建造物）等を含む区域で、
原則として新たに建造物等を設けない。
当初建造物の外形で囲われた区域。

保全区域
登録有形文化財（建造物）等と一体となって
その文化財的価値を形成する区域で、
新たな建造物等の建設に留意する区域。

整備区域
当該文化財建造物の公開活用上必要な場合
に限り、施設整備を行うことのできる区域で、
土地の形質の変更が可能である区域。

解体
部分

解体
部分

解体
部分

図 3-6 土地の保存に係る区域等の設定　
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たうえで適切に修理を実施する。　　

ウ　整備区域

　原則として、駐輪場以外の新たな建造物は設

けない。建造物の公開活用の方針に即した形で、

動線・植栽・照明・サイン計画等の見直しを行う。

現状では利用者用・搬入用・御殿浄水場用の動

線が明確に分離されていないため、新たに出入

口を設け各動線を完全に分離する。

　駐車場については、従来通り敷地北側の既存

駐車場を利用する。資料館に最も近い場所に車

いす利用者用の駐車区画を整備し、車いす利用

者の利便性に配慮する。現況の駐車場側のアプ

ローチは資料館入口として認識しにくいため、

橋の手摺を装飾性の高いものにしたり、欄干に

看板をつける等、修景を施す。

　既存の駐輪場は正門から遠く分かりにくい位

置に設置されているため、これを解体・撤去し、

視認性が高い場所に新たに駐輪場を整備するこ

ア　保存区域

　創建当時の状態を保存することを基本方針と

する。歴史館（旧ポンプ室）、ＰＲ館（旧事務室）

及び資料保管庫（旧倉庫）の当初平面の外形部

分を保存するが、歴史館（旧ポンプ室）に限り、

増築部分の解体に伴う基礎及び犬走りの復原的

整備を許容する。

　創建当時の門柱の足元は、度重なる橋の架け

替えにより地中に埋没し、現在の地盤面よりも

低いことが、残存するコンクリート製の欄干の

頭部から推測できる。（写真 3-32）このため、

門柱の足元周りのみを注意深く掘削したうえで

可能な限り旧状に復す。

イ　保全区域

　保全区域内における当初部材は、保存区域同

様、創建当時の状態を保存することを基本方針

とする。将来的に土塁の土の流れ出し又は石垣

の孕み出し等が生じた場合には、調査を踏まえ

表 3-1　「高松市自転車等の適正な利用に関する条例」別表に基づく収容台数の算定

新築又は増築の規模 自転車等の収容台数の割合

延べ面積300㎡以上 延べ面積15㎡につき１台

延べ面積400㎡以上 延べ面積20㎡につき１台

延べ面積500㎡以上 延べ面積25㎡につき１台

延べ面積2,000㎡以上 延べ面積100㎡につき１台

20戸以上 １戸につき１台

　 歴史館 PR館 資料保管庫
延床面積（㎡） 249.18（既存） 144.54（既存） 81.58

229.27（増築部分解体後） およそ247.00（増築後）
用途
台数/面積割合 要不台７台４

（５）共同住宅又は長屋

用途

（１）舞踏場、遊技場又は展示場

（２）百貨店、マーケット、飲食店、小売店舗、
観覧場、劇場、映画館、演芸場、集会場、
病院、診療所又は各種学校

（３）銀行その他の金融機関、博物館、美術館
　　 図書館、ボーリング場、スケート場、水泳

場、スポーツの練習場又は体育館

（４）事務所

(３) (２) (４)
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とで自転車利用者の利便性を向上させる。設置

基準については、「高松市自転車等の適正な利

用に関する条例」に基づき、10 ～ 15 台程度の

駐輪スペースを設ける。（表 3-1）

　また、文化財的価値の高い本建造物群を施設

利用者が望見できるような歩道と園路を設定

し、利用者が敷地内をゆっくり回遊できるよう

園路沿いへの休憩用ベンチの配置を検討する。

園路を整備する際には、創建当時の煉瓦を再利

用する等、敷地内の景観を損なわないようにす

る一方、車いす使用者等に配慮したものとする。

　本施設が水道事業の啓蒙施設であることを鑑

みて、水を通じて地域住民の憩いの場となるよ

う有孔煉瓦を敷設した噴水を芝生広場に面して

設けることを検討する。敷地内には季節の花々

を植付けるほか、イベントや夜間利用時に備え

て音響・照明設備・外灯を整備する。これら設

備機器の意匠・素材・色彩の選定については、

敷地内景観に配慮したものとする。（図 3-7）

( ３)　防災・管理上必要な施設

　防災上必要な消火設備、機械警備等の防犯設備の

設置については「第４章　防災計画」に従って行う。

　既存の正門については公開活用の方針に併せて

改修し、資料館としての正面性を持つような意匠の

ものとする。敷地南側の御殿浄水場と接する部分で

は、新たに門扉を設置して管理区分を明確にする。

　北側駐車場に面した既存の門扉は、昭和 60 年

（1985）当時のものとは異なるため、当初部材で

ないことは明らかである。門扉は、部材の腐食等

により将来的に更新が必要となる可能性が高い。

門扉を更新する際には、門柱への影響を最小限に

留める仕様・方法を選定し、敷地内の景観に配慮

したものとする。

　また、西側道路に１ヶ所切り開きを行い、搬入

用・作業車用の出入口とし、門柱・門扉を新設す

る。これにより、利用者用の動線と管理用の動線

を明確に分離する。　　

 　

(４)　樹木等に係る景観や環境

　植栽に関しては、原則として敷地内の導線の変更

に伴い適宜改変を加え、建造物の外観及び周辺環境

と調和するよう植栽計画を行う。樹種については、

写真撮影用の風景としてふさわしいものを選定す

る。敷地の北側から西側にかけては、沿道からの

視認性を向上するために低めで開放的な植付を行

い、東側については隣地への目隠として既存の生垣

（レッドロビン）を維持する。

　園路沿いの樹木はイベント時にテントを設営で

きるよう適切な間隔で植樹し、樹種については休憩

用のベンチに木陰を提供できるような樹木を選定

する。本資料館のシンボルツリー的な役割を担う既

存のソメイヨシノ（推定樹齢50年以上）について

は、保存樹木の選定に当たり樹木医への聞き取りを

行ったので、その結果を以下のようにまとめる。

ア　建造物への影響

　基礎がコンクリート基礎でない場合は、樹根

が潜り込んでしまう可能性がある。

イ　移植の可能性

　ソメイヨシノの寿命は通常60年くらいであり、

移植は難しいと考えられる。４本のうち３本に

ついては、移植後も樹勢を回復する可能性があ

るが、道路沿いの１本はおそらく不可能である。

ウ　移植の工程

　移植を行う場合、２月～３月の始めに枝の強

剪定を行い、樹根を環状剥皮した後、発根促進

剤を塗って一年置く。翌年の春に植え替えを行

い、樹勢回復のための措置を取る。抜根には直

径２ｍ以上深さ１ｍくらいの掘削が必要であ

り、掘削は根を傷つけないようにバックホーで

荒掘りを行った後、手掘りで行う。本ソメイヨ

シノは建造物に非常に近接しているため、最終

段階の掘削は手掘りで慎重に行う必要がある。
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歴史館

四電工
社員研修所

御殿浄水場

香東川

△

△

▲

ＰＲ館

▲

駐車場

公開範囲

公開施設

【凡例】

0 5 10 15 20m

資料
保管庫

車いす
使用者用
駐車場表示資料館入口

看板の設置

占有可能スペース
　18ｍ×18m

階段+スロープ

階段+スロープ

管理用通路
（搬入スペース）

新規管理用
出入口

増築部分

車いす使用者用
出入口

事業者と協議のうえ、
既存電柱を移設又は
敷地内電柱の埋設化

既存犬走り
のつまづき
防止措置

新規駐輪場
設置

視認性の高い
看板を設置

・北側駐車場へ誘導
するための適切なサ
イン計画を行う。

・北側駐車場へ誘導するため
の適切なサイン計画を行う。

新規一般見学者用
出入口

道路から建物が
見えるよう生垣を
低くし、来館者が
入りやすいような
雰囲気を作る。

案内板の設置

噴水

植栽と出入口
の整備

イベント時にテントを設置
出来るような間隔で植樹

イベント用常設ステージ
の設置(ポンプ類の点検
が可能な構造とする)。

景観に配慮して機器類
に覆いを設置。

▲

▲

▲

芝生広場

木陰を作るような樹木

既存垣根保存

既存土塁を撤去のうえ、
歩道（幅2m）と植栽を整備。

駐車場案内
看板の設置
。

休憩用のベンチを設置

一般見学者動線

車いす使用者動線

管理用動線

△

図 3-7 外構イメージ図　
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エ　必要な重機等

　御殿浄水場正門から 50 ｔクレーンを乗り入

れての作業となる。その他に、高所作業車１台

が必要である。

オ　移植以外の方法

　挿し木の場合は４月か５月くらいに行う。接

ぎ木が最も簡単で一般的な方法であり費用も安

価である。接ぎ木の場合は５月に行う。

　以上の点から本計画ではソメイヨシノを保存樹

木として定めない。

　敷地外周部の生垣は現在散水管により散水され

ているが、芝生広場の散水については散水栓と外

水道を利用して人力で行われているため、日常的

な維持管理の面で管理者の負担となっている。こ

のため、外構の整備を行う際にはスプリンクラー

設備の導入を検討するものとする。

(５)　工作物（図 3-10）

　御殿浄水場に附随する埋設配管及び関連する工

作物に関しては全て保存の措置を取ることとし、

景観を損なう工作物には覆い等を設置すること

で、敷地全体の調和を図る。

　既存の電柱については、敷地内の景観向上のた

め、地中埋設化を図る方向で事業者と協議する。

埋設化が困難な場合は、外構整備の妨げとなる電

柱の移設を行う。

　歴史館（旧ポンプ室）の東側と西側に設置され

た庵治石製の彫刻２点については、高松市からの

寄託品であるため保存することとし、今後の整備

方針に伴って適切な位置へ移設する。

　また、既存の案内板・説明板等については敷地

内動線の変更に伴い撤去したうえで、正門近くの適

切な位置及び各建造物に近接して、それぞれ敷地内

配置図・説明板等を新設する。この際、案内板等の

仕様に関しては視覚障害者に配慮したものとする。

(６)　敷地内排水（図 3-11）

　機能不良を生じている雨水配管については配管

の更新を行い、雨水が適切に排水されていない箇

所については浸透桝を設置したり、側溝を設ける

等の措置を取る。歴史館（旧ポンプ室）外周部の

犬走り及び側溝については、段差による躓きを防

止するため、蓋を設置する等の適切な措置を施す。

ＰＲ館（旧事務室）において、雨水竪管から地面

に直接雨水が放流されている箇所については浸透

桝を新設し、増築を行う場合には既存配管を迂回

させる等の措置を取る。資料保管庫（旧倉庫）に

ついては、現状では雨水竪管が２本設置されてい

るのみであるため、それぞれの側に１本づつ竪管

を追加する。

　既存の側溝には落葉が堆積しやすいため、グ

レーチングを設置するほか、石垣の水抜孔を定期

的に清掃し適切に管理する。現在、側溝の雨水に

関しては、御殿浄水場の東側を流れる用水路に放

流されている。この用水路は御殿水利組合により

管理されており、雨水の放流に関して変更を行う

場合には同組合に連絡を取るようにする。
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４　建造物の区分と保護の方針

　計画区域内に所在する登録有形文化財以外の全て

の建造物及び工作物について、以下のように区分す

る。（図 3-8）

( １)　保存建造物・工作物

　文化財としての価値を特に有し保存が必要とさ

れる建造物及び工作物で、資料保管庫（旧倉庫）、

石垣、門柱、石積を対象とする。

　保護の方針としては、原則として建造物及び工

作物を構成する各部材の材料自体の保存を行う

が、定期的に材料の取替えを必要とする補修が必

要な場合は、材料の形状・材質・仕上げを保存す

る。塗装等の色彩に関しては、高松市景観計画に

準拠する。

　また、保存建造物及び工作物の復原的行為は調

査を踏まえたうえで行い、構造補強等のため特に

変更が必要な場合に限り、意匠上の配慮をしたう

えで変更を行う。

(２)　保全建造物・工作物

　保存建造物・工作物以外の建造物・工作物のう

ち、歴史的景観・環境を構成する要素として保

全する必要性が認められる建造物及び工作物で、　

北側門柱と一体となって当時の浄水場の状況を物

語る北側及び東側の土塁並びに石垣の裏込め部分

を対象とする。

　保全建造物及び工作物は、原則として現状の位

置・規模・形態の維持による外観の保全を行うが、

特に当初形態を良好に残し文化財的価値を有する

部分は、保存建造物・工作物と同じく各部材の材

料自体の保存又は形状・材質等を保存する。

　また、復原的行為は調査を踏まえ、活用及び補

強のために変更・改修を行う場合には、意匠上の

配慮を行うこととする。

(３)　その他の建造物・工作物

　公開活用上の見地から、改造等が必要とされる

建造物及び工作物を対象とする。既存の駐車場、

駐輪場、橋、西側土塁、正門、南側門を対象とし、

今後の活用の方針に伴い更新する。計画区域内の

各工作物の取り扱いについては、「第５章　活用

計画」図 5-7 を参照。
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５　防災上の課題と対策

(１)　防災上の課題

　敷地周辺には建造物が少なく、東側に隣接する

四電工研修施設においても、高圧電流を使用した

機器類の設置・使用等は無いため、特に防災上の

問題点は無いものと判断できる。敷地北側の駐車

場に面した石清尾山の斜面については、過去に何

度か土砂の流入を経験しているものの、土砂災害

警戒区域等には指定されていない。

　「高松市水道史」によると、昭和 21 年 12 月 21

日午前４時 19 分に室戸岬東方で発生した南海大

地震 ( マグニチュード 8.1　震度５）により、御

殿浄水場低揚ポンプ室（現在の歴史館地下ポンプ

室）の側壁に亀裂が生じ、低揚ポンプ室が浸水、

電動機が水浸しになって機能を停止したとの記録

がある。加えて、昭和 45 年 10 月 13 日には、落

雷のため御殿浄水場の変圧器が半壊したとある。

　また、敷地の西側に香東川が流れており、当該

敷地の地盤面が道路面より低いことから、河川増

水時の浸水が懸念される。さらに、大量の水を蓄

えた御殿浄水場と御殿貯水池が隣接していること

も浸水被害の規模を拡大させる要因であると考え

られる。

　

(２)　当面の改善措置と今後の対処方針

　駐車場の斜面に関しては、これまで大規模な被

害が報告されていないため現状のままとし、今後

大規模な被害が予測される場合には対策を講じる。

　地震時への対策としては、建造物の地上部分の

補強を行うだけでなく、地盤調査の結果を踏まえ

たうえで地盤の改良又は地下構造部の補強を行う

必要があると考えられる。

　浸水については、新たに整備する歩道沿いに側

溝を設けることにより、敷地内への雨水の進入を

最小限にとどめると共に、敷地内の排水計画を見

直し排水処理が滞りなく行われるよう十分な措置

を取る必要がある。
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図 3-9 敷地内工作物　
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

写真 3-1 駐車場案内板 写真 3-5　NTT 柱

写真 3-2　コンクリート製門壁 写真 3-6　監視カメラ

写真 3-3　鋼製門扉　 写真 3-7　電気ハンドホール

写真 3-8　散水栓及びバルブ写真 3-4 教育委員会説明板
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写真 3-9　江戸時代の井側と説明板 写真 3-14　外水道

写真 3-10･11　消火栓・バルブ 写真 3-15　SUS 製バリカー

写真 3-12　止水栓 写真 3-16　電気ハンドホール

写真 3-17　陶製灰皿写真 3-13　御影石製ベンチ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

写真 3-18　資料館建物案内板

写真 3-19　煉瓦説明板 写真 3-23　消火栓

写真 3-20　ケーブル埋設標識

写真 3-21　庵治石彫刻①

写真 3-24　引込柱

写真 3-25　記句碑・説明板

写真 3-22　引込柱
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写真 3-26　外水道 写真 3-30　花崗岩製門柱、柱頭のずれ

写真 3-27　外水道 写真 3-31　石積、補修跡

写真 3-28　電気ハンドホール 写真 3-32　コンクリート製橋の欄干

写真 3-33　鋼製欄干写真 3-29　鋼製門扉
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

写真 3-34　四国電力電柱 写真 3-38　水道メーター交換練習用タンク

写真 3-35　単独処理浄化槽 写真 3-39　水道メーター交換練習用工作物

写真 3-36　排水桝 写真 3-40　仕切弁

写真 3-41　仕切弁写真 3-37　焼却炉用基礎の跡
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写真 3-42　取水井 写真 3-46　水飲場・御影縁石水路

写真 3-43　取水ポンプ現場操作盤 写真 3-47　仕切弁

写真 3-44　仕切弁 写真 3-48　排水桝

写真 3-49　外水道写真 3-45　御影縁石ベンチ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

写真 3-50　庵治石製彫刻②

写真 3-51　NTT 柱

写真 3-52･53　駐車場チェーン・四国電力電柱

写真 3-54　駐車場看板
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図 3-10 現状の敷地内雨水排水経路　
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写真 3-56　集水桝の機能不良

写真 3-57　水抜孔の排水不良

写真 3-58　増築による側溝の寸断

写真 3-60　雨水の跳ね返り

写真 3-59　雨水竪管の未設置

写真 3-62　軒樋の機能不良

写真 3-61　雨水未処理

写真 3-55　側溝の落葉堆積
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　第４章　防災計画

１　防火・防犯計画

(１)　防火・防犯対策

ア　防火対策

 高松市水道資料館の各建造物の規模及び構造

は以下の通りである。

（ア）　歴史館（旧ポンプ室）

　建築面積 249.18 ㎡、地階煉瓦造、地上１階

木造煉瓦基礎、竪羽目板・下見板張り、瓦葺

（イ）　ＰＲ館（旧事務室）

　建築面積 144.54㎡、地上１階木造煉瓦基礎、

竪羽目板・下見板張り、瓦葺（増築部分 地上

１階木造、リシン吹付）

（ウ）　資料保管庫（旧倉庫）

　建築面積 81.51 ㎡、地上１階木造煉瓦基礎、

下見板張り、瓦葺

 従って、当該文化財の燃焼特性は高いと思われる。

イ　延焼の危険性

　高松市水道資料館敷地の北側には一段低く

なった水田、東側には水路を隔てて隣地、南側

にはろ過池、西側には市道を隔てて河川が流れ

ている。このため、敷地外で発生した火災によ

る類焼の危険性は極めて低い。

　敷地内においては、ＰＲ館（旧事務室）と資

料保管庫（旧倉庫）が近接しており、延焼に対

する対策が必要である。歴史館（旧ポンプ室）

については、他の２棟との間に十分な離隔距離

があるため、延焼の危険性は低いとみられる。

　  

ウ　防火管理の現状と利用状況に係る課題

　現状では職員が常駐していないため、来館者

の利用状況が把握できない状態にある。また、

御殿浄水場職員による自衛消防隊を組織してい

るものの、夜間や土日祝祭日は職員数が少ない。

今後の公開活用においては、不特定多数の来館

者の利用増加が見込まれるため、現状の管理体

制と防火体制を見直す必要がある。

　特に、積極的な活用を推進するに当たり、厨

房設備等の火気の使用が見込まれており、イベ

ント開催時にも火気が使用されている。このた

め、来館者状況の把握、火気の使用範囲の限定

と火災の早期発見、迅速に初期消火を遂行でき

るような体制の構築が必要である。

　　

(２)　防火管理計画

ア　防火管理者の氏名及び住所

　現在、高松市上下水道局では防火管理業務を

実施するうえで、消防法第８条第１項に基づい

て消防計画の中に必要な事項を定めている。現

状の計画の中では、高松市上下水道局財務管理

課長を防火管理者に定めているが、平成 29 年

度からは指定管理者制度を導入するため、これ

に伴い防火管理業務全般を委任することとな

る。この場合、管理権原者を上下水道事業管理

者（高松市上下水道局）とし、指定管理者の中

から防火管理者を選定する予定である。

　連絡先：高松市上下水道局財務管理課 

　　　　　（香川県高松市番町一丁目 10-14）

　　　　　TEL:087-839-2721

イ　防火管理区域の設定

　当該文化財（建造物）の防火のために配慮す

る部分であり、敷地内の各建造物の周囲 20 ｍ

の範囲を防火管理区域とする（図 4-1）。

ウ　防火環境の把握

　防火管理区域内の火気の使用状況及び可燃物

の状況を定期的に確認し管理を行う。

エ　予防措置

　一般利用者に対し火気使用範囲と喫煙範囲を



106

歴史館

四電工
社員研修所

御殿浄水場

香東川

△

△

ＰＲ館

駐車場

資料
保管庫

増築部分

芝生広場

△

防火対象物

防火管理区域

(文化財（建造物）
  外壁より20ｍ)

【凡例】

避難口

避難口

避難口

避難口

避難口

避難口

避難口

図 4-1 防火対象建造物と防火区域



107

登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

限定し、標識等によりその旨を明示する。また、

火気使用室及びその周囲の構造と仕上げを関係

法令の基準に準じた仕様とすることで、建造物

の不燃性を確保する。

オ　可燃物の管理

　敷地内及び建造物内の可燃性物品の整理整頓

又は除去を行う。

カ　警備

　指定管理者制度導入後は、指定管理者による

開館時間中の定時巡回を行い、閉館時には責任

を持って施錠を行う。また、現状では機械警備

を導入していないが、今後の活用においては機

械警備による閉館時間中の対応を検討する。

キ　安全対策

（ア）　内装制限

　ＰＲ館（旧事務室）について、用途変更を

行ったうえで増築及び既存部分の改修を行う

場合には、内装制限による内部意匠の大幅な

改変を回避するため、当該用途に供する床面

積を 200 ㎡未満として計画を行う。資料保管

庫（旧倉庫）は火気使用室となるため、建物

躯体への影響を最小限に留めつつ法令を順守

するような措置を取る。(表 4-1)

（イ）　排煙

　歴史館（旧ポンプ室）は、大規模な修繕に

該当しない範囲で耐震補強及び修理工事を実

施する。この場合、既存不適格の扱いを受け

るため新たに排煙設備を設けない。ＰＲ館（旧

事務室）及び資料保管庫（旧倉庫）は用途変

更に伴い排煙設備を要する場合には、いずれ

の建造物においても既存開口部を利用した自

然排煙を原則とする。必要に応じて既存開口

部に改変を加える場合には、外観上の意匠を

損なうことのないよう十分配慮したうえで有

効開口面積を確保する。

（ウ）　避難

　いずれの建造物も２箇所の出入口を有して

いるため、これらを避難口として利用するこ

とで２方向避難を確保する。必要に応じて避

難口誘導標識を増設し、屋外に避難場所の案

内地図等を設置することで、避難が円滑に行

われるようにする。

（エ）　誘導

　施設利用者及び事業従事者を安全に避難さ

せるための誘導体制が必要である。日頃から

様々なシチュエーションを想定した避難誘導

訓練を行うことで、災害時における混乱を最

小限に抑え円滑な誘導を図る。

（オ）　収容人数の管理

　開館時間中は指定管理者を敷地内に常駐さ

せ、施設利用者と従業員数の把握を行う。

ク　消火体制

　現在は、御殿浄水場長を隊長として自衛消防

隊が編成されており、消防計画も作成済みであ

る。防火訓練については、避難誘導と初期消火

の訓練を毎年１回実施している。(参考資料５)

　指定管理者制度導入後は、指定管理者の中か

ら自衛消防隊長を選定し、自衛消防隊を編成す

る予定である。火災発生時には自衛消防隊によ

る初期消火を図ると共に、自動火災報知設備を

利用して所轄消防署への通報を行うものとする。

消防の到着時間は、北消防署・西消防署いずれ

からも10分以内である。　

所轄消防署：高松市消防局西消防署

（高松市香西南町 603-1）

TEL:087-881-0119

( ３)　防犯計画

ア　事故歴

　これまでのところ、き損・放火・盗難等に関

する事故の履歴はない。
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内
装
制
限
一
覧
表
　
　
　

用
途

構
造
及
び
規
模

内
装
制
限

耐
火
建
築
物

準
耐
火
建
築
物

そ
の
他
の
建
築
物

廊
下
、
階
段
な
ど

居
室
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１
）
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場
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映
画
館
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演
芸
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、
観
覧
場
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公
会
堂
、
集
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ど
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席
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4
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1
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燃
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1
0
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防
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く
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上
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病
院
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診
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所
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み
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上
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ケ
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1
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

イ　事故防止のための措置

　現在は、シルバー人材センター会員と御殿浄

水場職員による巡回で対応している。

ウ　今後の対処方針

　今後の方針としては、開館時間中の指定管理

者による巡回、閉館時間中の機械警備による対

応を検討している。夜間の警備については警備

会社と契約し施錠管理・機械警備等で対応する

ことも必要である。

　また、イベント開催時等一時的な施設利用者

数の増加が見込まれるときには、誘導係や警備

員等を配置して事故防止に努める。　

　

(４)　防火設備（防火・防犯設備）計画　　

ア　設備整備計画　

　自動火災報知設備・非常通報設備・屋外消火栓・

非常用照明・避難口誘導灯・消火器は既に設置済

みであるが、今後の活用計画の方針に合わせて建

造物の用途・規模を変更する際に、これらの設備

も更新する。（「第５章　活用計画」参照）消防法

において屋外消火栓の設置は義務付けられていな

いが、現在、歴史館（旧ポンプ室）の東側地中に

は文化財保護を目的として自主的に屋外消火栓が

埋設され、増築部分北面には屋外消火栓ホース格

納箱が設置されている。毎年１月に実施される防

災訓練の中でも、この屋外消火栓を利用した訓練

が自衛消防隊により行われている。このため、増

築部分を解体・撤去する際には、消防法の規定の

範囲内で移設することとする。

　雷による被害としては、昭和 45年 10 月 13 日

に、鉄筋コンクリート平屋建て 58 ㎡内の変圧

器が落雷のため半壊した記録が「高松市水道史」

に残っているが、当該敷地のいずれの建造物も

高さ 20ｍ以下であるため、法定では避雷設備の

設置は不要である。御殿浄水場正門脇の監視カ

メラについては、御殿浄水場の侵入防止システ

ムであり、水道資料館側には対応していない。　　

　今後の公開活用の状況を鑑みて、当該建造物

に機械警備・防犯カメラを導入し、警備会社と

の契約を検討する。また、災害時における施設

利用者等の安全性を確保するため、スプリンク

ラー・緊急地震速報受信装置の設置も有効な手

段であると考えられる。

イ　保守管理計画

　防災設備の維持管理については、消防法に定

められた点検の他に自主的に点検を行い、設備

の位置・構造・不良事項・要注意事項を的確に

把握するとともに、その機能を最良の状態で維

持していく必要がある。

　また、防犯設備を設置した場合には手引書等

を作成し、機器類への関係者の理解を徹底する

こととする。

　 歴史館 PR館 資料保管庫
85.18）存既（45.441）存既（81.942）㎡（積面床延

229.27（増築部分解体後） 247.62（増築後）
11階地＋１数階

イ項61ロ項１項８物象対火防定特
　（厨房：１項ロ）
　（事務室：15項）

無有有窓無・窓有
人5：房厨人573人08数人容収

（多目的スペース 186.20㎡） 事務室：3人
消防用設備等

階窓無上以㎡051上以㎡003器火消
非常ベル・自動式サイレン・放送設備
（自動火災報知設備でも可）

○○）みの階地（○灯導誘口難避
○○○灯導誘路通

誘導標識
（避難口誘導灯・通路誘導灯でも可）
その他

大型開口部（75×120）２箇所
（無窓にならないために必要）

収容人数800人以上 収容人数300人以上 収容人数500人以上

○○○

表 4-2 特定防火対象物に係る消防法の制限
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２　耐震対策

(１)　耐震対策の基本方針

　高松市水道資料館の各建造物は、竣工からおよ

そ 100 年を迎える。また、高松市は「東南海・南

海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措

置法（平成 14 年７月 26 日法律第 92 号）」第３条

の規定に基づく「東南海・南海地震対策推進地域」

に指定されており、今後も高松市民に広く公開し

活用を促進するうえで、地震時における人命の安

全性の確保が求められる。各建造物の現状におけ

る構造耐力及び今後の活用の方針が異なるため、

建造物ごとに基本方針を述べる。

　歴史館（旧ポンプ室）はまだ根本修理の時期を

迎えていないため、文化財としての価値を損なわ

ないよう、大規模な修繕に該当しない範囲内で耐

震補強を行う。ＰＲ館（旧事務室）は、今後積極

的な公開活用を行ううえで用途変更及び増築を伴

う。この場合、計画通知を要することとなるので

現行の建築基準法に適合するよう耐震補強を行

う。資料保管庫（旧倉庫）についても、現状の用

途を変更して活用を行う場合には建築基準法に適

合させる必要がある。

(２)　耐震診断

　平成 23年度に所有者診断（現：耐震予備診断）

が実施されているものの、大壁造という特性上、

柱寸法、柱配置、土壁の壁量等、条件を設定する

うえで詳細な事項の特定が困難であった。(参考資

料６)また、この時点では敷地の地盤調査は行わ

れていないため、地盤の特性についても不明であ

る。このため、平成 27年度の実施設計の中で、敷

地の地盤調査と建造物の耐震基礎診断を行い、総

合的な耐震性能を評価するものである。地盤調査

については、ボーリング・標準貫入試験・室内土

質試験等を実施したうえで、地盤の状況を判断し、

的確な処置を施す。建造物の耐震診断については、

限界耐力計算等により躯体の耐震性能を評価する。

　耐震診断の結果を踏まえて構造補強を行う場合

には、小屋裏・床下・壁体内等の既存の構面内に

構造用合板を設置する等、文化財的価値を損なわ

ない範囲内での構造補強を原則としたうえで耐震

性能の向上を図る。主要構造部となる木部につい

ては、腐朽及び蟻害の進行が想定されるため、詳

細な調査を行ったうえで不健全な部材については

適宜置換し、建造物の健全化を図るものとする。

　このほか、調査を進めていく中で明らかとなった課

題については随時検討を行い、地震時において人命の

安全性が担保されるような措置を講じるものとする。

(３)　その他の安全性に関わる課題

　上記の診断と並行して、建造物の煉瓦部分につ

いても詳細な調査を実施する。目視による調査に

より煉瓦部材の吸水と劣化の進行、目地の亀裂等

が確認できるため、サンプルコア抜きを行い、圧

縮試験・目地せん断試験・引張試験等による性能

調査を実施する。

　「高松市水道史」によれば、南海大地震（昭和

21 年 12 月 21 日　午前４時 19 分）マグニチュー

ド 8.1　震度５によって、低揚ポンプ室（現在の

歴史館地下ポンプ室）の側壁に亀裂が生じ、低揚

ポンプ室が浸水、電動機が水浸しになり機能を停

止したとの記録が残されている。歴史館（旧ポン

プ室）の地下煉瓦壁の背面地盤については不明な

部分が多いため、背面土のボーリング・サウンディ

ング・土質試験・液状化判定等の試験を行い、そ

の結果に応じて背面地盤の改良又は煉瓦壁の補強

等を実施し地震時の安全性を確保する。

(４)　地震時の対処方針

　消防計画に基づいて、迅速に消火・避難活動を

実施する。避難者の誘導・被災者の救助を優先し

て行うと共に、文化財建造物とその部材の保護に

努めることとする。主要構造部が大きく倒壊・破

損した場合には、速やかに応急措置を検討し、支

柱・ワイヤー等による支持、危険部分の撤去・格

納、破損部分に対する防水シート被膜、立ち入り

制限等の措置を取る。
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図 4-2 ため池ハザードマップ氾濫浸水地域

高松市水道資料館

３　耐風対策

　

(１)　被害の想定　

　高松市は過去に何度か大型の台風を経験してい

るが、これまでのところ、風による大きな被害は

報告されていない。

(２)　今後の対処方針

　屋根瓦・雨樋の落下等の被害が生じた際には、

シート養生等の応急処置を行い、破損部分の補修

を速やかに行う。

４　その他の災害対策 

(１)　被害の想定

　当該敷地においては、地震を起因とする御殿貯

水池の決壊による浸水、大雨による香東川の氾濫

による浸水が懸念される。災害時の避難場所とし

ては、香東川西岸にある弦打コミュニティセン

ターが指定されている。日頃からこれらの情報を

周知したうえで迅速な避難誘導を促すようにす

る。また、香東川に架かる御殿橋が通行不可能に

なった場合は、敷地背後の高台（御殿神社方向、

又は特別養護老人ホーム　エデンの丘方向）への

避難誘導を行う。

(２)　当面の改善処置と今後の対処方針

　災害時に備え、隣接する御殿浄水場職員との情

報共有及び連携を心掛けると共に、災害発生時に

高松市消防局及び高松市消防団等と協力して消

火・避難活動等が実施できるよう、定期的に合同

防災訓練を行う。
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図 4-3 香東川浸水想定区域図

高松市水道資料館

水

水

水

水

図 4-4 弦打地区防災マップ

高松市水道資料館



113
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１　公開その他の活用の基本方針

　高松市水道資料館は、擬洋風建築の流れを受ける

特徴を色濃く残す大正時代中期の建造物群として

文化財的価値を有すると共に、高松市が歩んだ近代

水道の歴史を物語るうえで貴重な近代化遺産群であ

る。現在、高松市水道資料館は来館者に水道事業の

変遷を伝える学習施設として公開されているだけで

なく、花火大会等、地域住民向けのイベントに活用

されている。また、写真撮影用のロケーションとし

ても好評で、幅広い層の地域活動に活用されている

点が特徴である。今後の公開活用に関しても、文化

財又は水道施設としてだけでなく、引き続き地域に

愛され高松市民が日常的に立ち寄りたくなる施設と

して存続していくことが望ましい。

　しかしながら、高松市水道資料館の来館者数は昭

和 61 年（1986）の開館当時と比較すると若干減少

傾向にある。来館者数の増加を図るためには、地域

住民の継続的な利用と、より幅広い層への情報発信

を促す公開活用のあり方を検討していく必要性があ

ると考えられる。また、公開活用の基本方針を検討

していくうえで、周辺の公共交通機関及び観光地と

連携を図ることが物理的に困難な立地であることが

問題点として挙げられる。この状況を鑑みて、周辺

地域における既存のアクティビティと関連付けて公

開活用の方向性を検討することで、地域に根差した

施設の在り方を模索することが重要である。また、

香川県及び高松市が推進する各種政策と密接に結び

ついた個性的な活用方針を創造し、多方面への情報

発信を行うことで幅広い層の利用者の来場を促すこ

ととする。

　本計画では、以上の点を踏まえて３つのテーマ

に焦点を当てて今後の整備方針を図っていくものとす

る。

　第５章　活用計画

( １)　学びの場

　従来通り高松市水道資料館の主たる展示施設と

して歴史館（旧ポンプ室）を保存する。必要に応

じて館内の展示内容を再検討し、御殿浄水場及び

高松市内全域の他の水道施設に関する情報を発信

することで、高松市における水道事業への住民の

理解をさらに深めるものとする。

(２)　集いの場

　現在、利活用率の低いＰＲ館（旧事務室）に多

目的スペースという新たな価値を付加するこで、

高松市水道資料館全体の活性化を図る。

　地域住民を始め様々な人々が集う場所とするこ

とで、高松市水道資料館が有する歴史的・建築的

価値への理解を深めると共に、高松市水道資料館

の建造物群を、生きた文化財として今後も受け継

いでいくこととする。

(３)　憩いの場

　水と緑に囲まれた閑静な立地を活かして、芝生広

場が地域住民の憩いの場として利用されるよう整備

する。今後も芝生広場を開放し、地域住民を対象と

したイベントを開催するほか、アート・芸術分野で

活躍する個人又は団体に創作・展示ペースとして敷

地を貸し出すことで、文化芸術の振興に寄与するも

のとする。
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図 5-1　高松市水道資料館周辺地図（国土地理院発行地形図に作図）
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写真 5-2　「夕ぐれコンサート＆花火大会」四国新聞 2006 年 6 月 4 日

写真 5-1　第 17 回 夕ぐれコンサート＆花火大会パンフレット
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図 5-2　水道資料館来館者集計表（平成 27 年 2 月現在 高松市上下水道局調べ）

高松市水道資料館来館者集計表

人数 人数

総数 うち１２歳以下 総数
うち小学生

(１２歳)以下 総数
うち小学生

(１２歳)以下 総数
うち小学生

(１２歳)以下 総数 総数

昭和６２年度 765,2887755,1314010,1 団体見学人数には見学外目的人数を含む

昭和６３年度 727 331 〃　885,3892,1168,2

平成元年度 673 308 〃　572,3783,1206,2

平成２年度 721 333 〃　849,2399722,2

平成３年度 540 227 〃　720,3041,1784,2

平成４年度 510 186 〃　885,2312,1870,2

平成５年度 480 203 〃　104,2682,1129,1

平成６年度 539 243 〃　101,2266265,1

平成７年度 371 149 〃　344,2233,1270,2

平成８年度 489 154 〃　239,2886,1344,2

平成９年度 429 167 〃　819,2141,1984,2

平成１０年度 377 1,774 2,151 　〃

平成１１年度 267 99 〃　568,2128,1895,2

平成１２年度 358 162 〃　531,2704,1777,1

平成１３年度 307 87 〃　008,1433,1394,1

平成１４年度 406 74 〃　422,2340,1818,1

平成１５年度 270 96 〃　687,1936615,1

平成１６年度 205 42 〃　415,1052806950,1

平成１７年度 203 54 937 508 〃　041,1

平成１８年度 213 63 〃　415,1547103,1

〃　396017369492791度年９１成平

00570296473703度年０２成平 〃　672,1

0055977275442度年１２成平 〃　120,1

008050927463度年２２成平 〃　452,1

00520414527007度年３２成平 〃　147,1

平成２４年度 309 176 1,044 〃　351,2008

　
6/1の個人見学者は夕ぐれコンサートの
来場者として集計平成２５年度 193 286 25 9 372 42 15 81 0 78 567 1 300 1,606

合計 11,502 3,859 41,861 22,200 81 0 567 1 3,650 57,661

高松市水道資料館来館者集計表

備考

件数
人数

件数
人数

件数
人数

件数
人数

個人見学 団体見学
見学外目的

(婚礼前写しを除く)
見学外目的

(婚礼前写し)
夕ぐれ

コンサート
合計
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図 5-3　水道資料館来館者集計表（平成 27 年 2 月現在 高松市上下水道局調べ）
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２　公開計画

(１)　敷地の公開

ア　芝生広場

　瀟洒な外観と調和するような植物の植付を行

い、華やかな雰囲気を作り出すと共に季節に応

じた花の開花を楽しめるよう修景を施す。屋外

ファニチャーを設置することで、地域住民が気

軽に利用できるよう整備するほか、屋外用の椅

子・テーブル、音響・照明設備等を設置してコ

ンサート等のイベントに利用することを可能と

する。

　また、従来通り花火大会及び撮影用のロケ地

として活用するほか、文化芸術の振興を支援す

る場として広場を活用する。全国的にも前例の

無い取組みとして高松市が実施している、保育

所・幼稚園への芸術士派遣事業に関連して行う

ワークショップ又は県外においても関心の高い

瀬戸内国際芸術祭等で、水に関するアート作品

の制作と展示を検討する。

イ　駐車場

　石清尾山、紫雲山、浄願寺山は気軽に山登り

が楽しめる場所として、登山愛好家達に親しま

れている。石清尾山頂にはアスレチックコース

を備えた峰山公園があるほか、200 基余りの古

墳を持つ国指定史跡石清尾山古墳群があり、こ

れらを散策できるハイキングコースが整備され

ている。

　高松市が平成 23 年度より実施している「ゆ

めづくり推進事業」の採択事業として、弦打地

区では弦打校区コミュニティ協議会により高松

市水道資料館を起点とした史跡めぐりマップと

看板の作成が進められている。これらの山登り・

史跡めぐり愛好家達に駐車場を開放し、高松市

水道資料館を便益施設兼休憩所として活用して

いただくことも可能である。

  また、現在整備中の市道木太鬼無線（奥の池

南交差点～御殿橋）の供用が開始されれば、東

方向からのアクセスが改善される。なお、現状

では敷地北側に整備された駐車場から裏門を介

してのアプローチが一般的に利用されている

が、駐車場の位置が分かりにくく施設の主出入

口としての正面性にも欠けるため、正門からの

アプローチを整備する必要性があると考えられ

る。

ウ　駐輪場

　全国的に見ても自転車施策先進都市である高

松市では、様々な施策及び取組みが実施されて

いる。高松市中心市街地並びに高松琴平電気鉄

道仏生山駅周辺におけるレンタサイクルシステ

高松市水道資料館

JR高松駅

栗林公園

高松空港

仏生山歴史地区

至塩江温泉

図 5-4　香東川自転車道（塩江香川高松自転車道線）
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写真 5-3　峰山公園　アスレチックコース

写真 5-4　峰山公園　ハイキングコース
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写真 5-6　香東川自転車道から見る高松市水道資料館

写真 5-5　香東川自転車道
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ムを始めとして、コンビニエンス・ストア等で

自転車の空気入れができる「ちゃりんこ救急ス

テーション」制度を導入して、自転車利用の促

進を図っている。

　高松市水道資料館の対岸を走る香東川自転車

道は、昭和 52 年 (1982) に塩江温泉鉄道廃線跡

を利用して作られた自転車専用道で、国土交通

省道路局のホームページの中でも全国有数の大

規模自転車道として紹介されている。香川県庁

前を出発して塩江温泉まで続く全長 21.0km の

コースにはトンネル等の廃線遺構が残ってお

り、一部の愛好家達に知られたスポットとなっ

ている。

　これらの廃線遺構を利用してインスタレー

ション又はアート作品の設置を行うことで、産

業遺産と芸術が融合する個性的なサイクリン

グ・コースを提案することも可能である。こう

した活動と関連付けて、香東川自転車道に高松

市水道資料館を休憩スポットとして案内する標

識を設置したり、コース・マップを作成してレ

ンタサイクル利用者を対象に広報活動を行うこ

とで、公共交通機関に頼らない来館者の誘導が

可能となる。

(２)　建造物の公開活用

ア　歴史館（旧ポンプ室）

　従来通り建造物そのものを常時公開・展示す

ると共に、既存のポンプ類と併せてパネル・展

示ケースによる常設展示を行う。現在の展示内

容は、高松市における近代水道の歴史に重点が

置かれているため、隣接する御殿浄水場の仕組

みや取組み、高松市内の他の水道施設について

の解説を加えることで、より大きな学習効果が

期待できる。

　基本的には、本来の用途である水道資料館と

しての機能を優先させた活用を行うが、個性豊

かな空間をより幅広い層の方々に利用・見学し

ていただくため、アート作品等を展示するギャ

ラリースペースとしての貸し出しや、画集等を

置いたブラウジング・コーナーの設置等を検討

する。

イ　ＰＲ館（旧事務室）

　展示、会議、研修等が開催できる空間として

内装を改修し、高松市水道資料館併設の多目的

スペースとして運営を行う。季節や天候に応じ

て仮設テント等の屋外家具を設置し、芝生広場

との一体的な利用を行うことにより、様々な用

途への活用が期待できる。

　既存の水道事業関連施設を資料館又は記念館

以外で公開活用している事例は全国的に見ても

少ないが、桐生市水道山公園の頂上付近にある

水道山記念館 ( 旧配水事務所 ) は、会議・研修

等に利用できる多目的室として予約制で貸し出

されている。

ウ　資料保管庫（旧倉庫）

　高松市水道資料館を管理運営するための管理

棟として利用する。建物の一部を改修して事務

室・更衣室等・火気使用室の諸室を設ける。火

気使用室への改修に当たっては、建築基準法を

順守すると同時に、火災の発生を抑止し、延焼

による躯体の損傷を回避するような措置を取

る。

(３)　関連資料等の公開

　歴史館 ( 旧ポンプ室 ) と一体的に保存されてい

る創建当時のポンプ類を引き続き主な展示物とし

て維持管理する。このほか、高松市上下水道局に

よって保管されている歴史的資料等については、

今後の展示方針に併せて公開していく。
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写真 5-7　桐生市水道山記念館　正面玄関

写真 5-8　桐生市水道山記念館　玄関ポーチ
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写真 5-9　桐生市水道山記念館　玄関ホール

写真 5-10　桐生市水道山記念館　多目的室
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３　活用計画

(１)　計画条件の整理

ア　建築基準法

　室内の採光・換気、建造物の構造等について

規制を受ける。構造耐力については、現況の耐

震基準を満たしていない既存不適格建造物であ

り、大規模な改修等を実施しない場合、耐震性

の向上は所有者の努力義務である。さらに、高

松市水道資料館の敷地は法 22 条地域内に指定

されており、延焼の恐れのある部分である屋根・

外壁等の材質について規制を受ける。

イ　都市計画法

　用途地域は用途白紙地域（特定用途制限地域）

の一般・環境保全型であり、建築物の用途・高

さ等について制限を受ける。建蔽率は 60%、容

積率 100％である。高松広域都市計画区域に指

定されており、地区計画等の指定はない。

ウ　消防法

　消火・警報・避難設備等について規制を受け

る。

エ　景観法

　景観条例により「一般区域の田園居住景観

ゾーン」に指定されている。景観計画に基づき

形態・色彩について規制を受ける。（参考資料７）

オ　各種条例等

　高松市火災予防条例、高松市緑化条例、高松

市自転車等の適正な利用に関する条例、香川県

福祉のまちづくり条例等による制限を受ける。

カ　上位計画・関連計画等

　参考資料８参照。

(２)　建築計画

ア　歴史館（旧ポンプ室）（図 5-8）

( ア )　平面計画

　創建時の姿を再現する当初復原を計画の

基本方針とする。建物東側の増築部分（旧作

業室）、玄関増築部分及びポーチを十分調査

したうえで解体し、創建時の平面に復する。

(イ )　動線計画

　竣工時には開口部があったと推測される

北側壁面に開口部を復原して主動線とし、

車いす使用者がアクセスできるようスロー

プを設ける。建物内部の動線は自由動線と

する。現状では利用が制限されている地下

ポンプ室から地上へと続く階段を非常時に

限り避難用の経路として利用する。

(ウ )　展示計画

　常設展示については、音声ガイダンスを

含めた既存の展示物を継続利用すると共に、

必要に応じて内容を見直し展示物を更新す

る。ポンプ類は適切に維持管理し、定期的

なメンテナンスを行う。ギャラリー・スペー

スとして貸し出す際には、現在利用されて

いない地下ポンプ室上部のキャット・ウォー

ク部分も含めて展示空間としての活用を検

討する。展示物を建造物本体に緊結する場

合には、躯体の損傷がないよう配慮する。

　

イ　ＰＲ館（旧事務室）（図 5-9）

( ア )　平面計画

　資料室１・３間の間仕切壁及び建具類の

積極的な撤去は行わない。資料室１に突出

した間仕切壁については、構造の検討を行っ

たうえで撤去する。現在のＬ字型の平面形

状では、客席及び展示等のレイアウトを検

討するうえで大きな制約があるため、資料

室２の既存部分を解体して増築を行い、多

目的スペースとしての機能の向上と収容力

の改善を図る。現状で既存建造物内に確保
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高松市水道資料館

図 5-5　高松市景観計画図
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できる客席占有面積は 123.40 ㎡であるが、

増築を行うことによりおよそ 170.00 ㎡に拡

張される。これにより収容人数は約 1.4 倍

となり、将来的な利用者数の増加を見込む

ことが可能となる。資料室１・２間の開口

部については、活用の方針及び内部の動線

計画の更新に伴い変更を加えることとする。

　既存便所については、窓の意匠を修正した

うえで、倉庫等として活用を検討する。また、

便所を新規に増築し男女別に分けると共に、

車いす利用者等のための多目的便所を設置す

る。これらの便所はＰＲ館（旧事務室）の利

用者だけでなく、歴史館（旧ポンプ室）の利

用者及びイベント参加者も使用できるよう配

慮する。器具数の算定については、多目的ホー

ルの算定条件となる定員形の建物人口及び集

中利用形の利用形態を想定した台数とする。

(イ )　動線計画

　主動線は現状のままとし、建物内の動線は

自由動線とする。増築を行う多目的スペース

に「香川県福祉のまちづくり条例」に基づい

たスロープを設け、車いす使用者用の主動線

とする。

ウ　資料保管庫（旧倉庫）(図 5-10)　

( ア )　平面計画

　保管庫１を改修して管理用事務室のほか、

倉庫・更衣室・便所等を設置する。保管庫２

については、火気使用室として活用を検討す

る。

　資料保管庫 (旧倉庫 )は、高松市水道資料

館の他の２棟と同時期に建てられた貴重な歴

史的建造物であり、現在登録有形文化財への

登録が検討されている。竣工時の現状を確認

できる部分が広範囲に亘って残存するため、

内装の改修には十分な注意を払うこととする。

(イ )　動線計画

　既存出入口を主動線として利用する。保管

庫１・２の間の間仕切壁に開口部を設け、相

互に行き来できるようにする。

　　

(３)　施設整備計画

ア　保存管理に係る施設、設備等

(ア )　管理施設

　現状の管理運営体制下では、高松市上下水

道局を管理拠点とする。指定管理者等に管理

を委任する場合には、資料保管庫 (旧倉庫 )

に新設する事務室へ管理拠点を移行する。

(イ )　消防設備

　公開活用の方向性に伴い、今後既存の消防

設備を更新する必要性が生じた場合には、建

造物の用途・規模等に併せて消防設備を改修

する。

(ウ )　警備設備

　現状では防犯カメラ・防犯用警報器等の設

置はないが、今後の活用の方針、用途、運営

体制に合わせて防犯設備の導入を検討するも

のとする。

イ　公開、活用に係る施設、設備等

(ア )　空調設備

　現状では、いずれの建造物にも空調設備は

設置されていないため、建造物の規模・用途

に合わせて空調方式を選定する。配管は極力

隠蔽配管とし、建造物の意匠を損なわないよ

うに配慮する。機器の選定・設置方法につい

ては、躯体への損傷を最小限に抑える方式と

する。

(イ )　衛生設備

　ＰＲ館 (旧事務室 )に隣接する位置に便所

及び車いす使用者等のための多目的便所を新

設する。既存の便所は男女別に分かれていな

いため、男女別の便所を計画する。また、資

料保管庫の一部を改修して、管理用の便所と

手洗いを設置する。

(ウ )　給排水設備
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　原則的には、既存の配管を活かして切回し

及び改修を行う。高松市水道資料館の敷地は

下水道処理区域ではないため、現在はＰＲ館

（旧事務室）脇に設置された単独処理浄化槽に

て汚水が処理されている。資料保管庫（旧倉庫）

に火気使用室を設置する場合には、合併処理

浄化槽に変更することとし、その際の算定面

積は敷地全体を対象とする。

(エ )　電気設備

　原則的には、既存の配線及びコンセントを

利用して改修を行うが、各建造物の公開活用

の方針に従って、照明器具の新規設置並びに

スイッチ・コンセント類の更新と増設を行う。

また、空調設備等の導入により負荷が増大す

る場合には、必要に応じて配電線の更新を行

う。

(オ )　その他設備

　高松市水道資料館の敷地は都市ガス供給区

域内ではないため、資料保管庫（旧倉庫）に

火気使用室を設置する際には熱源に留意する

と共に、必要に応じて機械換気設備・消火設

備等を設置する。

(４)　展示施設、家具の設置に係る計画

　歴史館（旧ポンプ室）における展示内容を見直

し、展示ケース・展示パネル等の什器の更新を行う。

展示方式を変更する場合には、建造物躯体の損傷

を最小限に抑える方法で設置するものとし、建造

物の意匠に配慮したデザインのものを選定する。

　また、ＰＲ館（旧事務室）にて使用する家具・

調度品については、必ずしも大正時代を意識した

ものに限定せず、用途・目的に応じて建造物の意

匠と調和するデザインで且つ快適なものを選定す

る。

(５)　外構及び周辺整備計画

　外構計画の方針は、図 5-7 に示す通りである。

　将来的に市道木太鬼無線が開通した際には、沿

道に高松市水道資料館への案内板及び標識を整備

し、車による来館者の円滑な来場を促す。また、

正門までの適切な位置に看板を設置し、市道御殿

成合線からの視認性を向上させることも重要であ

る。この場合、鋳鉄製のものを採用する等、全体

の雰囲気と調和するものを設置する。

(６)　管理・運営計画

　現状の管理運営体制の中では、高松市上下水道

局が直接管理運営を行う。本保存活用計画策定以

後、管理者又は管理運営体制に変更が生じた場合

には、それに従うこととする。
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歴史館

四電工
社員研修所

御殿浄水場

香東川

△

△

ＰＲ館

駐車場

0 5 10 15 20m

資料
保管庫

噴水

芝生広場

増築部分

▲

▲

▲

▲

△

公開範囲

公開施設

改修箇所

徒歩・自転車利用者動線

自動車利用者動線

車いす使用者動線

管理・搬入動線

【凡例】

車いす
使用者用
駐車場表示

既存
駐輪場
撤去

浄水場への導線は既存
の南側通路を利用する。

一般見学者動線

事業者動線

搬入用動線

イベント時の動線

上下水道局
管理用

開口部の
復原的整備

建物内自由動線

建物内自由動線

・スロープ設置
・点字・誘導
  ブロック敷設

・スロープ設置

既存出入口活用

解体

解体

・点字・誘導
  ブロック敷設

・スロープ設置

・保安上の観点から、 
  通常は門を封鎖。

車いす使用者用
出入口新設

・点字・誘導
  ブロック敷設

・香東川自転車道    
のサイクリストが
立ち寄りやすい環
境を整備。

新規駐輪場
設置

図 5-6　敷地内動線計画
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写真 5-11　駐車場からのアプローチ 写真 5-15　既存駐輪場

写真 5-12　ＰＲ館 (旧事務室 )主導入 写真 5-16　歴史館 (旧ポンプ室 )主導入

写真 5-13　ＰＲ館 (旧事務室 )へのアプローチ 写真 5-17　歴史館 (旧ポンプ室 )開口部跡

写真 5-18　現在の資料館敷地入口写真 5-14　正門からのアプローチ
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歴史館

四電工
社員研修所

御殿浄水場

香東川

△

ＰＲ館

▲

△

芝生広場

駐車場

公開範囲

公開施設

改修箇所

【凡例】

0 5 10 15 20m

資料
保管庫

車いす
使用者用
駐車場表示

既存ポーチ、
増築部分
解体・撤去

水飲み場
撤去

既存犬走り
のつまづき
防止措置

御殿浄水場の敷地
として上下水道局が
直接管理。

水道資料館の敷地
として管理・運営。

既存
駐輪場
撤去

視認性の高い
看板を設置

道路から建物が
見えるよう生垣を
低くし、来館者が
入りやすいような
雰囲気を作る。

増築部分
解体・撤去

舗装の修正

正面出入口
として活用

開口部の
復原的整備

・既存案内板の撤去・移設
・駐輪場新設

案内板の設置

生垣の撤去

煉瓦舗装
の撤去

・竣工時の平面を復原
・水道資料館として維持

  多目的スペース
  として公開活用

管理棟とし
て改修

・季節の花々を植付、
  スプリンクラーを設置

・音響、照明設備、外灯の整備
・舗装の修正
・工作物等の撤去、修景
・コンサート等のイベントに利用

移植・伐採

土塁の撤去

イベント用常設ステージ
の設置(ポンプ類の点検
が可能な構造とする)。

水道メーター交換
練習用工作物撤去。

景観に配慮して機器類
に覆いを設置。

アプローチの修景

▲

▲

  増築部分
・控室
・授乳室
・多目的便所
  の新設

移植・伐採

移植・伐採

事業者と協議のうえ、
既存電柱を移設又は
敷地内電柱の埋設化

既存門扉
の改修

既存門扉
の改修

車いす使用者用
出入口新設▲

図 5-7　敷地計画
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写真 5-19　道路からの視認性

写真 5-25　芝生広場　ＰＲ館 (旧事務室 )南

写真 5-22　水道メーター交換練習用工作物 写真 5-26　芝生広場　歴史館 (旧ポンプ室 )北

写真 5-21　資料保管庫 (旧倉庫 )西　ソメイヨシノ

写真 5-23　資料館敷地入口案内板

写真 5-20　資料保管庫 (旧倉庫 )東　ソメイヨシノ 写真 5-24　芝生広場　歴史館 (旧ポンプ室 )西
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0 5m

地下ポンプ室

ポンプ室

風除室

既存
出入口

ポーチ

旧作業室

調査のうえ、解体

アート作品等の
展示スペースとして利用　

調査のうえ、解体

展示スペース
として維持・管理

調査のうえ、
開口部を復原

・車いす利用者のための
  スロープを設置

・車いす利用者のための
  スロープを設置

・瀬戸内国際芸術祭等へ、
  ギャラリースペース
  として貸し出す。

・ギャラリースペース
  として貸し出す。

展示スペース
として維持・管理

・扉を外開きとし、
 非常口として利用

主導入

主導入

非公開範囲

改修箇所

一般見学者動線

車いす使用者動線

【凡例】

図 5-8　歴史館 (旧ポンプ室 )平面計画　1：150
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写真 5-27　地下ポンプ室上部キャットウォーク 写真 5-31　東側増築部分

写真 5-28　地下ポンプ室上部出入口 写真 5-32　南側出入口

写真 5-29　1 階ポンプ 写真 5-33　地階ポンプ

写真 5-30　展示ケース 写真 5-34　展示の様子
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図 5-9　ＰＲ館 (旧事務室 )平面計画　1：150

0 5m

ホール

資料室２

WC

資料室１

資料室３

主たる躯体の改変

多目的スペース

多目的便所等

【凡例】

・スロープの設置

管理用動線

・歴史館の利用者及び
  イベントの参加者も
  使用できるようにする。

男女別便所、
多目的便所、
授乳室、
控室の新設

多目的スペース
多目的スペース

廊下

多目的スペース

・多目的スペースとして運営。
・内装や調度品については
  大正時代のものにこだわらず、
  調和のとれた雰囲気を作る。

一般利用者主導入

非公開範囲

解体範囲

構造を確認のうえ、
撤去する。

既存便所改修

・窓の意匠を修正。
・倉庫等として利用。

車椅子使用者用主動入

・既存増築部分を解体のうえ、
  部屋を拡充。

・可能な限りの天井高を確保。

・階段の設置

・資料保管庫へ接続。

FL+600

FL+600

一般見学者動線

車いす使用者動線

・既存開口部拡張

・既存壁
  撤去
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0 5m

保管庫２

保管庫１

主たる躯体の改変

便所・更衣室の新設

【凡例】

事務室・倉庫

便所・更衣室

火気使用室

・開口部を設置

・指定管理者による
 運営を見据えた改修。

・竣工時の構造を可能な限り
存置したうえで内装を改修。

・ＰＲ館へ接続

非公開範囲

図 5-10　資料保管庫 (旧倉庫 )平面計画　1：150

写真 5-35　保管室１（2012 年撮影） 写真 5-36　保管室２（2012 年撮影）
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写真 5-37　ホール 写真 5-41　既存間仕切壁

写真 5-38　資料室１

写真 5-39　資料室２

写真 5-40　資料室３

写真 5-42　資料室２増築部分

写真 5-43　便所連絡通路

写真 5-44　北側便所と開口部跡
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

４　実施に向けての課題

(１)　水道資料館としての展示内容の再検討

　高松市水道資料館は、高松市の水道の歴史のみ

ならず、水道事業の重要性を啓蒙するための中心

施設として、来館者への情報発信を担うものであ

る。過去の史実に重点を置いている現状の展示を

見直し、御殿浄水場の現在の事業内容を始め、高

松市内の他の水道施設の役割等についても弾力的

に解説することが望ましい。

(２)　ＰＲ事業の見直し

　「夕ぐれコンサート＆花火大会」の模様につい

ては、インターネットを通じてライブ配信される

等、新しい試みも行われているが、高松市水道資

料館は近代水道の発展を支えた水道施設として、

これまで高松市上下水道局を始め高松市上下水道

工事業協同組合等、水道事業関連のホームページ

を中心に紹介されてきた。より幅広い層の方々に、

これからも継続的に活用され続ける施設であるた

めには、文化財又は水道施設という枠組を超えて

様々な方面への情報発信の手段を開拓していく必

要があるであろう。

(３)　復原修理の方針

　増築部分を撤去し竣工当時の姿を復原すること

は、歴史館 ( 旧ポンプ室 ) の建造物そのものを歴

史的資料として後世へ受け継いで行くうえで大変

意味がある。しかし、図面・写真等の竣工当時の

資料に乏しく、復原に当たっては十分な根拠に欠

けることも事実である。痕跡調査等を慎重に行っ

たうえで、復原修理の方針を検討していくことが

望ましい。

　ＰＲ館（旧事務室）の増築部分については、外

観の意匠上からも明らかに他の部分とは時代区分

が異なるうえ、創建当時の絵葉書とされる「御殿

水源地全景」からも、これが後世の増築であるこ

とは明白である。このため、当該増築部分を解体・

撤去し新たに増築を行う際には、竣工時の姿を想

起させるような創意工夫が求められると同時に、

エキスパンション・ジョイント等を用いて既存建

造物の躯体と分離しなければならない。

(４)　施設の安全性・快適性

　高松市水道資料館の建造物群は、竣工からおよ

そ 100 年の間、修繕及び改修を繰り返しながら保

存され受け継がれてきた。しかしながら、昭和 61

年（1986）の大規模改修の際にも耐震補強工事は

実施されておらず、平成 15 年（2003）の歴史館（旧

ポンプ室）改修工事の際にも、一部の補強工事に

留まっている。今後も不特定多数の来館者を受け

入れる施設として、各建造物の耐震性を向上させ

ることは喫緊の課題である。

　また、電気・消防設備の設置は完了しているも

のの、空調設備は未だ設置されていない。室内の

温熱環境を整え、快適性を向上させることも公共

施設として重要である。これら現代的設備の設置

及び構造補強を行う際には、意匠的・構造的配慮

を行ったうえで改修工事を実施することとする。
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　第６章　保護に係る諸手続

１　保護に係る諸手続

　登録有形文化財に関しその現状を変更しようとす

る者は、現状を変更しようとする日の 30 日前まで

に、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長

官にその旨を届け出なければならない。（文化財保

護法第 64 条１項）

　高松市水道資料館における保存活用に必要な手続

きについては表 6-1 のとおりである。下記事項のう

ち現状を変更しようとする場合の手続きについては、

次項のように内容を補足する。ただし、手続の必要

性について明確でない行為については、高松市教育

委員会、香川県教育委員会及び文化庁と協議を行う。

２　現状を変更しようとする場合の手続

　登録有形文化財建造物における現状変更とは「文

化財として価値の及ぶ範囲」の位置や形（形状・材

質・色合い等）を変更する行為のうち、移築する場

合及び変更する範囲が「通常望見できる範囲」の４

分の１を超える場合が該当する。高松市水道資料館

において想定される現状変更は、ＰＲ館（旧事務室）

の増改築工事とそれに伴う資料室２の解体が挙げら

れる。

　現状変更をしようとする場合は、事前に高松市教

育委員会、香川県教育委員会及び文化庁と協議する

ものとする。

事項 手続者 手続 提出期限 根拠法令等

管理責任者の

選任・解任
所有者・管理責任者 届出 20 日以内

○法第 60 条第２項

○登録有形文化財に係る等登録手続及

び届出等に関する規則（この表で以下

「規則」という。）第５・６条

所有者の変更 所有者 届出 20 日以内
○法第 60 条第４項

○規則第７条

管理責任者の変更 管理責任者 届出 20 日以内
○法第 60 条第４項

○規則第８条

所有者、管理責任

者の氏名・名称・

住所の変更

所有者、管理責任者 届出 20 日以内
○法第 60 条第４項

○規則第９条

滅失、き損、亡失

所有者（管理責任者

又は管理団体がある

場合は、その者）

届出 10 日以内
○法第 61 条

○規則第 10 条

所在の場所の変更

所有者（管理責任者

又は管理団体がある

場合は、その者）

届出 20 日前
○法第 62 条

○規則第 11 条

現状変更等
現状を変更しようと

する者
届出 30 日前

○法第 64 条第１項

○規則第 14･15 条

輸出 輸出しようとする者 届出 30 日前
○法第 65 条第１項

○規則第 18･19 条

技術的指導
所有者、管理責任者

又は管理団体

○法第 66 条

○規則第 21 条

登録原簿登録に関

する意見聴取
意見 ○法 57 条第２項

表 6-1　保護に係る諸手続
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３　届出を要しない行為

　登録有形文化財においては、維持の措置又は非常

災害のために必要な応急措置若しくは他の法令の規

定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置

を執る場合は、届出を要しない。（文化財保護法第

64 条１項ただし書、登録有形文化財に係る登録手

続及び届出書等に関する規則第 17 条）

(１)　維持の措置の範囲

　現状変更のうち次のような場合は、維持の措置

の範囲に該当するものとする。

ア　登録当時の原状（登録後において現状変更の

届出を行ったものについては、当該現状変更後

の原状）の通常望見できる外観を損なう範囲が

当該外観の４分の１以下である場合（移築の場

合を除く）。

イ　登録有形文化財がき損している場合又はき損

することが明らかに予見される場合において、

当該き損の拡大又は発生を防止するため応急の

措置をする場合。

　　例えば、内装のみを模様替えする場合、雨漏

りや壁のひび割れといったき損の発生や拡大を

防止するための修理工事等がこれに該当する。

(２)非常災害のために必要な応急措置

　非常災害に備え、事前に行う補強や改修行為又

は非常災害後に復旧工事として行うものが該当す

る。例えば、倒壊防止のために傾斜した柱や破損

のおそれのある梁に支柱を添える行為等がこれに

該当する。

４　本計画の改正

　本計画の内容を変更・改訂するときは、高松市教

育委員会、香川県教育委員会及び文化庁と事前に協

議したうえで、変更後の計画書に変更前の計画書を

添えて文化庁へ提出する。



141

登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　参考文献等

宮本慎宏・釜床美也子

高松市水道資料館の文化財的価値及び構造な

らびに活用方法等に関する研究調査・研究報

告書

香川大学工学部安全シス

テム建設工学科
2014

高松市水道局水道史編集室 高松市水道史 高松市水道局 1990

香川県教育委員会
香川の近代化遺産：香川県近代化遺産（建造

物等）総合調査報告書
香川県教育委員会 2005

神吉和夫 建設工学研究所報告第 27号「高松水道の研究」（財）建設工学研究所 1985

（株）文化財保存計画協会
登録有形文化財高松市水道資料館破損劣化及

び構造診断調査報告書
高松市上下水道局 2012
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香川県公式観光サイト
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　参考資料１　工事記録写真①～⑧

���

2） 工事記録写真 

※���～�頁の工事履歴のうち主な工事記録より主要な写真を参考として抜粋した。�

【工事記録写真①】高松市水道資料館（仮称）改修工事

            

            
            

            
                            

歴史館 着工前 

歴史館 上げ床の上 フローリング貼 

歴史館 荷受梁・三方枠新設 

ＰＲ館 着工前 

ＰＲ館 梁・化粧柱新設 

ＰＲ館 着工前内部状況 

資料保管庫　着工前 資料保管庫　上げ床新設 
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【工事記録写真②】高松市水道資料館屋根葺替工事

            

            
            

            
                            

            
            

歴史館 屋根葺替前 歴史館 瓦撤去状況 

歴史館 野地板張り状況 歴史館 葺替状況 

歴史館 棟飾り取替 歴史館 屋根葺替完了

ＰＲ館 軒樋取替及び瓦復旧 ＰＲ館 玄関上部 梁，桁補強状況 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

���

【工事記録写真③】高松市水道資料館塗装工事（その１）

            

            
            

            
                            

            
            

歴史館 剥離・ケレン状況 歴史館 剥離・ケレン状況 

歴史館 塗装（下塗状況） 歴史館 塗装完了 

ＰＲ館 剥離・ケレン状況 ＰＲ館 塗装（下塗状況） 

ＰＲ館 塗装完了ＰＲ館 資料室２  

水洗い・下地処理の上リシン吹付 
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【工事記録写真④】高松市水道資料館塗装工事（その２）

            

            
            

            
                            

            
            

資料保管庫　着工前 資料保管庫　剥離状況

資料保管庫　塗装（下塗状況） 資料保管庫　塗装（中塗状況） 

資料保管庫　屋根　着工前 

資料保管庫　屋根　高圧洗浄　 資料保管庫　素地・下地調整の上塗装 

資料保管庫　塗装（上塗状況）　 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

���

【工事記録写真⑤】水道資料館外壁等改修工事（その１）

            

            
            

            

    

                        

            

    

    

    

歴史館 敷居 柱取替・シーリング 

ＰＲ館 柱・見切縁等取替・シーリング 

歴史館 外壁 塗装（下地調整） 

歴史館 外壁 塗装（上塗） 

ＰＲ館 外壁板・巾木解体撤去 ＰＲ館 外壁板・幅木取替 

ＰＲ館 屋根 ケレン ＰＲ館 屋根 塗装 
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【工事記録写真⑥】水道資料館（歴史館）補強等改修工事

            

            
            

            
                            

            
            

歴史館 煉瓦・梁 補強金物新規取付 歴史館 1F点検用木製廊下 

東端部下部 補強材新設 

歴史館 1F点検用木製廊下 

東端部下部 補強材新設 

 

歴史館 西側木製階段一部取替 

歴史館 面台下部シーリング打替 

歴史館 犬走り・排水溝 着工前 歴史館 犬走り・排水溝 塗膜防水 

歴史館 西側木製階段一部取替 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

【工事記録写真⑦】水道資料館屋根等改修工事

            

            
            

            
                            

            
            

ＰＲ館 既存瓦撤去 

ＰＲ館 屋根 垂木腐朽箇所補強 

 
ＰＲ館 瓦葺き状況 

ＰＲ館　屋根　銅板葺のうえ、塗装完了 

ＰＲ館 屋根葺替完了 ＰＲ館 土台イエシロアリ被害 

（油剤処理済） 

ＰＲ館 屋根（資料室２）葺替（下地共） 

ＰＲ館 屋根葺替 着工前 
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【工事記録写真⑧】水道資料館の白蟻被害状況と今後の方針について

            

            
            

            
                            

            
            

ＰＲ館 資料室２　天井内 

柱にイエシロアリの蟻道 

ＰＲ館 床下 蟻道 

ＰＲ館 床下 乳剤の土壌散布 

ＰＲ館 天井内  

イエシロアリ営巣部 

ＰＲ館 土台 下端 

イエシロアリに食害 

ＰＲ館 土台 イエシロアリ被害 

歴史館北側 梁 ２本 

イエシロアリ被害（取替済） 

資料保管庫　床下 乳剤の噴射散布 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　参考資料２　高松市水道資料館管理要綱 (昭和 62 年施行 )

高松市水道資料館管理要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、高松市水道資料館（庭及び駐車場を含む。以下「水道資

料館」という。）の運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。

（名称及び所在）

第２条 水道資料館の名称及び所在は、次のとおりとする。

名 称 所 在

高松市水道資料館 高松市鶴市町１３６０番地

（事業）

第３条 水道資料館においては、次に掲げる事業を行う。

１ 水や水道に関する資料（以下「資料」という。）の収集及び保管並びに

展示を行う。

２ 水や水道に関する展覧会、講習会等の開催及びその奨励を行う。

３ 水や水道に関する情報の提供を行う。

４ 水道資料館の施設・設備等（以下「施設等」という。）を、水や水道に

関する集会及び展示並びに市民のために提供する。

５ 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）が特に必要と認める事業を行う。

（開館時間）

第４条 水道資料館の開館時間は、午前１０時から午後５時までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、開館

時間を変更することができる。

（休館日）

第５条 水道資料館の休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、臨時

に休館し、又は開館することができる。

（入館料）

第６条 水道資料館の入館料は、無料とする。

（施設等の使用申請）
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第７条 １０名以上で見学を行おうとする者及び施設等を見学以外の目的で使

用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、許可を受けなければなら

ない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

２ 前項の規定による使用許可の申請は、使用しようとする日の前日（その日

が休日（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日及び土曜日並びに１２月２９日から翌年の１月３日までをい

う。）に当たるときは、これらの日の前日）までに行わなければならない。

（使用許可の基準等）

第８条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

１ 第３条に掲げる事業以外の目的に使用するおそれがあるとき。

２ 館内の秩序を乱すおそれがあるとき。

３ 施設等を損傷するおそれがあるとき。

４ その他水道資料館の管理上支障があると認められるとき。

２ 管理者は、管理上必要があると認められるときは、使用の許可に条件を付

することができる。

（施設等の使用許可）

第９条 管理者は、第７条に規定する使用申請を受理したときは、速やかに審

査を行い、口頭又は文書にて、申請を行った者にその可否を通知する。

（使用目的の変更等の禁止）

第 条 前条の規定により使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸して

はならない。

（使用許可の取消し及び停止等）

第 条 管理者は、使用許可後において、第８条第１項各号の一に該当する理

由が生じたとき、又は使用者が同条第２項の許可条件若しくは前条の規定に

違反したときは、使用許可を取り消し、若しくは停止し、又は条件を変更す

ることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、管理者はそ

の責めを負わない。

（使用の取消し）

第 条 使用者が当該使用を取り消すときは、口頭又は文書にて、速やかに管
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

理者に届け出なければならない。

（入館者及び使用者の遵守事項）

第 条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

１ 建物、附属設備及び資料等を汚損若しくは棄損し、又は滅失するおそ

れのある行為をしないこと。

２ 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

３ 飲食をしないこと。ただし、管理者の許可を得た場合又は管理者が特

に必要と認めた場合は、指定した場所に限り、飲食をすることができる。

４ 飲酒及び喫煙をしないこと。

５ 火気を使用しないこと。

６ 危険物又は動物を持ち込まないこと。ただし、身体障害者が同伴する

身体障害者補助犬については、この限りでない。

７ その他職員又は使用者の指示に従うこと。

２ 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

１ 水道資料館の施設運営に支障を来すような行為をしないこと。

２ 使用後は、速やかに原状に復した後、職員の点検を受けること。

３ 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

４ 使用する施設への入場者に前項の事項を守らせること。

５ その他職員の指示に従うこと。

（損傷等の届出）

第 条 入館者又は使用者が、資料及び施設等を損傷又は滅失したときは、直

ちに管理者に届け出なければならない。

（利用の制限）

第 条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、

又は退館を命ずることができる。

１ 秩序を乱し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがあると認められ

る者

２ 資料又は施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると

認められる者

３ その他水道資料館の管理上支障があると認められる者
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（損害賠償）

第 条 入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、資料若しく

は施設等を損傷し、又は滅失したときは、管理者の指示に従い、その損害を

賠償しなければならない。

（責任者）

第 条 水道資料館の管理責任者は企業総務課長とし、防火管理者は財務管理

課長とする。

（補則）

第 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この要綱は、昭和６２年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年５月１日から施行する。

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行前に改正前の要綱の規定によってなされた許可、承認、認

定その他の処分又は手続は、それぞれこの要綱の相当規定によってなされた

ものとみなす。  
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

図 3-1)-2 歴史館（旧ポンプ室）＊北側窓隅を起点とした各部の高さ（mm） 

図 3-1)-3 資料保管庫（旧倉庫）＊東南隅を起点とした各部の高さ（mm） 

±0 +22 +70+30 +45

図 1　歴史館 (旧ポンプ室 )不陸調査　＊北側窓隅を起点とした各部の高さ (mm)

　参考資料３　平成 23 年度破損劣化調査（平成 26 年度追加調査）

※平成 26 年度追加調査
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→13
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↓３
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→７
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→４
↑９　

→18
↑６　

→６
↓１　

→10
↑17　

±０
↑１　

図２　歴史館 (旧ポンプ室 )柱傾斜調査　（平成 26 年度調査）
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

【歴史館（旧ポンプ室）内部】＊図示番号は写真番号に対応

15 16 

11 

14 

6 

5 

17 

10-

12 

13 

24 23 

22 

25 19 

18 

3 

4 

20 

7 

21 

壁面上部 エフロ・サブフロ発生箇所

壁面下部 エフロ・サブフロ発生箇所

壁面上部 漆喰劣化箇所

その他の劣化

9 

凡例

1 2 

8 

配電室 

作業室 

ポンプ室 

地下ポンプ室 

ポーチ 

図３　歴史館 (旧ポンプ室 )内部破損調査　＊図示番号は写真番号に対応
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No.1 ポンプ室  No.2 ポンプ室 

 


壁面上部 漆喰 浮き・ひび割れ  腰壁 エフロレッセンス

  

No.3 ポンプ室  No.4 ポンプ室

 

 

 
煉瓦風化  壁面上部 漆喰 ひび割れ

  

No.5 地下ポンプ室  No.6 地下ポンプ室

  

 
エフロレッセンス  壁面全面 エフロレッセンス 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画





No.7 地下ポンプ室  No.8 地下ポンプ室 

   

上 部 サブフロレッセンス 

中間部 エフロレッセンス 

 通路下上部  サブフロレッセンス 
中間部 エフロレッセンス 

石材天端高さ 700mm 程度の位置サブフロレッセンス 

  

No.9 地下ポンプ室  No.10 地下ポンプ室 

  

 
階段下 サブフロレッセンス  階段上に剥落片有り 

   

No.11 地下ポンプ室  No.12 地下ポンプ室 

  

 
煉瓦クラック  壁面下部 エフロレッセンス 
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No.13 地下ポンプ室  No.14 地下ポンプ室 

 

 

 
壁面上部 サブフロレッセンスの白華を確認  サブフロレッセンス 

  

No.15 地下ポンプ室  No.16 地下ポンプ室 

 

 

 
壁面上部（高さ 2,000mm 以上）サブフロレッセンス  壁面下部 エフロレッセンス 

   

No.17 地下ポンプ室  No.18 ポーチ 

   

壁面下部 エフロレッセンス  増設煉瓦壁 割れ・風化・一部欠損 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画





No.19 ポンプ室  No.20 ポーチ 

 

 

 
煉瓦壁面 割れ・風化、一部欠損  入口扉 建付け不良 

  

No.21 ポンプ室  No.22 配電室 

   

手摺取付け部 煉瓦新材 

 

 壁面上部 漆喰浮き・ひび割れ 

   

No.23 配電室  No.24 配電室 

 

 

 
手煉瓦壁面下部 ひび割れ  壁面上部 漆喰 浮き・ひび割れ（剥落の恐れあり） 
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【歴史館（旧ポンプ室）外部】＊図示番号は写真番号に対応

【南面】 

 

 

【西面】

5 

1 2 

7 

14 

4 

3 

11 

6 

8 

13 10 15 9 

12 

1 

3 

6 

2 

15 14 10 13 11 10 9 7 12 

4 

5 

8 

図４　歴史館 (旧ポンプ室 )外部破損調査　＊図示番号は写真番号に対応
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

【北面】

【東面】

 

 

 

 

 

5 9 10 

3 

6 7 4 8 

1 

2 

9 10 8 5 6 7 

1 2 

4 

3 

図５　歴史館 (旧ポンプ室 )外部破損調査　＊図示番号は写真番号に対応
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No.1 南面  No.2 南面 

 

 

 

建具歪み  硝子割れ 

   

No.3 南面  No.4 南面 

 

 

 

雨樋漏水  塗膜ひび割れ 

   

No.5 南面  No.6 南面 

 

 

 

全体的に上げ下げ窓下部建具パテ欠損  洗い出し割れ 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



   

No.7 南面  No.8 南面 

  

 

扉と枠の隙間  目地（モルタル）割れ 

   

No.9 南面  No.10 南面 

 

  

窓台両側シーリング切れ（南面全体）  煉瓦クラック 

   

No.11 南面  No.12 南面 

  

 

石材ひび割れ  煉瓦目地欠損 
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No.13 南面  No.14 南面 

 

 

 

目地（モルタル）欠損  シーリングの劣化（南面全体） 

   

No.15 南面    

  

木部ひび割れ（全体）   

   

No.1 西面  No.2 西面 

 

 

 

破風木部腐朽  塗装ひび割れ 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



   

No.3 西面  No.4 西面 

 

 

 

木部腐朽  建具破損 

   

No.5 西面  No.6 西面 

 

 

 

煉瓦変色  建具パテ欠損（西面全体） 

   

No.7 西面  No.8 西面 

  

 

木部ひび割れ  窓台両側シーリング切れ 
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No.9 西面  No.10 西面 

 

 

 

目地シーリングの切れ（西面全体）  煉瓦風化 

   

No.11 西面  No.12 西面 

 

 

 

下見板ひび割れ  目地（モルタル）割れ・欠損 

   

No.13 西面  No.14 西面 

 

  

煉瓦クラック  建具建て付け不良 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



   

No.15 西面    

 

  

目地（モルタル）ひび割れ   

   

No.1 北面  No.2 北面 

 

 

 

竪樋の破損  竪樋の破損 

   

No.3 北面  No.4 北面 

  

 

建具パテ欠損（北面全体）  隅石のひび割れ 
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No.5 北面  No.6 北面 

 

 

 

目地シーリングの切れ  継目塗装剥離 

   

No.7 北面  No.8 北面 

 

 

 

笠木及び煉瓦孕み  雨水による腐朽 

   

No.9 北面  No.10 北面 

 

 

 

煉瓦目地欠損  石材ひび割れ 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



   

No.1 東面  No.2 東面 

 

 

 

窓硝子ひび割れ  建具歪み 

   

No.3 東面  No.4 東面 

 

 

 

建具パテ欠損（東面全体）  煉瓦クラック 

   

No.5 東面  No.6 東面 

 

 

 

目地（モルタル）ひび割れ  目地シーリングの切れ 
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No.7 東面  No.8 東面 

 

 

 

木部ひび割れ  洗い出し欠損 

   

No.9 東面  No.10 東面 

  

 

煉瓦風化  セメント補修 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

図６　ＰＲ館 (旧事務室 )不陸調査　＊北東隅を起点とした各部の高さ (mm)

※平成 26 年度追加調査：外部地覆石天端　　　内部床面　　　　　

 

 

 

 

 

図 3-1)-1 PR館（旧事務室）＊北東隅を起点とした各部の高さ（mm） 
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図７　ＰＲ館 (旧事務室 )柱傾斜調査（平成 26 年度調査）
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

 

 

【ＰＲ館（旧事務室）内部】＊図示番号は写真番号に対応

6 

8 

4 

7 

9 

2 

1 

資料室 3 

資料室 1 資料室 2 

(増築部) 

3 

10 

5 

図８　ＰＲ館 (旧事務室 )内部破損調査　＊図示番号は写真番号に対応
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No.1 資料室 3  No.2 資料室 3 






土壁部浮き・ひび（特に著しい）  土壁部（腰壁より上）浮き（特に著しい）



No.3 資料室 2(増築部)  No.4 資料室 2(増築部) 






壁・天井のヘアクラック  土壁の浮きが著しい

亀裂あり

  

No.5 資料室 2(増築部)  No.6 資料室 1 






塗膜の剥落  柱と土壁の取り合い部の隙間
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



No.7 資料室 1  No.8 資料室 1 






腰壁から巾木にかけて亀裂  土壁の孕み・亀裂（特に著しい）

  

No.9 資料室 1  No.10 資料室 1 

  

土壁部から腰壁上部にかけて亀裂  上げ下げ窓のロープが唯一遺存



No.11 全体  No.12 全体






土壁と木部の取り合い部の壁の浮き  壁面のヘアクラック（目立たない程度）
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【ＰＲ館（旧事務室）外部】＊図示番号は写真番号に対応 

【南面】 

【西面】 

5 

7 

9 8 

3 

2 

3 

6 

全 面： 1 ,  2 

4 

1 

4 

5 

図９　ＰＲ館 (旧事務室 )外部破損調査　＊図示番号は写真番号に対応
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

【北面】

【東面】 

1 

3 

5 

3 

2 

6 

8 

東面全体： 1 ，2 

4 

7 

6 5 4 2 

図 10　ＰＲ館 (旧事務室 )外部破損調査　＊図示番号は写真番号に対応
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No.1 全面  No.2 全面 






竪羽目板間の隙間  塗装のひび・亀裂

電灯周辺は蜘蛛の巣等が張られ汚損

  

No.3 南面  No.4 南面 






煉瓦クラック  目地（モルタル）欠損

  

No.5 南面  No. 6 南面 






建具枠下端浮き・割れ  塗膜ひび割れ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



  

No.7 南面  No.8 南面 






割れ  割れ

  

No.9 南面    



 

布石と付土台の取り合い部シーリングの切れ  

  

No.1 西面  No.2 西面 






増築部全体的な汚損
（特に竪樋周辺、壁下部、基礎の汚損・変色が著しい）

 塗膜ひび割れ
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No.3 西面  No.4 西面 






シーリングの切れ  目地（モルタル）割れ

  

No.5 西面    



 

煉瓦クラック  

  

No.1 北面  No.2 北面 






横桟と建具の間の隙間  木部割れ
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



  

No.3 北面  No.4 北面 







煉瓦クラック  目地（モルタル）ひび

  

No.5 北面  No.6 北面 






目地（モルタル）ひび  便所 付土台腐朽

  

No.7 北面  No.8 北面 



 

増築部壁面の汚れ


 ひび多数
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No.1 東面全体  No.2 東面全面 



 

建具（上下窓及上部の欄間窓）のパテの劣化・欠損  竪羽目板の塗装ひび・割れ

  

No.3 東面  No.4 東面 






横桟と建具間の隙間  目地（モルタル）欠損

  

No.5 東面  No.6 東面






目地（モルタル）割れ  煉瓦クラック
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

0 5m

保管庫２

保管庫１

←８
↑２

←６
↑２　

←17
↑５

←14
↑６

図 11　資料保管庫 (倉庫 )柱傾斜調査（平成 26 年度調査）
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【資料保管庫（旧倉庫）外部】＊図示番号は写真番号に対応 

【北面】                     【南面】 

【西面】 

【東面】

1 

3 

2 

2 

1 

3 2 1 

5 

4 

1 2 3 

図 12　資料保管庫 (旧倉庫 )外部破損調査　＊図示番号は写真番号に対応
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



   

No.1 北面  No.2 北面 

 

 

 
母屋材の塗装の浮き・剥がれ  建具の歪み・隙間 

   

No.3 北面    

 

  

柱脚の腐朽   

 

No.1 南面  No.2 南面 

 

 

 
軒裏の塗装・剥がれ  スズメバチの巣 
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No.1 西面  No.2 西面 

   

建具と窓枠の隙間  建具と窓枠の隙間 

   

No.3 西面    

 

  

建具の破損   

 

No.1 東面  No.2 東面 

 

 

 
陸梁のねじれ  野地板一部欠損 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画



 

 

No.3 東面  No.4 東面 

 

 

 
陸梁の塗装の浮き・剥がれ  軒裏の塗装・剥がれ 

   

No.5 東面    

 

  

建具と窓枠の隙間   
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191

登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

西側道路沿いの旧正門（昭和 60 年）

西側道路沿いの旧正門（昭和 60 年）

　参考資料４　資料館開館前後の外構写真
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工事中の歴史館（旧ポンプ室）南側煉瓦舗装（昭和 60 年）

駐車場からのアプローチ　（昭和 60 年）
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

ＰＲ館（旧事務室）と旧正門（昭和 60 年）

敷地東側石垣（昭和 60 年）
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歴史館（旧ポンプ室）南立面　（昭和 61 年）

歴史館（旧ポンプ室）北立面　（昭和 61 年）
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

北側門柱と駐車場（年代不詳）

ＰＲ館（旧事務室）と北側門柱（年代不詳）
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資料館への改修直前の正門（昭和 62 年）

資料館への改修直前の敷地遠景　（昭和 62 年）
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

第１章 総則  

第１節 目的  

（目的）  

第１条 この計画は、消防法第８条第１項に基づき、高松市上下水道局御殿浄

水場（水道資料館）における防火管理業務について必要な事項を定めて、火

災、震災、その他の災害予防及び人命の安全並びに災害による被害の軽減を

図ることを目的とする。  

第２節 防火管理者の権限及び業務等 

（防火管理者の権限） 

第２条 防火管理者は財務管理課長があたり、この計画についてのいっさいの

権限を有するものとする。 

（防火管理者の業務） 

第３条 防火管理者は、次の業務を行うこととし、その責任を負うものとする。 

(１) 消防計画の作成及び変更 

(２) 消火、通報及び避難誘導の訓練の実施 

(３) 消防用設備等の点検、整備の実施及び監督 

(４) 建築物、火気使用設備器具等の点検、検査の実施及び監督 

(５) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督 

(６) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 

(７) 収容人員の管理 

(８) 管理権原者に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務 

(９) 防火担当責任者に対する指導監督 

(10) その他防火管理上必要な業務 

（消防機関への報告、連絡） 

第４条 管理権原者又は防火管理者は、次の業務について、消防機関への法令

に基づく報告、届出及び連絡を行うものとする。 

(１) 消防計画書の提出（改正の際はその都度提出） 

(２) 建築物及び諸設備の設置又は変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手

続、消火、通報、及び避難誘導の訓練の実施 

(３) 消防用設備等の設置に基づく届出 

　参考資料５　消防計画書（平成 25 年度調整）
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(４ ) 消防用設備等の点検結果の報告 

(５) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請 

(６) 消火、避難訓練を実施する場合、消防機関への事前通報 

(７) 教育訓練実施時における指導の要請 

(８) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項 

（消防計画の適用範囲） 

第５条 高松市上下水道局御殿浄水場（水道資料館）に出入するすべての者に、

この消防計画に定める事項を適用する。 

第３節 火気使用制限等 

（工事人の遵守事項） 

第６条 高松市上下水道局御殿浄水場（水道資料館）で工事を行う者は、次の

事項を遵守しなければならない。 

(１) 避難施設、消防用設備、防火区画等に係る工事を行う場合は、別途工

事中の消防計画を作成すると共に、溶接、その他の火気等を使用する場合

は作業計画を作成し、防火管理者へ提出するほか、作業の実施にあたって

は、必要な指示を受けること 

(２) 火気等を使用する作業にあたっては、消火の準備をすること 

(３) 指定された場所以外では、喫煙、たき火等を行わないこと 

(４) 危険物等の使用は、その都度防火管理者の承認を得ること 

(５) 火気管理は、作業責任者が責任を負うこと 

（防火管理者への連絡） 

第７条 次の事項を行おうとする者は、防火管理者へ連絡し承認を得るものと

する。 

(１) 臨時に火気を使用するとき 

(２) 建築物及び各種設備器具を設置又は変更するとき 

(３) 催し物を開催するとき 

（火気の使用制限） 

第８条 防火管理者は、次の事項を行うことができる。 

(１) 火災警報発令時等の火気使用禁止又は制限 

(２) 喫煙禁止場所の指定及び喫煙場所の指定 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

第２章 予防管理対策 

第１節 予防管理組織等 

（予防管理組織） 

第９条 平素における火災の予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理

者のもとに、防火担当責任者、火元責任者を定めるほか、建築物、火気使用

設備器具等の点検検査班を置く。 

２ 前項の編成は、別表第１によるものとする。 

（防火担当責任者の業務） 

第1 0条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。 

(１) 火元責任者に対する業務の指導及び監督 

(２) 防火管理者の補佐 

（火元責任者の業務） 

第1 1条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。 

(１) 平素における火気使用設備器具等の使用状態の適否の確認及びその他

の火気管理 

(２) 地震時における火気使用設備器具等の使用火気の消火及び自動停止等

安全装置の作動、確認又は消火 

(３) 防火担当責任者の補佐 

第２節 火災予防に関する点検・検査及び結果報告 

（自主検査、検査の方法） 

第1 2条 消防用設備等及び建築物、火気使用設備器具、危険物等の点検、検査

を実施するときは、法令に定める対象物毎に別表第２による点検、自主検査

表に基づき実施するものとする。 

（自主点検、検査の結果報告） 

第1 3条 前条の点検、検査を実施した場合、各点検検査班長はその結果を防火

管理者に、防火管理者は、各点検、検査の結果を管理権原者に報告するもの

とする。 

２ 管理権原者は消防設備士及び消防設備点検資格者の行った消防用設備等の

点検結果を、３年に１回消防機関へ報告するものとする。 

（不備欠かんの整備） 
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第14条 防火管理者は、各点検、検査結果の報告に基づく不備欠かん事項につ

いて改修計画を樹立し、改修について管理権原者に助言するほか、その促進

を図るものとする。 

第３節 震災予防措置 

（震災予防措置） 

第1 5条 震災予防措置については、第２章各節によるほか、次によるものとす

る。 

(１) 建築物の倒壊、避難通路等の避難障害の防止並びに消防用設備等及び

消防活動上必要な施設に対する安全性の確保 

(２) 火気使用設備器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自

動停止装置等についての安全性の確保 

(３) 施設、設備、備品等の落下、転倒防止措置 

(４) 震災時に必要な資器材、食料、飲料水、医薬品等の備蓄並びに応急復

旧資器材の整備 

(５) 震災時における応急活動体制の整備 

(６) 避難経路、避難揚所の確保と近隣協力体制の構築 

（地震後の措置） 

第1 5条の２ 地震直後においては、直ちに建築物、消防用設備及び火気使用設

備器具等に対する緊急点検、検査を行い、必要な応急措置を行うものとする。 

第４節 防災教育 

（防災教育） 

第1 6条 防火管理者は、次に定めるところにより防災教育を実施するものとす

る。防災教育の内容は次によるものとする。 

(１) 防火管理機構の周知徹底 

(２) 防火管理上の遵守事項 

(３) 防火管理に関する従業員の各自の任務及び責任の周知徹底 

(４) 安全な作業に関する基本的事項 

(５) 消防計画の周知徹底 

(６) 震災対策に関する事項 

(７) その他火災予防上必要な事項 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

第３章 自衛消防活動対策 

第１節 自衛消防組織 

（自衛消防隊の設置） 

第1 7条 火災、地震、その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連

絡及び避難誘導等について、円滑、かつ万全を期すため、自衛消防隊を置く

ものとする。 

第1 7条の２ 自衛消防隊長（以下「隊長」という。）は、御殿浄水場長とする。 

２ 自衛消防隊の編成及び任務は、別表第３及び第４のとおりとする。 

第２節 権限及び任務 

（隊長の権限） 

第1 8条 隊長は、自衛消防隊が火災及びその他の災害活動等における指揮、命

令、監督等いっさいの権限を有する。 

（隊長の任務） 

第1 9条 隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう総括的指揮統率を

図るとともに、消防隊との連携を密にしなければならない。 

（副隊長の任務） 

第2 0条 副隊長は、隊長を補佐するとともに、隊長が不在の場合はその任務を

行わなければならない。 

２ 副隊長は、自衛消防本部の指揮統率を図るものとする。 

第３節 自衛消防活動 

（本部の設置及び任務） 

第2 1条 指揮班員は、火災、地震、その他の災害の状況により、本部（指揮所）

を高松市上下水道局御殿浄水場（水道資料館）又は安全に指揮統率できる位

置に設置し、第17条及び第17条の２による自衛消防隊の本部任務を実施する

とともに、特に消防関係図書等の関係資料の収集、消防隊との連絡を行うも

のとする。 

（通報、連絡） 

第2 2条 火災が発生した場合の通報連絡班員は、消防機関へ所在地、名称及び

目標、燃焼物件等を通報するとともに、防火管理者に知らせ、さらに周囲の

構内等に連絡すること。 
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２ 通報連絡班長は、通報連絡班員等が消防機関への通報をしたかどうか確認

した後、放送設備等を活用して火災の状況を構内に周知するものとする。 

３ 通報連絡班員は、前項の措置終了後自衛消防隊長に出火場所、延焼状況、

その他必要事項を連絡すること。 

（消火活動） 

第2 3条 自衛消防隊における消火活動は、出火場所の自衛消火班が中核となり、

設置された消火設備をもって消火活動にあたるものとする。 

（避難誘導） 

第2 4条 避難誘導班は、出火場所を確認した後、避難困難者、外来者を優先し

て避難誘導にあたり、それぞれ館外へ誘導するものとする。 

２ 避難完了時には、その人員の掌握にあたるものとする。 

（休日、夜間における活動体制） 

第2 5条 休日、夜間においては、別表第５により自衛消防組織を編成するもの

とし、次の初動措置を行うものとする。 

(１) 火災を覚知した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行

うとともに、他の者に対して火災の発生を通知し、管理権原者及び防火管

理者等、関係者にも急報するものとする 

(２) 消防隊に対する誘導及び人災発見の状況、延焼状況等の情報及び消防

関係図書等の関係資料を提供するものとする 

第４節 地震時等の活動 

（地震時の活動） 

第2 6条 地震時の活動は、策３章各節によるほか、次の事項について行うもの

とする。 

(１) 指揮 

ア 隊長は各班を指揮し、早期に被害状況を確認するとともに、関係機関

等の情報により判断し、避難誘導の時期を失することのないようにする

こと 

イ 火災、建物の倒壊、崖崩れ並びに津波等の災害危険を把握し、最優先

すべき活動を明確に指示すること 

ウ 指揮班員は各班からの情報を速やかに隊長に報告するとともに、隊長
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の指示を徹底すること 

エ 地域住民、関係機関等と十分な連携をとること 

(２) 情報収集（通報、連絡） 

ア 地震発生後、直ちに災害対策本部等と連絡をとり、正確な情報の入手

に努めること 

イ 関係機関等への報告、救助の要請に際しては、隊長の指示のもと、正

確な情報を添えて行うこと 

ウ 建物全般の異常の有無を把握し、隊長に報告すること 

エ 周辺の火災の状況と風向、風速を把握し、隊長に報告すること 

オ 適宜構内放送を行い、外来者等の動揺を防ぐこと 

カ 外来者等の関係者、保護者等に状況を連絡すること 

(３) 消火活動 

ア 火災が発生した場合は、直ちに消火活動にあたること 

イ 他からの延焼、飛び火の警戒にあたること 

(４) 避難誘導 

ア 地震発生後、直ちに外来者等の安全確認を行うとともに隊長の指示に

より、避難場所に避難させること 

(５) 安全防護 

ア 地震発生後、直ちに火気使用設備、電気設備、ガス設備等の点検を行

い、出火防止に努めること 

イ 消防用設備及び通信機器の点検を行うとともに、破損した施設、設備

の復旧にあたること 

(６) 応急救護 

ア 負傷者の救出、救護、病院等への搬送にあたること 

イ 食料、飲料水、医薬品等の確保にあたること 

第５節 訓練 

（訓練） 

第2 7条 防火管理者は有事に際し、被害を最小限度にとどめるため別表第６に

基づき訓練を行うものとする。 

（消防機関への指導要請） 
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第28条 防火管理者は、訓練を実施する場合に必要と認めるときは、消防機関

へ指導を要請するものとする。 

 

   附  則 

この計画は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附  則 

この計画は、平成２５年４月１日から施行する。 
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別表第１

予防管理組織

防火担当責任者 

企業総務課長

火元責任者 

企業総務課長補佐

防火管理者

財務管理課長

警報設備検査班

火気使用設備検査班

防火管理者が指定
する職員

建物等の検査班

電気設備検査班

機械設備検査班

消火設備検査班

【予防管理組織】
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点検・自主検査票 別表第２

　定期に点検を実施する組織

　　設備区分 点検検査実施者等

消 火 器 日本システムサービス㈱

自 動 火 災 報 知 設 備 日本システムサービス㈱

　定期に自主検査を実施する組織

施 設 ・ 設 備 等 区 分 検査実施者

建 築 物 別表第１で防火管理者に指定された者

火 気 使 用 設 備 器 具 別表第１で防火管理者に指定された者

電 気 設 備 別表第１で防火管理者に指定された者

機 械 設 備 別表第１で防火管理者に指定された者

そ の 他 別表第１で防火管理者に指定された者

【点検・自主検査票】
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別表第３

自衛消防組織

（昼間）

５直２交替勤務

通報連絡班

１人

初期消火班

２人

避難誘導班

自衛消防隊長 １人

御殿浄水場長

自衛消防副隊長

御殿浄水副場長 防護安全班

１人

救急班 

１人

搬出班 

１人

【自衛消防組織】
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  別表第４

消防機関に所在・名称・目標及び情報等を通報し、

その確認にあたる。

館内に出火の報知(館内放送、非常警報)

出火場所確認後、出火時における避難者の誘導等に

あたる。

非常口を開放し、避難者の誘導にあたる。

自 衛 消 防 隊 の 任 務

負傷者及び被救助者の応急救護にあたる。

防護安全班

救急班 

展示貴重品等の非常持ち出しにあたる。

防災施設等の操作にあたる。

火災時の消火作業(消火器、消火栓)

防護

誘導

非常口

電気、ガス、危険物施設等の安全措置にあたる。

搬出班 

避難誘導班

安全

自衛消防本部

通報連絡班 通報

連絡

初期消火班

【自衛消防隊の任務】
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別表第５

休日、夜間の自衛消防組織

浄
水
場
交
替
勤
務
責
任
者
（

休
日
・
夜
間
）

 １　消防への通報

 ２　近隣者へ声で知らせる。

 ３　初期消火にあたる。

 ４　非常持ち出し物件の搬出

 ５　自衛消防隊長へ報告する。

全
員
が
手
分
け
し
て
順
次

右
の
こ
と
を
す
る
こ
と

【休日・夜間の自衛消防組織】

別表第６

訓練実施計画
訓練種別 訓　練　内　容 実施月

随時

１月

通報訓練

その他の訓練

部
分
訓
練

総
合
訓
練

消火、通報及び避難誘導等を連携して行う

消火訓練（屋内消火栓操法、消火活動に使用する設備、
器具等の取扱及び放水等の訓練）

避難訓練 随時

随時

随時

【訓練実施計画】
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　参考資料６　平成 23 年度所有者診断（現：耐震予備診断）

【歴史館（旧ポンプ室）】 

1.建造物の名称等 

名称：高松市水道資料館歴史館（旧ポンプ室） 所在地：高松市鶴市町御殿 1360 番地 

所有者等氏名：高松市上下水道局 所有者等住所： 

香川県高松市番町一丁目 10 番 14 号 

 
2.項目別評価（事項別に評点の計を求める） 

診断項目           評点 特記事項 

（１）土地に係る事項 

ア 地域区分 

３）Ⅱに該当する地域         5

 

イ 災害歴被災状況を記入 

１）無い               15

 

ウ 活断層 

１）無い               15

 

エ 地盤 

３）非常に悪い            0

 

オ 造成状況 

２）盛土地・不詳           10

 

カ 周辺地形 

２）池沼に隣接            10

 

計           【    55 】  

（２）構造特性に係る事項 

Ａ 規模・形状に係る事項 

ア 延べ面積      【 249.18 ㎡】

２）100 ㎡以上 250 ㎡未満       20

 

イ 軒高        【  4.7 ｍ】 

２）3ｍ以上，6ｍ未満          20

 

ウ 軒高／短辺長    【4.7ｍ／6.5ｍ】

２）0.5 以上，１未満         20

 

エ 建物の形状 

２）平面不整形            15

 

計           【    75 】  

Ｂ 軸部構造に係る事項 

ア 土壁の配置略平面図に壁配置記入 

２）土壁長が 1/5 未満の面がある    10

略平面図に壁配置記入 

イ 柱の配置 

３）内部に柱がない          5 

略平面図に壁配置記入 

ウ 柱断面積計／床面積 【  ㎡／  ㎡】

３）0.005 未満，不詳         5 

上記図面に主要柱断面寸法記入 

※大壁造のため未確認 

エ 柱底部の一体性 

１）土台建              15

 

オ 柱脚部の一体性 

２）貫または長押のいずれかを使用   5 

 

カ 天井 

３）竹木舞・漆喰・天井なし      5 
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キ 礎石の大きさ 

３）柱周囲にほとんど余裕がない 0 

 

計           【    45 】  

Ｃ 屋根構造に係る事項 

ア 小屋組 

１）洋小屋              25

 

イ 屋根野地 

１）板張，屋中竹下地         25

 

ウ 屋根葺材      【 桟瓦葺  】

２）檜皮葺・こけら葺・桟瓦葺(葺土なし) 20

 

エ 軒面積／床面積【302 ㎡／249.18 ㎡】 

２）1.2 以上，1.4 未満        15

 

計           【    85 】  

（３）破損等の状況（構造的な健全性）に係る事項 

ア 不同沈下状況 

２）有り               15

沈下状況 

※不陸調査結果を参照（図 3-1）-2） 

イ 主要構造材の腐朽・虫害被害部位 

１）健全               25

 

ウ 主要構造材の変形部位，構造欠陥部位 

１）健全               25

 

エ 根本修理歴【根本修理： 年度】 

既存補強内容 

１）根本修理後 100 年未満       25

既存補強内容 

※竣工以後 100 年未満 

計           【    90 】  

 
3.判定 

イ 
B 軸部構造に係る事項が低い点数となっているが、これは、柱の位置及び寸法が明確で

ないことによるもので、今後、柱についての詳細な調査が行われた際には、評価が解

るものと考えられる。その他の事項については、PR 館同様に、地盤関連を除き健全を

示す得点となっている。 
 

4.管理・活用方法の把握 
（１）管理・活用の現状の該当するものを（ ）に記入する 

Ａ 管理体制 
ア 常駐管理者（無し） 
イ 定期的見回り（有り） 
ウ 連絡体制の整備（有り） 
Ｂ 維持管理 
ア 定期点検の有無（無し） 
Ｃ 防火管理 
ア 植物性屋根の有無（無し） 
イ 屋内火気使用の有無（無し） 
ウ 可燃物保管状況（無し） 
エ 初期消火設備（自立型） 
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Ｄ 安全管理 
ア 用途（居住，収納，業務用，公開，公共施設，その他）【 公開 】 
イ 内部立ち入り状況（常時）（昼間のみ） 
ウ 年間延べ入場者概数【平成 22 年度 1,254 人】 
エ 使用方法（滞留型） 
オ 屋外待避（容易） 
カ 入場制限（無し） 
キ 危険性明示（無し） 
Ｅ 環境保全等 
ア 山林等の空地の有無（周囲 100m 以内） （有り） 
イ 人家等密集状況（周囲 100m 以内） （有り） 
ウ 隣接建造物等の有無（周囲 20m 以内） （有り） 
エ 周囲への接近度（軒高と等距離以内） （無し） 
オ 屋内重要財産の有無（無し） 
 
（２）改善措置 

Ａ 管理体制 
常駐の専門管理者は配置されていないが、同一敷地内に現業の事務所があり、緊急時の対

応は不可能ではない。更なる連絡体制の整備によって、より確実な管理が可能となるもの

と思われる。 
Ｂ 維持管理 
建物内部や敷地の清掃等は継続して実施されている。しかし、屋根や樋など高所の維持管

理が不確実になっているものと思われる。近接樹木の剪定とともに、建物高所の維持管理

が望まれる。 
また、旧ポンプ室部が地下（地盤面よりも下）にあり、煉瓦壁に析出物が多数確認される。

地下水の浸透が要因として想定されるため、何らかの処置が望まれる。 
Ｃ 防火管理 
建物周辺での火器使用禁止や禁煙措置、消火器具の配置の周知、確認。 
Ｄ 安全管理 
内部公開施設であり、地下への階段が 2 箇所設置されているが、管理上、現在は 1 箇所の

みが使用可能となっている。避難時の想定からは、2箇所の常用が望ましい。 
Ｅ 環境保全等 
建物に近辺には桜の高木が存在する。景観的には重要な樹木ではあるが、建造物維持の観

点からは、落ち葉や小枝が樋を塞ぎ、雨水排水の障害となっている。剪定についての検討

が必要。 
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1） 所有者診断書 

【PR 館（旧事務所）】 

1.建造物の名称等 

名称：高松市水道資料館 PR 館（旧事務所） 所在地：高松市鶴市町御殿 1360 番地 

所有者等氏名：高松市上下水道局 所有者等住所： 

香川県高松市番町一丁目 10 番 14 号 

 
2.項目別評価（事項別に評点の計を求める） 

診断項目           評点 特記事項 

（１）土地に係る事項 

ア 地域区分 

３）Ⅱに該当する地域         5

 

イ 災害歴被災状況を記入 

１）無い               15

 

ウ 活断層 

１）無い               15

 

エ 地盤 

３）非常に悪い            0

 

オ 造成状況 

２）盛土地・不詳           10

 

カ 周辺地形 

２）池沼に隣接            10

 

計           【    55 】  

（２）構造特性に係る事項 

Ａ 規模・形状に係る事項 

ア 延べ面積      【 144.54 ㎡】

２）100 ㎡以上 250 ㎡未満             20

 

イ 軒高        【  4.9 ｍ】

２）3ｍ以上，6ｍ未満                  20

 

ウ 軒高／短辺長    【4.9ｍ／5.0ｍ】

２）0.5 以上，１未満         20

 

エ 建物の形状 

２）平面不整形            15

 

計           【    75 】  

 

 

 

  

Ｂ 軸部構造に係る事項 

ア 土壁の配置略平面図に壁配置記入 

１）四面とも土壁長が1/5 以上     20

略平面図に壁配置記入 

イ 柱の配置 

３）内部に柱がない          5

略平面図に壁配置記入 

ウ 柱断面積計／床面積 【㎡／㎡】 

３）0.005 未満，不詳         5

上記図面に主要柱断面寸法記入 

※大壁造のため未確認 

エ 柱底部の一体性 

１）土台建              15

 

オ 柱脚部の一体性 

２）貫または長押のいずれかを使用   5
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カ 天井 

１）大引・根太・組入天井       15

 

キ 礎石の大きさ 

３）柱周囲にほとんど余裕がない    0

 

計           【    65 】  

Ｃ 屋根構造に係る事項 

ア 小屋組 

２）和小屋              20

 

イ 屋根野地 

１）板張，屋中竹下地         25

 

ウ 屋根葺材      【 桟瓦葺  】

２）檜皮葺・こけら葺・桟瓦葺(葺土なし) 20

 

エ 軒面積／床面積【166 ㎡／144.54 ㎡】 

１）1.2 未満             25

 

計           【    90 】  

（３）破損等の状況（構造的な健全性）に係る事項 

ア 不同沈下状況 

２）有り               15

沈下状況 

※不陸調査結果を参照（図 3-1）-1） 

イ 主要構造材の腐朽・虫害被害部位 

２）一部被害             15

被害部位 

 

ウ 主要構造材の変形部位，構造欠陥部位 

１）健全               25

 

エ 根本修理歴【根本修理： 年度】 

既存補強内容 

１）根本修理後 100 年未満       25

既存補強内容 

※竣工以後 100 年未満 

計           【    80 】  

 
3.判定 

ア 
地盤関係の項目を除き、建造物としては各項 60 以上であり、建造物としては健全であ

るものと考えられる。柱についての詳細情報が得られていないが、最も厳しい考え方

で、軸部に係る事項も 60 を超えている。 
 
 
 
 
4.管理・活用方法の把握 
（１）管理・活用の現状の該当するものを（ ）に記入する 

Ａ 管理体制 
ア 常駐管理者（無し） 
イ 定期的見回り（有り） 
ウ 連絡体制の整備（有り） 
Ｂ 維持管理 
ア 定期点検の有無（無し） 
Ｃ 防火管理 
ア 植物性屋根の有無（無し） 
イ 屋内火気使用の有無（無し） 
ウ 可燃物保管状況（無し） 
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エ 初期消火設備（自立型） 
Ｄ 安全管理 
ア 用途（居住，収納，業務用，公開，公共施設，その他）【 公開 】 
イ 内部立ち入り状況（常時）（昼間のみ） 
ウ 年間延べ入場者概数【平成 22 年度 1,254 人】 
エ 使用方法（滞留型） 
オ 屋外待避（容易） 
カ 入場制限（無し） 
キ 危険性明示（無し） 
Ｅ 環境保全等 
ア 山林等の空地の有無（周囲 100m 以内） （有り） 
イ 人家等密集状況（周囲 100m 以内） （有り） 
ウ 隣接建造物等の有無（周囲 20m 以内） （有り） 
エ 周囲への接近度（軒高と等距離以内） （少数） 
オ 屋内重要財産の有無（無し） 
 
（２）改善措置 

Ａ 管理体制 
常駐の専門管理者は配置されていないが、同一敷地内に現業の事務所があり、緊急時の対

応は不可能ではない。更なる連絡体制の整備によって、より確実な管理が可能となるもの

と思われる。 
Ｂ 維持管理 
建物内部や敷地の清掃等は継続して実施されている。しかし、屋根や樋、蜂の巣など高所

の維持管理が不確実になっているものと思われる。近接樹木（桜）の剪定とともに、建物

高所の維持管理が望まれる。 
Ｃ 防火管理 
建物周辺での火器使用禁止や禁煙措置、消火器具の配置の周知、確認。 
Ｄ 安全管理 
内部公開施設であるが PR 館については、特に危険性は少ない。 
Ｅ 環境保全等 
建物に隣接して、桜の高木が存在する。景観的には重要な樹木ではあるが、建造物維持の

観点からは、落ち葉や小枝が樋を塞ぎ、雨水排水の障害となっている。剪定についての検

討が必要。 
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【資料保管庫（旧倉庫）】 

1.建造物の名称等 

名称：高松市水道資料館資料保管庫（旧倉庫） 所在地：高松市鶴市町御殿 1360 番地 

所有者等氏名：高松市上下水道局 所有者等住所： 

香川県高松市番町一丁目 10 番 14 号 

 
2.項目別評価（事項別に評点の計を求める） 

診断項目           評点 特記事項 

（１）土地に係る事項 

ア 地域区分 

３）Ⅱに該当する地域         5

 

イ 災害歴被災状況を記入 

１）無い               15

 

ウ 活断層 

１）無い               15

 

エ 地盤 

３）非常に悪い            0

 

オ 造成状況 

２）盛土地・不詳           10

 

カ 周辺地形 

２）池沼に隣接            10

 

計           【    55 】  

（２）構造特性に係る事項 

Ａ 規模・形状に係る事項 

ア 延べ面積      【 81.58 ㎡】 

２）100 ㎡以上 250 ㎡未満       20

 

イ 軒高        【  4.3 ｍ】 

２）3ｍ以上，6ｍ未満          20

 

ウ 軒高／短辺長    【4.3ｍ／5.55ｍ】

２）0.5 以上，１未満         20

 

エ 建物の形状 

１）平面・立面とも整形        25

 

計           【    85 】  

Ｂ 軸部構造に係る事項 

ア 土壁の配置略平面図に壁配置記入 

１）四面とも土壁長が 1/5 以上     20

略平面図に壁配置記入 

イ 柱の配置 

３）内部に柱がない          5 

略平面図に壁配置記入 

ウ 柱断面積計／床面積 【  ㎡／  ㎡】

３）0.005 未満，不詳         5 

上記図面に主要柱断面寸法記入 

※大壁造のため未確認 

エ 柱底部の一体性 

１）土台建              15

 

オ 柱脚部の一体性 

２）貫または長押のいずれかを使用   5 

 

カ 天井 

３）竹木舞・漆喰・天井なし      5 
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キ 礎石の大きさ 

３）柱周囲にほとんど余裕がない    0 

 

計           【    55 】  

Ｃ 屋根構造に係る事項 

ア 小屋組 

２）和小屋              20

 

イ 屋根野地 

１）板張，屋中竹下地         25

 

ウ 屋根葺材   【 セメント瓦葺  】

２）檜皮葺・こけら葺・桟瓦葺(葺土なし) 20

 

エ 軒面積／床面積【116 ㎡／ 81.54 ㎡】 

３）1.4 以上             5 

 

計           【    70 】  

（３）破損等の状況（構造的な健全性）に係る事項 

ア 不同沈下状況 

２）有り               15

沈下状況 

※不陸調査結果を参照（図 3-1）-3) 

イ 主要構造材の腐朽・虫害被害部位 

２）一部被害             15

 

ウ 主要構造材の変形部位，構造欠陥部位 

１）健全               25

 

エ 根本修理歴【根本修理： 年度】 

既存補強内容 

１）根本修理後 100 年未満       25

既存補強内容 

※竣工以後 100 年未満 

計           【    80 】  

 
3.判定 

イ 
B 軸部構造に係る事項が低い点数となっているが、これは、柱の位置及び寸法が明確で

ないことによるもので、今後、柱についての詳細な調査が行われた際には、評価が解

るものと考えられる。その他の事項については、PR 館同様に、地盤関連を除き健全を

示す得点となっている。 
 

4.管理・活用方法の把握 
（１）管理・活用の現状の該当するものを（ ）に記入する 

Ａ 管理体制 
ア 常駐管理者（無し） 
イ 定期的見回り（有り） 
ウ 連絡体制の整備（有り） 
Ｂ 維持管理 
ア 定期点検の有無（無し） 
Ｃ 防火管理 
ア 植物性屋根の有無（無し） 
イ 屋内火気使用の有無（無し） 
ウ 可燃物保管状況（無し） 
エ 初期消火設備（無し） 
 



219

登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

Ｄ 安全管理 
ア 用途（居住，収納，業務用，公開，公共施設，その他）【 収納 】 
イ 内部立ち入り状況（常時）（昼間のみ） 
ウ 年間延べ入場者概数【平成 22 年度 1,254 人】 
エ 使用方法（通過型） 
オ 屋外待避（容易） 
カ 入場制限（全面） 
キ 危険性明示（無し） 
Ｅ 環境保全等 
ア 山林等の空地の有無（周囲 100ｍ以内） （有り） 
イ 人家等密集状況（周囲 100ｍ以内） （有り） 
ウ 隣接建造物等の有無（周囲 20ｍ以内） （有り） 
エ 周囲への接近度（軒高と等距離以内） （少数） 
オ 屋内重要財産の有無（無し） 
 
（２）改善措置 

Ａ 管理体制 
常駐の専門管理者は配置されていないが、同一敷地内に現業の事務所があり、緊急時の対

応は不可能ではない。更なる連絡体制の整備によって、より確実な管理が可能となるもの

と思われる。 
Ｂ 維持管理 
建物は、倉庫として使用されている。内部の整理等は使用頻度によって自然になされるも

のと思われるが、外部の清掃等はあまり気にされているようではない。また、屋根や樋、

蜂の巣など高所の維持管理が不確実になっているものと思われる。近接樹木（桜）の剪定

とともに、建物高所の維持管理が望まれる。 
倉庫という機能上からは、窓のゆがみが問題になる。隙間ができているため、雨水の吹込

みや昆虫などの生物が内部に侵入しやすい状態である。改善が必要。 
Ｃ 防火管理 
建物周辺での火器使用禁止や禁煙措置、消火器具の配置の周知、確認。 
Ｄ 安全管理 
非公開の建物であるため特に危険性は少ない。ただし、PR 館とは隣接し、同一敷地内に存

在するため、来訪者が公開施設と間違える可能性がある。倉庫である旨の表示が必要。 
Ｅ 環境保全等 
建物に隣接して、桜の高木が存在する。景観的には重要な樹木ではあるが、建造物維持の

観点からは、落ち葉や小枝が樋を塞ぎ、雨水排水の障害となっている。剪定についての検

討が必要。 
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登録有形文化財 高松市水道資料館歴史館 (旧ポンプ室 )及びＰＲ館 (旧事務室 ) 保存活用計画

　参考資料７　高松市景観計画抜粋（平成 24 年策定）
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期間 計画名称 概　要

H9-27 年 高松市都市計画マスタープラン

「高松市第 5 次総合計画」、「高松広域都市計画区域マスタープ

ラン」との整合性を図りつつ、都市機能の整備を行うもの。

特定用途等の制限を受ける。

H11 年策定
高松市環境基本計画

（H8 年高松市環境基本条例制定）

土と水と緑を大切にする環境共生都市を目指すもの。H20-27

年を対象に 5 つの基本目標を設定。この中で、うるおいとや

すらぎのある都市環境を創造するため「景観及び歴史文化の

保全」が推進されている。

H19 年策定 新高松文化芸術振興ビジョン

H25 年に高松市文化芸術振興条例を制定したほか、高松市の

文化芸術の振興に関する施策を推進するため「文化芸術振興

計画」を策定中。過去を尊び未来へ継承すると同時に、多様

な文化芸術を享受することを目的とした枠組も基本方針に含

まれる。

H20-27 年 高松市第 5次総合計画

まちづくりの 6 つの目標をかかげ、施策を展開している。心

豊かな人と文化を育む町の実現に向けた施策を打ち出して、

文化財の保存と活用に根ざした文化芸術の創造と振興を推進

している。

H23-27 年
せとうち田園都市香川創造

プラン

田園都市としての魅力を高め、長期的な人口増加をめざした

県政運営の基本方針。地域の有形・無形の文化財を県民共有

の貴重な文化遺産として継承するため、国・県指定文化財の

保存・整備・継承を推進している。

H24 年策定 高松市景観計画

「美しいまちづくり条例」に基づく、景観形成の指針として定

められたもの。「一般区域」の田園居住景観ゾーンでは、自

然と調和する居住地景観の形成が図られている。配置・規模、

形態・意匠、色彩、素材・材料等に規制を受ける。

H24 年策定

高松広域都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針 

（高松広域都市計画区域マス

タープラン） 

平成 32 年を目標として「せとうち田園都市香川創造プラン」

との整合性を図りつつ、都市づくりの基本方針を定めたもの。

歴史的、又は文化的な価値を有する建築物等を観光資源とし

て生かし、賑わいのある地域づくりを推進している。

H25 年策定 高松市創造都市推進ビジョン

公共部門に登録されている有形無形の文化財の数と保存活用

状態を見直し、自然や歴史、生活と結びついた「芸術指数」

が高いまちを将来像の一環として目指すもの。高松市をはじ

め国内 22 都市が「創造都市ネットワーク日本」に参加してい

る。

H25-29 年 香川県文化芸術振興計画

「さぬき映画祭」及び「瀬戸内国際芸術祭」を始めとして、歴

史的建造物・現代建築等を活用した町づくり型観光やアート

ツーリズムを通じた地域振興を図っている。特色ある文化芸

術を生かした地域づくりを目指すうえで、文化遺産の保存・

継承・防災対策等を推進している。

　参考資料８　上位計画等概要
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